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はじめに 

報告会での埼玉県立大学理事長 田中滋座長のご挨拶より 
地域デザインをわざわざ言う理由には歴史があります。介護保険が始まる前、我々が抱

えていた問題はいわば問題の後処理でした。医学が先に発達し、命を救えるようになった
けれども事後の寝たきり老人の発生を防げなかった。その方たちをどのように処遇して行
くかから議論が始まりました。いわば先にあった問題をどのように解決するから介護を意
識しました。その場合はどちらかというと一人ひとりの要介護者のためのサービスをどう
構築するかでした。やがて介護保険が始まり、今日では介護については現在の問題を過去
の後処理ではなく、今あることに対してそれぞれの地域それぞれの事業者が見事に対応で
きるようになりました。国際的に見てもトップクラスの介護体制が出来ていることは我々
誇って良いと思います。しかし今後を考えるとどうでしょう。韓国や中国もそうかもしれ
ませんが、日本は最初に著しい人口減が始まります。それも均等ではありません。東京、
神奈川、埼玉、千葉の人口はまだ当分増えます。しかしそれ以外の地域は人口が減ってい
きます。一部の地域で激減して行きます。つまりその趨勢が見えているわけです。そこでこ
れに合わせて先に作っていかなくてはなりません。介護があるからどうするのではなく、
そういう人口の減少の中でどのような体制を作るかという時に地域デザインが必要です。
一人一人の利用者、入居している場合は入居者へのサービスは問題なくできることは分か
っていますが、それだけではありません。地域をどのようにして行くかっていうことを考
えないと自治体も事業者も実は生きていけなくなります。そのための地域デザインです。 
今回のこの老健事業の取り組みは、これですべて解決するわけではありませんが、その

一環としてこれまでの地域包括支援センターのあり方を少し変えて、地域の力を使い地域
全体が力を持って行くための取組を支援するとして私は理解しております。 
これからの問題に対応して行くためのヒントとなれば幸いでございます。ご協力いただ

いた自治体の皆様事務局に深く感謝いたします。 

本「地域密着型サービス事業所の拠点機能を活用した地域包括支援センターの効果的な
運営に関する調査研究」事業に、ご協力いただきました全国の市町村、地域包括支援セン
ターおよび地域密着事業所の皆様、関係者の皆様に感謝申し上げます。

 令和 6年 3 月 
実施団体 特定非営利活動法人コレクティブ 

理事長 川原秀夫 
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Ⅰ.   「地域密着型サービス事業所の拠点機能を活用した地域包括支援センターの効果的な
運営に関する調査研究事業」の目的と事業概要 

1. 目的と計画

介護保険法改正法案では、地域包括支援センターの総合相談支援事業を活用した地域ネ
ットワークの構築や地域の高齢者が身近な場所で相談を受けられる体制整備を進める観点
から、指定居宅介護支援事業所等に総合相談支援事業を一部委託することを可能とするこ
とが盛り込まれている。現在、石川県加賀市では、小学校区にある小規模多機能型居宅介
護事業所やグループホーム、地域密着特別養護老人ホームなど地域密着型サービスに地域
包括支援センターのブランチを委託し身近な相談窓口として地域の多様な相談に対応して
いるが、こうした地域包括支援センターと地域密着型サービス事業所の連携事例は全国的
にはいまだ少ない状況にある。 
本事業では、市町村・地域包括支援センターと地域密着型サービス事業所が連携しなが

ら総合相談支援業務を行うことの各主体にとっての効果や具体的手法（制度・財源・連携
内容の合意形成プロセス、運営推進会議の活用、医療・介護連携の取組等）を検討し、地
域密着型サービス事業所の拠点機能を活用し地域の相談支援を行うマニュアル(ハンドブッ
ク)を作成する。

この目的のために、下記を実施する。 
(1) 委員会の開催
本調査の企画設計・実施に対し、ご示唆・ご指導いただくため、学識経験者、地域密着型
サービス事業者、自治体等から構成する委員会を設置し、調査の企画、結果の分析、ハン
ドブックづくり、報告会の開催の検討を行う。

⑵ 市町村・地域包括支援センター・地域密着型サービス事業者に対するヒアリング調査
事前の加賀市でのヒアリング実施と全国 10 ケ所程度の自治体と地域包括、地域密着型事
業者へのヒアリング調査を行う。

⑶ 地域密着型サービスと地域包括支援センターの連携推進に関する全国アンケート調査
全国の自治体と地域包括支援センターは全数、
地域密着型サービス事業所(１市町村あたり小規模・GH・密着特養３か所程度）小計 5000
ケ所程度
計 12000 ケ所へのアンケート調査を行う。

(制度の周知も兼ねる)
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成果物(ハンドブック)作成・配布と報告会 
⑷ 連携の効果と具体的手法等を取りまとめたマニュアル（ハンドブック）の作成
アンケートとヒアリング調査を基に、地域密着型サービス事業所の拠点機能を活用した地
域包括支援センターの効果的な運営のマニュアルを作成する。
全国の全自治体および関係機関・団体へ配布する。

⑸ 作成したマニュアル（ハンドブック）普及のための報告会の開催

(6) 報告書の作成

本事業実施体制 

委員名簿 (敬称略) 

〇 田中滋 埼玉県立大学理事長 

蒲原基道 日本社会事業大学専門職大学院客員教授 

岩名礼介 
三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング東京本部 
経済社会ユニット. 共生・社会政策部長 主席研究員 

服部真治※ 医療経済研究機構 政策推進部副部長研究部 主席研究員 

西ミキ 加賀市相談支援課課長 

中村肇 川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室係長 

山田尋志 
社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋理事長、 
京都地域密着型サービス事業所協議会顧問 

岩尾貢 
社会福祉法人共友会理事長、  
石川県地域密着ケア連絡協議会顧問 

内出幸美 
社会福祉法人典人会理事長、いわて地域密着型サービス協会代
表、認知症の人と家族の会岩手県支部長 

竹本匡吾※ 
社会福祉法人地域でくらす会いくのさん家代表、    
全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会理事 
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川原秀夫※ 
特定非営利活動法人コレクティブ理事長、  
熊本県地域密着型サービス連絡会代表 

〇 座長 
※ 作業部会委員
【オブザーバー】 
  厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

尾﨑美弥子 地域づくり推進室長 
延 育子     地域包括ケア推進官 
水津 秀幸   生活支援サービス係長 
高橋 遼   生活支援サービス係 

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング アンケート調査委託先

   【事務局】 
岡安努(社会福祉法人共友会) 
山下力(特定非営利活動法人コレクティブ) 

2. 事業実施の概要

➀ 委員会・作業部会の開催状況

【委員会】
日程 回   会場 主な検討事項 

7月31日 第１回 東京 
・全体事業計画案
・「加賀市方式」確認
・ヒアリング項目とヒアリング先の決定

9月30日 第２回 東京 
・ヒアリング中間報告
・論点について
～ハンドブック作成に向けて～
・アンケート調査について

12月16日 第３回 東京 
・ヒアリング調査報告
・アンケート結果中間報告
・ハンドブック作成に向けて
・報告会について

３月22日 第４回 東京 
・ハンドブック最終案
・報告書案

実施方法 オンライン併用 
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【作業部会】 

実施方法  オンラインにて、第８回は対面

② ヒアリングの実施

日程 回 主な検討事項 

6月20日 第１回 
・事業計画案の具体化について
・アンケート先候補について
・加賀市の取組みの確認

7月23日 第２回 
・ヒアリング調査先について
・ヒアリング調査項目について

8月18日 第３回 
・ヒアリング中間報告
・アンケート調査について

9月2日 第４回 
・アンケート調査項目について
・第２回委員会について

9月22日 第５回 
・論点について
・ハンドブック作成に向けて

10月16日 第６回 
・ハンドブック素案
・ヒアリングのまとめ

12月10日 第７回 
・第３回委員会について
・報告会について

12月29日 

～30日 

第８回 
・ハンドブック作成作業

日程 市町村 ヒアリング先
7月 23 日 加賀市 ・加賀市および加賀市包括支援センター(直営)

・社会福祉法人共友会
8 月 24 日 
8 月 29 日 

大牟田市 ・大牟田市
・中央地区地域包括支援センター
・リビングアエル(やまなみ介適生活株式会社)

9 月 15 日 鳥取市 ・鳥取市および鳥取市中央包括支援センター
・鳥取市中央人権福祉センター

9 月 19 日 陸前高田市 ・陸前高田市および陸前高田市包括支援センター(直営)
・小規模多機能ホーム玉山(医療法人勝久会)

9 月 20 日 大船渡市 ・大船渡市および大船渡市地域包括支援センター(直営)
・社会福祉法人典人会
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➂ アンケート調査の実施
A 都道府県・市区町村等 ： 1,962団体
※A 都道府県・市区町村等の中には、政令指定都市の行政区も含まれている。

B 地域包括支援センター ： 5,371か所 
C 地域密着型事業所 ： 21,618 事業所 
※C 地域密着型事業所は、地域密着型特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、

グループホームの 3サービスを対象とした。 

調査の方法 
A 都道府県・市区町村等 ： WEB 調査、郵送調査 
B 地域包括支援センター ： WEB 調査、郵送調査 
※WEB アンケート調査の URL や調査票、依頼状などは、郵送するとともに、厚生労働

省から各都道府県へ E-mail で配布し、さらに都道府県の協力を得て、全国の市町村等へ
E-mail で配布した。
※回答方法は、回答者の利便性に応じて、WEB 上での回答と紙による回答を選択可能

とした。 
C 地域密着型事業所 ： FAX 調査（FAX による発送・回収） 
調査のスケジュール 
■配布日：令和５年 11月 10 日（金）
■回答締切日：令和５年 11 月 30日（木）

10月 23日 山鹿市 ・山鹿市および山鹿市包括支援センター(直営)
・小規模多機能いつでんくるばい

10月 24日 熊本県 ・熊本県認知症対策・地域ケア推進課

10月 30日 京都市 ・京都市
・紫竹地域包括支援センター
・社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋

11月 6 日 川崎市 ・川崎市
・かしまだ地域包括支援センター
・NPO 法人楽(ひつじ雲)

11月 20日 美瑛町 ・美瑛町および美瑛町包括支援センター(直営)
・社会福祉法人美瑛慈光会
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回答数 
配布数 回答数 

A 都道府県・市区町村等 1,962 845 ※ 

B 地域包括支援センター 5,371 2,352 43.8% 

C 地域密着型事業所 21,618 204 0.9% 

※本アンケート調査のテーマは、介護保険や地域支援事業等、多岐にわたることから、A
都道府県・市区町村等を対象とした調査においては、一部の市区町村から、異なる複数の
部署からの回答があった。また、広域連合や一部事務組合からの回答もあった。したがっ
て、正確な調査対象数が把握できないため、回答率は算出していない。

④ 報告会の実施

2 月 15 日東京にて報告会をオンライン併用の計画で実施。 
※厚生労働省から各都道府県へ E-mail で案内し、さらに都道府県の協力を得て、全国の市
町村等へ E-mail で案内した。
参加申し込み 317件
内訳 市町村および包括 248

 事業者(居宅含む)    69 
オンライン不備のため対面のみにて実施し、収録した動画を参加者へ配布した。
また、報告会に業務の都合で参加できない委員には事前に動画を収録し、報告会での発言
とした。
また、厚労省から各都道府県を通じ、動画配信の案内を行った。
(報告会動画 https://youtu.be/si1WRLPK814 )

➄ ハンドブックの配布

作成したハンドブックを全国の市町村、都道府県宛て配布した。 
また、当法人のホームページよりダウンロードできるようにした。 

⑥ 報告書の作成

本報告書を作成し、関係者(ヒアリングに協力いただいた自治体・包括・事業者、　
都道府県)へ配布した。 
また、当法人のホームページよりダウンロードできるようにした。 
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Ⅱ.  ヒアリング調査結果報告 

7月の加賀市へのプレヒアリングから始まり、8 月～11 月に次の市町村と地域包括および事業者へ 

ヒアリングを行った。

大牟田市・鳥取市・陸前高田市・大船渡市・山鹿市・熊本県・京都市・川崎市・美瑛町 

本報告書では下記の略称で記載しています。 

略称 正式名称

直営包括 自治体直営の地域包括支援センター

委託包括 自治体から委託を受けている地域包括支援センター

サブセンター 地域包括支援センターサブセンター

ブランチ 地域包括支援センターブランチ

SC 生活支援コーディネーター

推進員 認知地域支援推進員

在介 在宅介護支援センター

重層 重層的支援体制整備事業

居宅 居宅介護支援事業所
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加賀市

人口 62,867 人 高齢化率 35.7% 
日常生活

圏域
７圏域 小学校区 17 地区

地域包括

支援センタ

ーの体制

直営包括：1 ヶ所 
サブセンター：1 ヶ所（市民病院）

ブランチ：16 ヶ所（小多機 14 ヶ所、GH1 ヶ所、小

規模特養 1 ヶ所）

包括の人

員・役割等
・直営包括は 14 人の配置。

推進員の

配置
・推進員は直営包括に複数人を兼務で配置 SC の配置 ・ブランチ受託事業所に委託

重層 ・未整備

特徴的な地

域包括ケア

の体制

（直営包括） 

・各ブランチを担当するスタッフ 5 名を地区ごとに配置し、統括している。

・月１回のブランチ連絡会の開催、月１回の地区ブランチ連絡会への参画、運営推進会議への参画、研修の

企画・運営等を実施。

（ブランチについて）

・ブランチと SC を小多機等に委託し、小学校区 16 ヶ所に整備。

・ブランチの人員は当該事業所の人員基準に加えて、常勤換算定 0.5 人分の加配。

・事業所の統括として事業責任者を配置するが、事業全体は事業所のスタッフ全員がチームとして活動する

こととしている。

・地域密着型事業所の運営推進会議を第２層協議体としている。

・ブランチは公募制。

地域密着

型事業所

の現状・課

題

・小多機：14 事業所  ・認知症 GH：12 事業所（スタッフの人員不足で３ユニット休止中）  ・地域密着型特

養：5 事業所

地域密着

型事業所

への委託

の展望と課

題

・H26 に 3 事業所によって試行的、研究的に事業を開始し、H27 から徐々にブランチ委託事業所を増やして

きた。

・小多機等は、24 時間 365 日開所、日常的な訪問で個別の相談をキャッチ、運営推進会議等による地域住

民との顔馴染みの関係、緊急宿泊等を含めた臨機応変で柔軟な対応等を既に行なっている。

・そのため、事業所にとってブランチを受託することは、新たな仕事が増えた感覚ではななく、これまでの活

動を財政面も含めて認めてもらえ、バックアップしてくれているという感覚。

・課題は、年齢や障害の種別に関わらない、ワンストップ窓口機能の充実、記録等を含めた事務負担の効率

化、困難なケースに対する、直営包括における、ブランチへのバックアップ体制の充実である。

ブランチ実

施における

事務

・各ブランチに担当地区の 65 歳以上の住民情報が確認できるシステムの入ったパソコンを支給。

・個別の相談を受けた際は、住民情報で世帯状況、認定情報、過去の相談記録等を確認し、相談受付の参

考とする。

・相談を受け付けた場合や継続相談の記録はシステム内で更新し、２週間に１回、USB で直営包括と共有

する。

・日報で、当日の相談件数、地域づくり活動等を記録。

・月に１回、ブランチの活動記録として、個別相談における相談経路、相談種別等を一覧にまとめる。

・年に１回、各月の相談一覧のまとめ等を行い、委託費を請求

ブランチの

ための財源

・年間定額で各ブランチ予算 120 万円、SC 予算 100 万円

・その他、活動実績に応じた変動的経費が加算

人材育成

体制

・加賀市として「なってほしい、なりたい人材」を明確化し、年間を通して研修を組んでいる。

・ブランチを担う事業所は「中堅者研修」受講が必須。

・加賀市でブランチを実施する上での理念を共有できることに加え、法人の枠を超えてスタッフ同士がネット

ワークを築けることが成果。
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大牟田市

人口 107,204人 高齢化率 37.8% 
日常生活圏域 19圏域（小学校区） 小学校区 19地区 

地域包括支援セ
ンターの体制

委託包括：6ヶ所 
サブセンター：10ヶ所（旧在
介）

包括の人
員・役割等

・委託包括は 6箇所の法人に委託、25名の職
員。
・委託包括では、SC、認知症コーディネータ
ー（大牟田市独自）等も兼ねてスタッフを配
置

推進員の配置 ・市福祉課に 1名配置 SCの配置 ・委託包括に常勤換算で 1.0人の配置

重層 ・未整備

特徴的な地域包
括ケアの体制

（サブセンターについて）

・旧在介 10 箇所をサブセンターとして、1 ヶ所 250 万円で委託。

・サブセンターは予防プラン作成で手一杯で、地域の身近な相談窓口や地域づくりの拠点としてなり

得ていない場合がある。

（委託包括について）

・相談件数は増加傾向で、増員なのか、業務見直しか、委託包括の「忙しい」を「見える化」して対策

を検討する予定。

（直営包括設置検討）

・直営での基幹型地域包括支援センターの設置を検討。

（ブランチの施行実施）

・現在、私的に 1 箇所の小多機をブランチとして、試行的な取り組みあり。

地域密着型事業
所の現状・課題

・地域密着型サービス事業所の整備にあたっては、公募制。

・全ての小多機事業所（1 ヶ所を除き）に介護予防拠点を併設。

地域密着型事業
所への委託の展
望と課題

【行政意見】 

・委託包括との棲み分け、委託包括から丸投げされないルールや、指揮命令系統の整理が必要。

【包括意見】

・地域密着型サービス事業所は地域住民との顔の見える関係があり、あらゆる機会を捉え相談を受

けることができることができるため効果的。

【事業所意見】

・相談に来るのを待つのではなく、地域住民との関係をいかにつくるかが重要であり、小多機等の地

域密着型事業所は効果的に機能する。

・事業者の集まりでは「我々で賄えるのかという心配」という意見があり、市としてのビジョンや委託内

容等を明確に示す必要がある。

ブランチのため
の財源

【行政意見】 

・個別支援だけでなく、地域づくりまでお願いをして委託できれば、事業所の経営的にとってもメリット

がある。

【事業所意見】

・事業所としては委託費によって収入が増えるだけでなく、人件費や稼動に係る経費との兼ね合い

で、支出が増えることも考えるので、収支の観点で事業所運営が厳しくなると、消極的になる事業所

もあるのではないか。

人材育成体制 ・これまで、22 年間、「認知症コーディネーター養成研修」を実施。ブランチの人材育成として活用で

きる。

居宅への委託 ・居宅介護支援事業所は市全体をカバーしているため、連携先として６箇所の地域包括支援センタ

ーを相手にするとなると、より難しいのでは。
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鳥取市

人口 181,721人 高齢化率 29.4%

日常生活圏域 /41圏域（小学校区） 小学校区 41地区

地域包括支援
センターの体
制

直営包括（基幹型）：1ヶ
所 
委託包括：10ヶ所

包括の人
員・役割
等

・現在、委託包括は３職種１名ずつの配置。
・忙しいため増やして欲しい言われる包括もあるため、
今後は人口等に応じた加配を検討。

推進員の配置
・直営包括に全体統括 1 名を

配置。

・各委託包括にも順次配置。

SC の配置

・市社会福祉協議会に SC（統括 1 名、地区担当９名）配置

し、市内 2〜4 地区を担当。

・統括者が第１層、他の者が第２層コーディネーター。

・各地域で意見交換会や説明会の開催、個別ケースや地域

課題を検討等。

重層 ・整備済み

特徴的な地域
包括ケアの体
制

（市全体の相談体制について） 

・「鳥取市中央人権福祉センター」（隣保館）を地域福祉の拠点に位置付け、「生活困窮者自立支援事

業」、「重層的支援体制整備事業」、「孤独・孤立対策事業」を実施。

・「地域食堂」を開設し、「官民連携プラットフォーム」として、地域課題の発見、社会的孤立防止対策に

係る活動を実施。

・資源や体制は整いつつあるが、旗振り役が不在であることが課題。

地域密着型事
業所の現状・
課題

【行政意見】 

・地域密着型サービス事業所が地域に開かれた場所であることを、地域住民に周知する機会が必要。

・第３層協議体として地域密着型サービス事業所の運営推進会議を位置付けたが、第２層や第１層との

連動が課題。

【包括意見】

・事業所側の運営推進会議に係る理解不足と、委託包括側の「あくまで事業所は一民間」という意識に

問題がある。

地域密着型事
業所への委託
の展望と課題

【行政意見】 

・総合相談業務の一部委託と言われると、行政は「何を委託すれば良いか」と悩み、事業所側も「仕事が

増える」と後ろ向きになる可能性あり。

・柔軟な支援に取り組んでいる小多機が少ない印象があり、介護保険サービスにつなげるような支援に

しかならないのではと懸念。

・運営推進会議が行事報告等に止まり、地域課題を協議する場として機能していない。

【包括意見】

・事業所が、現に受けている地域住民からの相談を公的な立場で受けられることや、地域に出向いて地

域づくりを行っている取り組みの後ろ盾を得られるといった、今の活動を活かせると理解できれば、前向

きに取り組める事業所もある。

ブランチのた
めの財源

【行政意見】 

・包括的支援事業に係る財源について、決算ベースで超えることはないが、予算ベースではオーバーし

ており、余裕がない。

・予算的に余裕があるのは SC の配置に係るもので、その予算を活用する検討の余地あり。

人材育成体制 ・以前、小多機同士で勉強会や、認知症の啓発のための演劇チームをつくり活動していた。

・不活発になってきていたが、最近になり、改めて気運が高まってきている。
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陸前高田市

人口 17,748人 高齢化率 40.3% 
日常生活圏域 1圏域 小学校区 8地区 
地域包括支援
センターの体
制

直営包括：1ヶ所 
ブランチ 11ヶ所（居宅 7ヶ
所、小多機 4ヶ所）

包括の人
員・役割等

直営包括の人員は 17名（非常勤含む）、その内４名は
公営住宅の「交流プラザ」に地域包括ケアケーディネ
ーターとして配置。

推進員の配置 ・直営包括に 1 名配置。 SCの配置

・第１層を社協に委託し、SC3 名と、独自加配として 1 名配

置。

・第２層を地区コミュニティ推進協議会 11 か所に 1 名ずつ

配置（民生委員等、地域の要になる一般住民を協議会から

推薦）。

重層 ・検討中。実態としては庁内連携が取れているので、重層のメリットを感じていない

特徴的な地域
包括ケアの体
制

（直営包括について） 

・直営包括の相談件数はほぼ横ばいだが、相談内容が複雑化してきており、１件の相談時間や相談期

間が長くなってきている。

・地域住民の介護保険サービス等に係る相談はブランチよりも直営包括で受け付けることがほとんど。

（ブランチについて）

・以前、在宅を４箇所の法人に委託していたが、居宅と兼務で相談件数が延びず、地域に出むいた活動

も居宅の仕事に追われて停滞。

・包括払いの委託は実態に合わないため、在介への委託を廃止し、活動件数に応じた委託費でブラン

チを居宅と小多機に委託。

・小多機には通いや泊まりも含めて、居宅よりも広い機能があることと、介護支援専門員の配置がある

ことにより、相談窓口として機能すると考え、委託。

地域密着型事
業所の現状・
課題

【事業所意見】 

・市内には、小多機が４事業所あるが、全て定員割れしており、また、スタッフ不足でシフトを組むのが大

変。

・地域づくりにおいては運営推進会議が重要であり、地域の方々に参加いただき、地域の課題を協議し

ている。

地域密着型事
業所への委託
の展望と課題

【行政意見】 

・人口が少なく、移動手段も乏しいため、地域の相談窓口としてブランチが定着すれば有効的。

・８町全てでブランチができれば良いが、地域によってはデイサービスしかない圏域もあるため、どのよ

うに地域を担当いただくか課題。

【事業所意見】

・ブランチとしての相談実績は年間３〜４件程度（委託料に対して事務負担が大きく、請求していないケ

ースもある）。

・小多機は機動力をもって相談対応ができ、場合によっては緊急宿泊等の提案が即時的にできる。

・相談に応じることができる人材をいかに確保するかが課題であり、人材育成が鍵になる。

ブランチ実施
における事務

・ブランチとして相談を受けると、本人の状態像等は訪問し確認するが、認定情報等は直営包括に確認

している。

・毎月の直営包括との連絡会情報共有しており、他の機関との連携のベースになっている。

ブランチのた
めの財源

【行政意見】 

・現在、ブランチの委託費は、１件（対象者 1 名）につき 8000 円の出来高払い。

・今後の要綱の改正内容によっては財政部局と話をしていくきっかけとなる。

人材育成体制

・「陸前高田の在宅療養を支える会（チームけせんの和）」で研修会（年３回）、事例検討会、意見交換

会、懇親会等をしている。

・横のつながりが強く、例え法人が違っても、お互いに連携がとりやすい関係が築けている。

・市として企画する研修はほとんどなく、「どのような人材を求めているのか」といった、市全体の人材育

成に係る基本理念が必要。

居宅への委託 ・居宅のケアマネはソーシャルワークができないので、地域づくりとなると難しいだろう。

・居宅も人員に余裕がないので、ブランチ・コーディネーター業務は難しいと思う。
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大船渡市

人口 33,053人 高齢化率 37.6% 
日常生活圏域 10圏域 小学校区 11地区 
地域包括支援
センターの体
制

直営包括：1 ヶ所 

ブランチ：4 ヶ所（在介）

包括の人
員・役割等

・直営包括の人員は 12 名（非常勤含む）の配置し、2 名がブ

ランチ統括、5 名が予防プラン作成を担っている。

推進員の配置 ・直営包括に 1 名配置 SCの配置
・SC は 11 地区にあるまちづくり協議会に２名ずつ配置し、公

民館長等が担っている。

・第１層は SC を「NPO 市民活動支援センター」に委託し、事

務局は直営包括で持っている。

重層 ・検討中。庁内勉強会が始まったところ

特徴的な地域
包括ケアの体
制

（直営包括について） 

・相談内容が、虐待、障害、認知症等、複雑化してきている。

（ブランチについて）

・ブランチは、4 ヶ所の在介に委託し、11 地区（大船渡市に合併する前の旧の町村で中学校区）で担当。 

・ブランチの相談件数は、4 つのブランチで年間延 700 件。

・その内、1 事業所が 600 件で、サロンづくり等地域活動を行っているが、他のブランチはほとんど実績

がなく、ブランチ間の質の差が大きい。

地域密着型事
業所の現状・
課題

・市内には小多機が 6 事業所、GH が 5 事業所ある。

地域密着型事
業所への委託
の展望と課題

【行政意見】 

・体制整備にあたり、地域の実情がわかっている事業所が相談を受けることにはメリットがある。

・緊急時の宿泊ニーズが年に数件あり、在会では緊急宿泊を受け入れることができなかったが、小多機

で対応できるとなると有効。

【事業所意見】

・複雑化している相談内容について、包括だと何らかの機関につなぐしか機能がないので、困難な事例

として扱われるが、小多機がブランチとして相談を受けた場合、居場所機能や宿泊機能があるため、柔

軟な対応ができ、困難化しない場合も想定できる。

・相談窓口を開設して、相談員が窓口で待っているのではなく、地域に出向いて相談をキャッチしにいく

イメージを持たせることが重要。

・地域展開していない事業所は抵抗感があるだろう。

・事業の理念や、これまで小多機が実践してきた地域展開等の活動の延長であることを、きちんと伝え

れば、抵抗感は薄くなると思う。

・相談を受けられるだけの、職員の質の統一が必要であり、研修等が重要。

ブランチ実施
における事務

・個別のケースについては、必要に応じて紙面等でやりとり。

ブランチのた
めの財源

【行政意見】 

・現在、年間 70 万円の委託費。

・委託できるだけの財源の確保が重要な課題であるが、SC の予算等、全く余地がないわけではない。

人材育成体制
・市内の事業所が県単位の事業所連絡会である「いわて地域密着型サービス協会」の事務局を担い、

研修会等の企画を実施している。

・市としては単発的で一方的な研修はあるが、体系立てた研修の仕組みはないため、課題だと考えてい

る。

居宅への委託 ・地域の実情を知らないと思うため、地域全体への関与は難しく、総合相談支援業務を請け負うことは

難しいと考える。
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山鹿市

人口 49,810 人 高齢化率 38.2%

日常生活

圏域
8 圏域 小学校区 10 地区

地域包括

支援センタ

ーの体制

直営包括：1 ヶ所

※市役所の支所（4 カ所）に

介護に係る相談受付、介護

申請受付機能を設置

包括の人

員・役割等

職員６名（正職員として、社会福祉士１名、保健師３名、主任ケアマ

ネ２名を配置し、圏域担当制としている）、法人からの出向１名（主

任ケアマネ）、会計年度職員２０名弱（予防プランナー、事務職を含

め）の配置

推進員の

配置
・直営包括に 1 名配置 SC の配置

・SC は第１層を市役所、第２層を日常生活圏域８箇所に１名ずつ

配置

・小多機、GH に併設されている介護予防拠点のある事業所に委

託

・委託費は月 4 万円を基本とし、加えて活動実績（地域ケア会議の

回数等）に応じて出来高払い制

重層 ・来年度から取り組みを開始。事務局は福祉課（生活保護や生活困窮の部署）を想定。

特徴的な

地域包括

ケアの体

制

（直営包括について） 

・総合相談件数は増え、内容も複雑化し関与する期間が長くなるケースも多くなっている。

・複雑化しているケースは、２名体制で訪問することで１名にかかる負担をできるだけ少なくする工夫をしてい

る。

（SC について）

・第２層協議体の会議方法としては、事例を通したケア会議形式で行うことが主である。

・定期的に開催している事業所や地域を巻き込んで開催している事業所と、そうでない事業所に差が生じて

いる。

・運営推進会議の後半に協議体を実施している事業所もある。

・SC 同士の意見交換の場を３ヶ月に 1 回、開催している。

地域密着

型事業所

の現状・課

題

・市内には小多機 12 か所、GH9 箇所、地域密着型デイ 11 か所 ある。

・事業所がキャッチする地域課題について、行政としては運営推進会議で把握するよう努めている。

・運営推進会議に出席する市職員は１年間は固定で担当しており、事業所の質のチェック機能も果たしてい

る。

地域密着

型事業所

への委託

の展望と

課題

【行政意見】 

・財源の確保や人材（どんな人に担ってもらうか）の確保が大きな課題。

・日常生活圏域全てで取り組まなければならないと考えると、ハードルが高い。

・多様な相談に対応できるかどうかも懸念される。

【事業所意見】

既に「私的」に事業所独自に相談支援の活動を行っている事業所もある。地域の民生委員や認知症サポート

リーダーの方々からの相談が多くある。「包括は土日祭日休みで、かつ対応が遅い」ため。モデル的に委託

を開始することを市議会でも提案されたが「検討します」となっている。

相談支援は認知症の方に関わることが多く、継続的な支援が必要な場合がほとんどで、小多機の日々の支

援と併せることで可能となっている。

また、利用者以外の緊急時の宿泊や訪問等も地域の方や警察から依頼されることもある。

ブランチの

ための財

源

・今のところ余力はない

人材育成

体制
・ケアマネを対象にした研修や、医療分野と介護分野の職員が交流できる研修等を企画している。

居宅への

委託
・面接はできるだろうが、利益誘導になることが懸念される。
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京都市

人口 1,441,419 人 高齢化率 28.4%

日常生活圏域 76 圏域（14 区役所管内を細分化） 小学校区 150 校区

地域包括支援

センターの体制

委託包括：61 ヶ所

※14 区役所・支所に各包括担当職員を

配置し後方支援している

包括の人

員・役割等

・9 名のスタッフで、その内、6 名は総合相談、3 名は予防プランナ

ー （紫竹包括）

推進員の配置 ・市に 2 名配置 SC の配置
・社協に 13 名配置（各行政区（11 区）に 1 名（伏見区に＋１名）＋

統括ＳＣ1 名）

重層 ・来年度から本格実施（今年度、準備事業）

特徴的な地域

包括ケアの体制

（委託包括について）

・地域によっては職員が集まらず、委託料を返還するセンターもある。

・一人にかかる負担が大きくなり、質が悪くなり、労働環境が悪いと人が定着しないという悪循環のセンターも。

・職員の高年齢化と、若い世代が嫌厭する傾向にある。

（SC について）

・地域づくりは社協が展開してきた歴史があり、市社協、区社協、学区社協で様々な取り組みがなされてきた。

・SC はその基盤がある社協に配置している。

・地域密着はスタッフが揃っており、場所もあることで、現に小多機を活用した居場所づくりも、SC と連携した取り組みがさ

れてきている。

（全体の体制）

・地域密着の運営推進会議に包括が入り、地域ケア会議には SC が入る等、顔の見える関係の構築に努めている

・京都の実情に応じた、社協を活かしつつ、小多機を巻き込んだ体制づくりを目指したい。

・コミュニティケアワーカー（京都市独自の、研修認定制度）が配置されている事業所については、日常生活圏域に 1 ヶ所

配置し、行く行くは小学校圏域に 1 ヶ所の配置が理想形。

地域密着型事業

所の現状・課題
・(看)小多機 101 ヶ所、GH137 ヶ所ある（R5.12.31 時点）

地域密着型事

業所への委託

の展望と課題

【行政意見】

・小多機の地域包括ケアの一端を担っている実践を好事例として、横展開したいと考えており、その先として、包括にもこの

取り組みを知ってもらった上で、今後の展開を検討していきたいと考えている。

・小多機は総合相談業務との親和性が高く、運営推進会議が重要だと考えている。

・仮に一部委託する場合、モデル実施を踏まえてから本格実施としていく流れが重要だと考えている。また、コミュニティケ

アワーカーが配置され、既に地域包括ケアの一端を担うような実践が展開されている事業所が、委託先としての親和性が

高いのではないか考えている。

・「一部委託」によって、「地域の仕組みを再構成する」、その結果「地域共生社会」を実現させていくという理念が重要だと

考えているが、民間包括からの再委託では、市の理念が事業所まで伝わるかどうかが懸念される。

・民間包括からの一部委託だと上下の関係になるが、民間包括と委託される地域密着型事業所が並列の関係であることが

重要なので、民間包括からの再委託ではなく、市が包括と地域密着に直接委託をして、包括と地域密着を協定で結ぶイメ

ージが良いのでは。

【包括意見】

・一部委託は相談機能を持つ機関が多くなり、地域全体の相談体制が育つことにつながる。

・総合相談はソーシャルワークなので、計画性を持って、サポーティブに人材育成していくことが重要 。
【事業所意見】

・地域で暮らし続けることを支援する姿勢を大切にしているので、事業所だけで完結せず、地域展開していくことを大切に住

民の方や包括と様々な活動に取り組んできた。

・包括と小多機は上下関係でなく、役割の違いを理解し合いながらパートナーとして連携することが重要だと考えている。

一部委託に係る

財源

・地域支援事業の中で一部委託する手法が考えられるが、地域支援事業交付金には上限額があり、今後、増加が見込め

ないことや、包括に支出している委託料との調整が必要になるといった課題があることから、全体の中で再構成する必要が

ある。

人材育成体制

・主に日常生活圏域や学区域等で活動する小規模多機能型居宅介護等の管理者や計画担当者等のリーダー層を対象と

して、地域づくりや地域住民への支援の核となる指導的介護人材（コミュニティケアワーカー）を養成し、地域包括ケアの更

なる充実を目的とした研修（全５回）を毎年開催している。

居宅への委託

・高齢化が進展し、要介護認定者や認知症高齢者の増加が見込まれる中、ケアマネ事業所は、ケアマネ不足が深刻化して

おり、本来業務に特化しないと回らないと考えている。

・一部委託できるような体制が整っている事業所がどの程度あるのか分からず、実態として委託することは難しいのではな

いかと考える。
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川崎市

人口 1,543,765 人 高齢化率 20.4%
日常生活圏

域
51 圏域（中学校区） 小学校区 118 校区

地域包括支

援センター

の体制

委託包括：49 ヶ所
包括の人員・

役割等
人口 30 万人の幸区を 6 ヶ所の包括が担当している。

推進員の配

置

市全体担当１名、７区役所に 1 名ず

つ
SC の配置 小多機に委託し、現在、22 事業所、約 100 名の SC がいる。

重層 未実施

特徴的な地

域包括ケア

の体制

（委託包括について）

・介護予防ケアマネの負担が大きい

・世帯全体で課題がある等、複雑化したケースが増えており、時間がかかる。

（小多機を活用した体制整備について）
・小多機に SC を委託しており、週 20 時間、0.5 名（資格要件ないが、実態としてはケアマネや社会福祉士が多い）の配置と

している。

・介護認定を受けていない方で支援に急を要する高齢者や、認定を受けるまでもないが一時的に介護が必要な方、認定を拒

んでいる方等で、「通い」や「訪問」による支援が必要な方に対して、小多機がサービスを提供する「安心くらしサポート」という

事業を委託 。
・配置されたスタッフは「ライフサポートワーカー」と称し、SC と合わせて、1.5 名の人員配置を基準としている。

・SC として活動することで、事業所が緩やかに力を付けていくことから始めようと考えた。

地域密着型

事業所の現

状・課題

・小多機・看多機併せて 65 事業所。

地域密着型

事業所への

委託の展望

と課題

【行政意見】

・川崎市は総合相談窓口機能が手一杯になっているわけではなく、その後の伴走支援機能が不足している点が課題だと感

じている。

・川崎市としては、地域に根付いてきている包括を一義的な相談窓口として、その先の受け皿として伴走支援や地域づくりの

役割を小多機に担っていただきたいとデザインした。

・川崎市では、第９期はセンター全体の増員や配置基準の緩和等、包括本体の体制強化に力を入れ、地域の体制整備は現

在の SC 等の別事業で充実を図りたいと考えている。

・「包括が忙しいため、一部委託する」という文脈ではなく、地域包括ケア体制の充実のために行うことを強調することが大

切。

・体制をデザインしていく際に、実態のない状況から作るのではなく、既に総合相談や地域づくりを担っている小多機に対して

予算をつける方が馴染むのではないか。

【包括意見】

・SC を配置している小多機では、SC が地域のサロン等に出向き、キャッチした地域ニーズを包括と共有する等、包括だけで

はカバーしきれないところをフォローしてもらっている。

・より小さなエリアで細やかいニーズをキャッチできるのは小多機だと感じている。

・一方で、小多機を認知している地域住民が少ないため、総合相談の窓口としての機能を担うには如何に周知するかが課

題。

・また、包括と小多機の連携にあたっては、運営推進会議が有効。

【事業所意見】

・SC の小多機への委託事業が 3 年半経ち、活動していく中で、知識が広がり、つながりも増え、職員一人一人の力が付いて

きていると感じている。

・事業所としては、地域とのつながりを如何に持てているかが重要。

・事業が成り立つには、事業所と行政と包括との、三者が如何に連携できるかが鍵。

一部委託に

係る財源

・現在、SC は 1 事業所 350 万、「安心くらしサポート」事業（総合事業の「生活支援サービス」を財源）は 1 事業所 500 万〜

600 万。

・総合事業の上限額の内、４割が未使用。

人材育成体

制

・SC 向けの研修を毎年全８回で実施しており、小多機全体の研修も兼ねて管理者は受講必須としている。

・カリキュラムの構築は全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会にお願いしている。

居宅への委

託

・例えば成年後見制度に得意であることや、居住支援に関して広いネットワークがある等、強みのある事業所であれば委託

できるかもしれないが、小多機のような支援の展開に伸び代は期待できない。
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美瑛町

人口 9,600 人 高齢化率 38% 
日常生活

圏域
5 圏域 小学校区 6 地区

地域包括

支援センタ

ーの体制

直営包括：１ヶ所
包括の人

員・役割等

・７名の職員（社会福祉士：正職員１名、保健師：正職員１名、会計

年度職員２名、主任ケアマネ：非常勤１名、育休中１名、センター

長（保健福祉課長兼務））

推進員の

配置
・包括の社会福祉士が兼務

SC の配

置

・１層を民間社会福祉法人、２層を民間社会福祉法人と社協で行

い、各日常生活圏域に配置。

重層 ・未整備

特徴的な

地域包括

ケアの体

制

・町直営包括が町役場内にあり、市街地にある社協の SC と共に主に市街地の相談を受けている。

・郊外の３圏域は SC を小多機の管理者が担い、地域住民の相談に応じている。

・複合的な課題を抱えた世帯の相談等が増えていきている。

・少ない人員で、広い範囲の仕事をしなければならず、包括は役場の事務仕事に忙殺されることもある。

・美瑛町の場合、介護保険の給付等の事務的なものは広域連合で行なっているため、広域連合に分担できている。

・その反面、タイムリーにデータが共有できないデメリットがある。

地域密着

型事業所

の現状・課

題

・市街地に小多機 2 箇所、小規模特養 1 箇所、認知症 GH1 箇所、認知症デイ 1 箇所

・郊外 3 圏域に小多機が 1 箇所ずつ（合計 3 箇所）

・特に郊外の 3 箇所の小多機については、地域住民の希望で設立してきた経緯があるため、地域の課題を

運営推進会議等を通じて一緒に協議する等の関係ができている。

・一方で、認定を受ける前の方やサービスにつながる前の方について支えきれていないと感じており、地域住

民も含めた支援の輪をいかに広げていくかが課題。

地域密着

型事業所

への委託

の展望と

課題

・市街地を中心にしたサービス提供ではカバーすることが困難な地域（郊外の 3 圏域）に介護サービス拠点

としての「小多機」を整備し、ブランチ的な機能を既に果たしている。

・小多機が一部委託を受け、地域の身近な相談窓口として充実を図れれば、住民は遠くの包括に相談にい

かずに済み、包括は申請支援の窓口対応に追われる等せず、本来の地域づくりができる等、いわゆる「資源

ロス」を防ぐことができる。

・部分委託となると、財源と人材の確保について課題になる。

・その際に、人材について、小多機の管理者は SC を含め最大４職種を兼務している場合があり、少なくと

も、相談業務に６割ほど労力が避ける人材を置かないと機能しないのではと感じている。法人の人材育成の

ためにも必要な要素である。

ブランチの

ための財

源

・財源としは、余裕がない状況で、広域連合（３町）として申請しているため、３町のバランスも加味する必要

がある。

・現在、SC は 1 箇所 40 万円/年の委託費。

人材育成

体制

・社会福祉法人内の研修はあるが、町全体のものはない。

・また、法人内研修においても、相談支援や地域をどう支えていくかという切り口での人材育成は十分ではな

い。

居宅への

委託

・居宅のケアマネではケアパッケージが中心で生活課題を考えられない場合があるため、難しいのではない

か。

・地域住民とのつながりが密な小多機の職員の方が相談に応じやすいと考える。
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熊本県

人口 1,707,747 人 高齢化率 31.9%

市町村数 45 市町村
2 次医療

圏域
10 圏域（高齢者福祉圏域、障害保健福祉圏域も同一）

地域密着型事業

所への委託の展

望と課題

【事業所に委託する上での課題】

・委託の意義を理解せずに、形だけにならないよう、行政、事業所双方がその意義を理解すること。

・担当が変わっても思想が引き継がれる体制をつくること。

【市町村への県の役割】

・地域密着型サービスに一部委託する意図をしっかり持たないといけない。

・一部委託することの意義について、市町村の担当職員が異動しても「なぜ委託形式を取ったのか」を

現担当が後任に語り継げるかが重要であり、県としてもしっかり示すことが重要。

・市町村の自助作用で引き継がれるのか、それが無理なら事業所が行政に伝えていく土壌が必要で

あり、事業所と行政が対話を重ね、いかに距離を縮められるかが課題。

人材育成体制

・「包括とは何ぞや」や「包括は地域でどのような役割が求められているのか」といった、思想的なこと

は伝えられていない。

・来年度に向けては包括として、どのような役割を求められているのかといったことを学べる機会は必

要だと思っている。

・本来、各市町村の考え方と包括が連携することが理想だが、県ができることとしては、行政や包括に

気づきを与え、行政と包括が各地域で自発的に研修ができるような仕組みをつくることかもしれない。

・次の計画では難しいが、次の次の計画では都道府県計画の指標に「包括と行政が地域づくりの研修

や対話ができているか」といった内容を入れていっても良いかもしれない。

・県としては市町村職員にどうマインドを根付かせるかが役割だと考える。

居宅への委託

・プランニングしている方のコーディネートはできるだろうが、対象ではない方の総合相談を受けること

は難しいのでは。

・運営推進会議もないので、地域との距離は遠いイメージがある。

・主任がいても、スキルはあるかもしれないが、実働部隊だと思うので、余力があるのか疑問。

行政に意義が伝

わるハンドブック

作成のポイント

（アドバイス）

・介護保険はいろんなハンドブックがあり埋もれてしまいがち。

・県として市町村に「常に活用するよう」アピールしていくも重要。

・QA 形式や対話型で表記する。

・「こんなことしたら失敗するよ！」を示す。

・検索しやすくする。

・視覚的に見やすくする。

・加賀市の取り組みを踏まえたモデルフローを示す。

・注釈をうまく活用する。
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考察

SC の配置

・地域には顔ぶれが同じで、似たような会議があるので、地域住民や関係機関にとって効率的な仕組み

を検討することが必要。

・例えば、SC を事業所に委託し、運営推進会議を第２層協議体に位置付ける等、地域課題とその解決へ

の取り組みが直結するようなあり方は効果的。

特徴的な地

域包括ケア

の体制

（相談内容）

・多様で複雑化してきている。世帯全体や地域全体へのアプローチが必要。

（自治体全体を統括する機関）

・各関係機関のネットワークづくりや人材育成等、中立公正な立場で相談支援体制をデザインしていく、

自治体直営の機関が必要。

地域密着型

事業所の現

状・課題

・臨機応援で柔軟な支援を行えているか、地域ニーズをキャッチする機能があるか、地域課題の解決に

向けて住民と協働できているか等、事業所の質が問われる。

地域密着型

事業所への

委託の展望

と課題

（一部委託の基本的考え方について）

・総合相談支援業務の一部委託が、単純に包括で抱える難しいケースを「下請け」に出されるのではない

ことの強調が必要。

・地域密着型サービス事業所は市が指定する公共性の高い事業であり、既に「地域住民の総合相談窓

口機能」「地域ニーズ把握機能」「地域活動後方支援機能」「地域の拠点機能」「関係機関連携機能」を有

している事業所にとって、一部委託はこれまでの実践の保障であり、後ろ盾を得られるものになる。

・一部委託は「新たに業務が増える」のではなく、「これまでの実践が、より展開しやすくなる」と理解いた

だくことが重要。

・その結果として、包括の業務負担が軽減され、自治体全体の地域づくりや、人材育成等に注力できる。

（委託内容について）

・「総合相談支援業務」が、窓口を開設して相談を待つ業務ではなく、アウトリーチも含めた相談支援では

ないと機能しない。

・複雑で多様化した個別の支援の解決や、地域課題への取り組みにおいては地域住民との関係づくりが

重要であり、事業所が「地域コーディネート機能」を発揮できる委託内容であることも必要。

・事業所には「居間」や「居室」があり、緊急時の保護や宿泊等も委託内容に含むと、より事業所の特性を

活かすことができる。

（課題）

・柔軟な支援や地域実践が乏しい事業所にとっては抵抗感を抱く可能性がある。

・事業所の質や事情は様々なため、まずはモデルとして 1～2 事業所から試行的に始めることも有効。

一部委託実

施における

事務

・できる限り、事務負担は少なく効率的に行え、現場が実践に注力できるあり方を検討することが重要。

一部委託の

ための財源

・「総合相談支援業務」に限らず、地域づくりへの関与も含めて委託を検討し、ブランチの財源のみなら

ず、SC 等、地域づくりに関連する財源の活用も視野に入れて検討することが必要。

人材育成体

制

・人材育成のあり方が本事業における最重要の要素。

・自治体の責任として、人材育成ビジョンの作成、人材育成計画の立案、研修の企画・運営が必要。

・法人の枠を超えて、自治体の理念に沿った人材を育成でき、事業所同士が助け合う関係構築のきっか

けになる。

居宅への委

託

・居宅に「総合相談支援業務」の一部委託は効果的ではない。

・居宅は基本的に、活動地域を限定してはいないため、地域に根ざした実践が展開しづらい。
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Ⅲ. アンケート調査 

アンケート調査については、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングに集計・分析を委託しました

「地域密着型サービス事業所の拠点機能を活用した地域

包括支援センターの効果的な運営に関する調査研究事業」 

アンケート調査

【報告】 
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アンケート調査の実施 

１ 調査概要 

アンケート調査の目的 

市町村・地域包括支援センターと地域密着型サービス事業所などが連携しながら総合相談支援業務を行

うことの、各主体にとっての効果や具体的手法を検討するための基礎的な資料を得ることを目的として実施

した。 

アンケート調査の実施概要 

本アンケート調査は、A 都道府県・市区町村等、B 地域包括支援センター、C 地域密着型事業所を対象と

しており、それぞれ異なる調査票を用いて実施した。 

調査の対象 

 A 都道府県・市区町村等 ： 1,962 団体

※ A 都道府県・市区町村等の中には、政令指定都市の行政区も含まれている。

 B 地域包括支援センター ： 5,371 か所

 C 地域密着型事業所 ： 21,618事業所

※ C 地域密着型事業所は、地域密着型特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、グルー

プホームの 3サービスを対象とした。

調査の方法 

 A 都道府県・市区町村等 ： WEB調査、郵送調査

 B 地域包括支援センター ： WEB調査、郵送調査

※ WEBアンケート調査のURLや調査票、依頼状などは、郵送するとともに、厚生労働省から各都

道府県へ E-mail で配布し、さらに都道府県の協力を得て、全国の市町村等へ E-mail で配布

した。

※ 回答方法は、回答者の利便性に応じて、WEB上での回答と紙による回答を選択可能とした。

 C 地域密着型事業所 ： FAX 調査（FAX による発送・回収）

調査のスケジュール 

■ 配布日：令和５年 11月 10 日（金）

■ 回答締切日：令和５年 11月30日（木）
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２ 調査結果 

【回収率】 

各調査の回収率は、下記の通りであった。 

図表 1-1 調査別回収率 

調査対象 調査票発送数 有効回答数 有効回答率 

A 都道府県・市区町村等 1,962 845 ※ 

B 地域包括支援センター 5,371 2,352 43.8% 

C 地域密着型事業所 21,618 204 0.9% 

※ 本アンケート調査のテーマは、介護保険や地域支援事業等、多岐にわたることから、A 都道府

県・市区町村等を対象とした調査においては、一部の市区町村から、異なる複数の部署からの

回答があった。また、広域連合や一部事務組合からの回答もあった。したがって、正確な調査対

象数が把握できないため、回答率は算出していない。
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市町村調査 

①地域包括支援センター等の設置状況と課題

i. 地域包括支援センターの設置状況

地域包括支援センターの設置状況については、「1 か所（直営のみ）」の割合が最も高く３７．０%であった。

次いで、「２～５か所（委託のみ）（１７．４%）」であった。 

図表 1-2 地域包括支援センターの設置状況（単数回答） 

ii. サブセンターの設置状況

サブセンターの設置状況については、「設置していない」の割合が最も高く 94.1%であった。次いで、「そ

の他（介護サービス事業所や医療機関以外）の機関に設置している（4.3%）」であった。 

図表 1-3 サブセンターの設置状況（単数回答） 

37.0% 15.7% 8.9% 17.4% 15.4%

5.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=845)

１か所（直営のみ） １か所（委託のみ）
直営１か所＋委託２箇所以上 ２～５箇所（委託のみ）
６か所以上（委託のみ） その他
無回答

5.7% 94.1% 0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=845)

設置している 設置していない 無回答
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図表 1-4 高齢者人口別 サブセンターの設置状況（単数回答） 

1.7%

2.4%

9.9%

9.6%

98.3%

99.2%

97.0%

90.1%

90.4%

0.0%

0.8%

0.6%

0.0%

0.0%

3000人未満

3000～6000人未満

6000～12000人未満

12000～24000人未満

24000人以上

(n
=1

16
)

(n
=1

32
)

(n
=1

64
)

(n
=1

82
)

(n
=2

51
)

設置している 設置していない 無回答
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iii. ブランチの設置状況

ブランチの設置状況については、「設置している」の割合が 18.1%、「設置していない」の割合が 81.8%、

であった。 

また、ブランチを設置している市町村に、設置場所について尋ねたところ、「在宅介護支援センター」の割

合が最も高く 49.7%であった。次いで、「居宅介護支援事業所（14.4%）」であった。 

図表 1-5 ブランチの設置状況（単数回答） 

図表 1-6 高齢者人口別 ブランチの設置状況（単数回答） 

18.1% 81.8% 0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=845)

設置している 設置していない 無回答

6.0%

8.3%

21.3%

28.0%

19.1%

94.0%

91.7%

78.7%

71.4%

80.1%

0.5%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000～6000人未満

6000～12000人未満

12000～24000人未満

24000人以上

(n
=1

16
)

(n
=1

32
)

(n
=1

64
)

(n
=1

82
)

(n
=2

51
)

設置している 設置していない 無回答
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図表 1-7 ブランチの設置場所（複数回答） 

49.7%

14.4%

3.9%

34.0%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅介護支援センター

居宅介護支援事業所

地域密着型サービス事業所

その他

無回答

(n=153)
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iv. 重層的支援体制整備事業の実施状況

重層的支援体制整備事業の実施状況については、「実施中」の割合が１３．6%、「実施していない」の割合

が 85.8%、であった。 

図表 1-8 重層的支援体制整備事業の実施状況（単数回答） 

図表 1-9 高齢者人口別 重層的支援体制整備事業の実施状況（単数回答） 

13.6% 85.8% 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=845)

実施中 実施していない(モデル事業のみ実施済、準備事業実施中を含む) 無回答

1.7%

6.1%

9.8%

10.4%

27.9%

97.4%

93.9%

90.2%

88.5%

71.7%

0.9%

0.0%

0.0%

1.1%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000～6000人未満

6000～12000人未満

12000～24000人未満

24000人以上

(n
=1

16
)

(n
=1

32
)

(n
=1

64
)

(n
=1

82
)

(n
=2

51
)

実施中 実施していない(モデル事業のみ実施済、準備事業実施中を含む) 無回答
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v. 各職種の人員体制

地域包括支援センターの職員については、「充足している」と「やや充足している」の割合の合計が 40．

0%、「やや不足している」と「不足している」の割合の合計が 59.7%であった。 

認知症地域支援推進員については、「充足している」と「やや充足している」の割合の合計が 61．0%、「や

や不足している」と「不足している」の割合の合計が38.8%であった。 

生活支援コーディネーターについては、「充足している」と「やや充足している」の割合の合計が 56.6%、

「やや不足している」と「不足している」の割合の合計が 43.2%であった。 

図表 1-10 各職種の人員体制（単数回答） 

16.4%

34.6%

33.5%

23.6%

26.4%

23.1%

37.3%

26.0%

26.5%

22.4%

12.8%

16.7%

0.4%

0.2%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

センター職員

認知症地域支援推進員

生活支援コーディネーター

充足している やや充足している やや不足している 不足している 無回答

（n=845）
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vi. 包括的支援事業の各事業における標準額に対する執行状況

地域包括支援センターの運営費については、「全額執行している」と「ほぼ執行している」の割合の合計が

73.6%、「やや余裕がある」と「十分余裕がある」の割合の合計が 25.6%であった。

地域ケア会議の開催については、「全額執行している」と「ほぼ執行している」の割合の合計が 49.0%、

「やや余裕がある」と「十分余裕がある」の割合の合計が 49.8%であった。 

在宅医療・介護連携推進事業については、「全額執行している」と「ほぼ執行している」の割合の合計が

50.1%、「やや余裕がある」と「十分余裕がある」の割合の合計が 48.5%であった。 

認知症総合支援事業については、「全額執行している」と「ほぼ執行している」の割合の合計が 50.9%、

「やや余裕がある」と「十分余裕がある」の割合の合計が 48.0%であった。 

生活支援体制整備事業については、「全額執行している」と「ほぼ執行している」の割合の合計が 59.3%、

「やや余裕がある」と「十分余裕がある」の割合の合計が 39.4%であった。 

図表 1-11 包括的支援事業の各事業における標準額に対する執行状況（単数回答） 

27.5%

14.6%

15.3%

14.6%

21.5%

46.2%

34.4%

34.8%

36.3%

37.8%

17.0%

15.5%

18.9%

20.0%

19.5%

8.5%

34.3%

29.6%

28.0%

19.9%

0.8%

1.2%

1.4%

1.1%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

センターの運営費

地域ケア会議の開催

在宅医療・介護連携推進事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

全額執行している ほぼ執行している やや余裕がある 十分余裕がある 無回答

（n=845）
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vii. センターの業務負担軽減対策の実施・検討状況

センターの業務負担軽減対策の実施・検討状況については、「事務軽減・効率化」の割合が最も高く

54.0%であった。次いで、「職員の増員（45.2%）」であった。 

図表 1-12 センターの業務負担軽減対策の実施・検討状況（複数回答） 

45.2%

54.0%

5.1%

11.4%

23.4%

8.0%

4.1%

2.4%

5.1%

13.6%

5.7%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職員の増員

事務の軽減・効率化

負担を平準化するためセンターの

圏域を再設定

委託先を増やす

委託費の引き上げ

基幹型を整備

機能強化型を整備

サブセンターを設置する

ブランチを設置する

特に対策を考えていない

その他

無回答

(n=845)
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②センターの総合相談支援業務の一部委託について

i. 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に一部委託することに対する考え

総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に一部委託することに対する考えについては、「有益だと思う」

の割合が 25.6%、「有益だと思わない」の割合が 33.8%、「わからない」の割合が40.6%であった。 

「有益だと思う」を選択した市町村に、有益と考える理由について尋ねたところ、「主任介護支援専門員が

在籍している」の割合が 79.6％と最も高く、次いで、「在宅介護支援センターを併設している（20.8%）」で

あった。 

「有益だとは思わない」を選択した市町村に、有益でないと考える理由について尋ねたところ、「人員に余

裕がなく、現在の業務で一杯」の割合が79.0％と最も高く、次いで、「公正・中立性を保てるか懸念がある

（50.0%）」であった。

図表 1-13 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することに対する考え（単数回答）

25.6% 33.8% 40.6% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=845)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない 無回答
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図表 1-14 高齢者人口別 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することに対する考え（単数回答）

図表 1-15 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することが有益と考える理由（複数回答）

27.6%

31.8%

28.0%

25.3%

19.9%

27.6%

26.5%

34.8%

36.8%

37.8%

44.8%

41.7%

37.2%

37.9%

42.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000～6000人未満

6000～12000人未満

12000～24000人未満

24000人以上

(n
=1

16
)

(n
=1

32
)

(n
=1

64
)

(n
=1

82
)

(n
=2

51
)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない 無回答

20.8%

79.6%

19.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅介護支援センターを併設している

主任介護支援専門員が在籍している

その他

(n=216)
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図表 1-16 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答）

43.7%

24.1%

79.0%

50.0%

19.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者以外の地域住民とのつながりが希薄

24時間365日の体制にはなっていない

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他

(n=286)
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ii. 登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所

登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無については、「ある」

の割合が 19.5%、「ない」の割合が 37.9％、「わからない」の割合が 42.4％であった。 

また、登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所が「ある」と回答した

市町村に、相談支援の具体的な方法・場について尋ねたところ、「認知症カフェを開催」の割合が 57.0％と

最も高く、次いで、「自主的に相談窓口を開設（16.4%）」であった。 

図表 1-17 登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む 

地域密着型サービス事業所の有無（単数回答） 

図表 1-18 登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む 

地域密着型サービス事業所の有無（単数回答） 

19.5% 37.9% 42.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=845)

ある ない わからない

10.3%

11.4%

23.2%

19.8%

25.5%

61.2%

56.1%

38.4%

35.7%

18.7%

27.6%

32.6%

38.4%

44.0%

55.8%

0.9%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000～6000人未満

6000～12000人未満

12000～24000人未満

24000人以上

(n
=1

16
)

(n
=1

32
)

(n
=1

64
)

(n
=1

82
)

(n
=2

51
)

ある ない わからない 無回答
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図表 1-19 相談支援の具体的な方法・場（複数回答）

16.4%

10.3%

7.3%

14.5%

57.0%

6.1%

27.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主的に相談窓口を開設

認知症地域支援推進員を受託

生活支援コーディネーターを受託

サロンを開催

認知症カフェを開催

地域食堂、こども食堂を開催

その他

無回答

(n=165)
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iii. 総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に一部委託することに対する考え

総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に一部委託することに対する考えについては、「有益だ

と思う」の割合が 2０.０%、「有益だと思わない」の割合が 3２.１%、「わからない」の割合が 4７．８%であった。 

「有益だと思う」を選択した市町村に、有益と考える理由について尋ねたところ、「介護支援専門員や看護

職員、介護福祉士等の専門職がいる」の割合が 7１.０％と最も高く、次いで、「地域に密着していて、地域の

ことがわかっている（６0.９%）」であった。 

「有益だとは思わない」を選択した市町村に、有益でないと考える理由について尋ねたところ、「人員に余

裕がなく、現在の業務で一杯」の割合が80.8％と最も高く、次いで、「公正・中立性を保てるか懸念がある

（55.7%）」であった。 

図表 1-20 総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することに対する考え（単数回答）

20.0% 32.1% 47.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=845)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない
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図表 1-21 高齢者人口別 総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することに対する考え（単数回答）

図表 1-22 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に一部委託することに対する考え（単数回答）

19.8%

21.2%

23.8%

22.0%

15.5%

32.8%

27.3%

32.9%

31.3%

34.3%

47.4%

51.5%

43.3%

46.2%

50.2%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000～6000人未満

6000～12000人未満

12000～24000人未満

24000人以上

(n
=1

16
)

(n
=1

32
)

(n
=1

64
)

(n
=1

82
)

(n
=2

51
)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない 無回答

32.7%

17.8%

22.4%

42.8%

44.8%

39.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある

ない

(n
=1

65
)

(n
=3

20
)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない
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図表 1-23 総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することが有益と考える理由（複数回答） 

60.9%

38.5%

71.0%

50.9%

15.4%

20.7%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域に密着していて、

地域のことがわかっている

夜勤者もいて

24 時間 365 日の相談支援が可能

介護支援専門員や看護職員、

介護福祉士等の専門職がいる

運営推進会議等により

地域とのつながりがある

地域に出向いての活動を行っている

地域密着型サービスなので

市町村が指定•監督できる

その他

(n=169)
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図表 1-24 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することが有益と考える理由（複数回答）

66.7%

33.3%

66.7%

70.4%

29.6%

25.9%

3.7%

59.6%

36.8%

70.2%

45.6%

8.8%

17.5%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域に密着していて、

地域のことがわかっている

夜勤者もいて

24 時間 365 日の相談支援が可能

介護支援専門員や看護職員、

介護福祉士等の専門職がいる

運営推進会議等により

地域とのつながりがある

地域に出向いての活動を行っている

地域密着型サービスなので

市町村が指定•監督できる

その他

(n=54) ある

(n=57) ない
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図表 1-25 総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答）

図表 1-26 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答）

24.7%

80.8%

12.5%

55.7%

12.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設施設へのサービスが大半

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

運営推進会議が機能しておらず、

地域とのつながりが希薄

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他

(n=271)

13.5%

83.8%

13.5%

59.5%

10.8%

24.8%

80.3%

11.7%

49.6%

11.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設施設へのサービスが大半

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

運営推進会議が機能しておらず、

地域とのつながりが希薄

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他
(n=37) ある

(n=137) ない
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iv. 地域密着型サービス事業所を活用する場合に設定する条件

地域密着型サービス事業所を活用する場合に設定する条件については、「事業所の質が確保されている」

の割合が最も高く77.2%であった。次いで、「事業所の体制に余裕がある（73.5%）」であった。 

図表 1-27 地域密着型サービス事業所を活用する場合に設定する条件（複数回答） 

図表 1-28 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

地域密着型サービス事業所を活用する場合に設定する条件（複数回答） 

73.5%

77.2%

43.1%

61.2%

5.8%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業所の体制に余裕がある

事業所の質が確保されている

運営推進会議が定期的に開催され、

地域との交流が図られている

事業所が地域に開かれていて、

地域とのつながりがある

その他

無回答

(n=845)

73.9%

81.2%

55.8%

73.3%

9.1%

0.0%

73.8%

73.8%

38.7%

57.8%

5.0%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業所の体制に余裕がある

事業所の質が確保されている

運営推進会議が定期的に開催され、

地域との交流が図られている

事業所が地域に開かれていて、

地域とのつながりがある

その他

無回答

(n=165) ある

(n=320) ない
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v. 一部委託を活用する場合の解決すべき課題

一部委託を活用する場合の解決すべき課題については、「委託元のセンターと部分委託先の事業所の役

割分担の調整」の割合が最も高く 83.7%であった。次いで、「一部委託先の事業所の質のバラツキ

（62.1%）」であった。 

図表 1-29 一部委託を活用する場合の解決すべき課題（複数回答） 

83.7%

37.5%

13.3%

62.1%

8.0%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

委託元のセンターと部分委託先の

事業所の役割分担の調整

委託元のセンターと部分委託先の

事業所の担当エリアの調整

基幹型センターなど統括するセンターの設置が前提

一部委託先の事業所の質のバラツキ

その他

無回答

(n=845)
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図表 1-30 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

一部委託を活用する場合の解決すべき課題（複数回答） 

83.0%

40.6%

12.7%

75.8%

10.3%

0.6%

83.4%

32.5%

15.9%

55.0%

7.5%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

委託元のセンターと部分委託先の

事業所の役割分担の調整

委託元のセンターと部分委託先の

事業所の担当エリアの調整

基幹型センターなど統括する

センターの設置が前提

一部委託先の事業所の質のバラツキ

その他

無回答

(n=165) ある

(n=320) ない
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vi. 総合相談支援業務の一部委託についての意見

総合相談支援業務の一部委託についての意見については、以下のとおりである。 

図表 1-31 総合相談支援業務の一部委託についての主な意見（自由回答） 

＜居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所への一部委託について「有益だと思う」と回答した市町村等＞ 

【肯定的な意見】 

 市民が相談しやすい相談窓口が各地域にあることで、相談体制の充実につながる。

 一定のルールづくりをして頂ければ現行地域包括支援センターで行っている総合相談（認知症相談も含

む）の負担軽減に繋がると思う。

 実際、委託ができるか不明であるが、可能となれば業務の軽減、他の業務に時間をまわすことが出来ると

思う。

【中立性公平性の担保・質の担保の必要性】 

 地域包括支援センターへ寄せられる相談は様々だが、総合件数の半分は介護に関する相談となっており、

ケアマネジャーへつなぐことが多い。地域包括支援センターの業務量負担軽減のために、特定事業所加算

を取得している居宅介護支援事業所等、公正中立的な立場で介護の相談等を担うことも出来るとよい。 

 有益な面もあるが、公正・中立性を保てるか、質の担保の面で課題がある。

【明確な基準・方針の設定が必要】 

 総合相談の「相談」のみを委託先が担い、現状確認等の相談後の対応を全て包括支援センターで担うとな

れば現状と大差なく、有益だとは思えない。委託内容をある程度決める等、一定の基準を示していただきた

い。

 総合相談支援業務の委託について、方針は示されているが指針等はなく、実際には具体化が困難。

【包括の負担軽減につながらない】 

 情報伝達の漏れ、緊急性の判断、調整における地域包括支援センターの業務負担増加が懸念される。

【事業所の人員不足の問題】 

 可能ならば委託をしたいが、現実は受託できる事業所の開拓が困難。どの事業所も職種を問わず人員に

余裕がなく、職員の高齢化や次世代の担い手不足は深刻化している。

 居宅介護支援事業所における人手不足は解消しておらず、現在の人員で受け手は見つからないと考える。

 全体として専門職の人材不足のため事業所に委託できる状況ではない。

 在介があった当時は、相談受付・対応がスムーズで細やかだったが、人材不足もあって、その頃のような対

制は事務所側も難しいのではないか。

 人員不足や質のバラツキ、方向性の統一など様々な課題があるため、市町村の方針や方向性をしっかり考

え、示していただく必要性も強く感じる。 ／等
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＜居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所への一部委託について「有益だと思わない」と回答した市町村等＞ 

【中立性公平性の担保・質の担保の必要性】 

 質の担保ができないと市の負担が増えるだけで意味がない。まずは包括の人員基準を見直し、体制を強化

するほうが良いと思う。

 相談員の質の確保をしなければ安易に介護申請につなぎ認定者の増加になりかねない。また、総合相談を

するために包括では 3 職種を配置し、多方面から支援を行っているが、それが委託先に可能かどうか懸念

される。

 地域包括支援センターは、運営協議会で公正・中立性が保たれているのかなど、運営状況を確認している

が、一部委託の場合、どのように委託先の公正・中立性を確認するのか。そもそも委託先の選定が適切か

どうかも確認する作業が必要なのか。そうなると、本来の目的であった地域包括支援センターの業務負担

の軽減はさほど実現できないのではないかという懸念がある。

【明確な基準・方針の設定が必要】 

 役割分担を実施要綱等で明確にしてほしい。

 「センターの業務との一体性」とは何を指すのかはっきりしない。

 業務の質や数の基準を策定しておかないと委託費だけ支払って終わりになる。現状では総合相談のような

業務をしてくれているところがあれば支払うべき。

 一部委託についての具体的な内容が示されていないため、どのような準備が必要なのか見えてこないこと

に困っている。総合相談については様々な内容があり、当初は簡単な対応で済むと思っていても、介入し

ていくうちに根深い課題が見えてくることも多々あり、その場合、包括と居宅との役割分担や引継ぎなど、

どのように行うのが望ましいか具体的に示してほしい。

【包括の負担軽減につながらない】 

 介護保険制度の説明など単純な相談業務を委託することは、センターの負担軽減になるとは思うが、現状

では居宅介護支援事業所や地域密着型サービス事業所に総合相談支援業務を受託できるノウハウが十分

にあるとは考えにくく、センターと当該事業所との連携により当該業務を進める必要があり、結果としてセン

ターの負担軽減になるのか疑問である。

 一部委託しても、委託先からの相談を地域包括支援センターが受け、バックアップ体制はとることになるた

め、業務の軽減が図れるのか疑問がある。

【事業所の人員不足の問題】 

 運営指導等で事業所を訪問した際に、居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所ともに本来業務

で手一杯で、別に総合相談支援業務を受け入れる人員的余裕がないように感じた。

 人手不足が深刻であり、現状維持で精いっぱいなため、こういった一部委託等の検討を行うことすら難しく

なりつつある。

 地方になればなるほど、専門人材の確保に苦慮している状況。当町では委託先となる受け皿がないため、

直営で実施しているが、包括支援センターの職員のみならず役所の職員の確保もままならない。

 地域包括支援センターに期待される役割は大きく、業務の一部委託も検討すべきかと思うが、一方で当市
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では介護支援専門員等の専門職が不足しており、委託が進むのか疑問がある。既存の包括内の業務の見

直し、効率化が先ではないかと考える。 

 相談窓口のみではないが、介護職自体の待遇の直接的改善（最低賃金を高くするなどの方策とそれに対す

る規制）がなされなければ、介護職は増加しない。現在の体制は過重な事業を他にまわしているだけで根

本的解決にはならない。

 居宅介護事業所のケアマネはすでに不足しており、要介護認定者の担当についてもスムーズに決まらない

ことがある。又、地域密着型サービス事業所も常に人員確保に苦慮している。「統合することが良い」という

国の方針は、逆に地域によっては大変と感じているのではないか。当市ではそれぞれの役割分担が出来、

連携しているため、積極的には対応しない方針。

 高いスキルが求められる業務で、現在より機関が増えると、市のフォローがさらに必要になる。 ケアプラン

の委託も受けてもらえないほど居宅の事業所も人員不足、ケアマネの高齢化が進んでいる。 地方の介護

人材の不足は深刻。

【総合相談業務よりも介護予防支援作成の一部委託が優先】 

 居宅介護支援事業所には、総合相談業務よりも介護予防支援（一部委託）を受けてもらいたい。

 総合相談は地域包括支援センターの要となる業務であると考えている。包括支援センターの業務の中で一

部委託、もしくは外すとしたら、要支援者のプラン作成ではないか。

 総合相談は様々で多問題な相談内容等になるので、市が直接委託をしているセンターが相談を担当する

べきだと思う。センターの業務負担の軽減を図るのであれば、要支援者の担当を居宅介護支援事業者が積

極的に担当できるようにした方がよいと考える。

 包括の 4業務から指定介護予防支援業務をはずし、居宅介護支援事業所の業務とする方が包括の業務負

担軽減には効果があると考える。

【その他】 

 地域包括支援センターに期待される役割は大きく、業務の一部委託も検討すべきかと思うが、一方で当市

では介護支援専門員等の専門職が不足しており、委託が進むのか疑問がある。既存の包括内の業務の見

直し、効率化が先ではないかと考える。

 在宅医療・介護支援センターの機能強化の方が効果的だと考えている。

 総合相談対応は地域包括支援センターの根幹業務であり、そのために多職種人員配置基準が設定され、

質を担保しているものと考えている。また、センターの業務負担軽減が目的の１つであると認識している

が、地域の事業所側の人員体制が苦しい中実施しても、大変なことを別の他者に押し付けるだけの形にな

り、このことによって負担軽減につながるのはごく限られた一部地域のみで、実質効果は望めないと考え

る。制限緩和や選択肢を増やすという意味では良いが、現場の負担軽減を実現するのであれば、新しい事

業を次々打ち立てるだけでなく、本当に必要な取り組みは何か、見直しが必要と考える。

 準備期間を十分とる必要がある

 地域包括支援センターを公募で決定し、委託しているため、その一部を再委託する先も同様に取り扱うな

ど検討が必要。 ／等
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地域包括支援センター調査 

①センターの概要

i. センター圏域の人口

センター圏域の人口については、「10000～20000 人未満」の割合が 29.2%と最も高く、次いで、

「20000～３0000人未満（23．8%）」であった。 

センター圏域の 65 歳以上人口については、「３000～６000 人未満」の割合が 33.0％と最も高く、次い

で、6000～9000人未満（28.6%）」であった。 

図表 1-32 センター圏域の人口（数値回答を単数回答化） 

図表 1-33 センター圏域の 65歳以上人口（数値回答を単数回答化） 

16.2% 29.2% 23.8% 14.2% 13.8% 2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2352)

10000 人未満 10000～20000人未満 20000～30000人未満

30000～40000人未満 40000人以上 無回答

12.7% 33.0% 28.6% 11.8% 11.6% 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2352)

3000人未満 3000人～6000人未満 6000人～9000人未満

9000～12000人未満 12000人以上 無回答
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ii. センターの類型

センターの類型については、「通常のセンター」の割合が最も高く 88.7%であった。次いで、「基幹型セン

ター（7.6%）」であった。 

図表 1-34 センターの類型（複数回答） 

iii. センターの設置主体

センターの設置主体については、「社会福祉法人」の割合が最も高く 37.1%、次いで、「市区町村

（27.3％）」であった。 

図表 1-35 センターの設置主体（単数回答） 

88.7%

7.6%

3.9%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通常のセンター

基幹型センター

機能強化型センター

無回答

(n=2352)

27.3%

0.6%

37.1%

14.7%

13.3%

1.2%

1.0%

1.7%

0.6%

2.4%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市区町村

広域連合等

社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）

社会福祉協議会

医療法人

社団法人

財団法人

営利法人

NPO 法人

その他

無回答

(n=2352)
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②センターの職員体制

地域包括支援センターの職員数の平均値は、下記のとおりである。 

図表 1-36 センターの職員体制 平均値 （数値回答、n=1,930） 

センター配置 
職員数 

（再掲）認知症 
地域支援推進員 

（再掲）生活支援コ
ーディネーター 

①保健師 1.13人 0.30人 0.05人 

②保健師に準ずる者 0.65人 0.15人 0.02人 

③社会福祉士 1.95人 0.39人 0.17人 

④社会福祉士に準ずる者 0.07人 0.01人 0.00人 

⑤主任介護支援専門員 1.41人 0.25人 0.06人 

⑥主任介護支援専門員に準ずる者 0.11人 0.01人 0.00人 

⑦その他の職員 1.86人 0.14人 0.13人 

合計 7.18人 1.25人 0.45人 

③センター圏域内の地域密着型サービス事業所の数と現在参加している運営推進会議数

センター圏域内の地域密着型サービス事業所の数と現在参加している運営推進会議数の平均値は、下

記のとおりである。 

図表 1-37 センター圏域内の地域密着型サービス事業所の数、 

現在参加している運営推進会議数 平均値 （数値回答） 

総事業所数 
（再掲）グループ

ホーム 
（再掲）小規模多
機能型居宅介護 

（再掲）看護小規
模多機能型居宅

介護 

①センター圏域内の 
地域密着型事業所数 
（n=2,307） 

8.0か所 3.1 か所 1.4 か所 0.6か所 

②参加している運営推
進会議数 

 （n=2,285） 
4.7か所 2.2か所 1.0 か所 0.2か所 
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④センターと地域密着型サービスとの連携状況

i. 地域密着型サービス事業者から相談の有無

地域密着型サービス事業者から相談の有無については、「よくある」と「ときどきある」の割合の合計が

46.1%、「あまりない」と「まったくない」の割合の合計が47.0％であった。 

図表 1-38 地域密着型サービス事業者から相談の有無（単数回答） 

図表 1-39 センター圏域の 65歳以上人口規模別 

地域密着型サービス事業者から相談の有無（単数回答） 

5.1% 41.0% 36.2% 10.8% 6.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2352)

よくある ときどきある あまりない まったくない 事業所によって

ある場合と

ない場合がある

無回答

8.4%

4.8%

4.9%

4.7%

3.7%

45.5%

38.0%

42.1%

40.6%

42.3%

27.4%

37.9%

37.7%

39.9%

34.6%

14.7%

12.0%

8.9%

7.6%

10.3%

4.0%

7.3%

6.4%

7.2%

9.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000人～6000人未満

6000人～9000人未満

9000～12000人未満

12000人以上

(n
=2

99
)

(n
=7

76
)

(n
=6

73
)

(n
=2

78
)

(n
=2

72
)

よくある ときどきある あまりない まったくない 事業所によって
相談がある場合と
ない場合がある
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ii. 地域密着型事業所との同行訪問等連携状況

地域密着型事業所との同行訪問等連携状況については、「よくある」と「ときどきある」の割合の合計が

31.0%、「あまりない」と「まったくない」の割合の合計が63.4％であった。 

図表 1-40 地域密着型事業所との同行訪問等連携状況（単数回答） 

図表 1-41 センター圏域の 65歳以上人口規模別 

地域密着型事業所との同行訪問等連携状況（単数回答）

4.3% 26.7% 36.7% 26.7% 5.4%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2352)

よくある ときどきある あまりない まったくない 事業所によって

ある場合と

ない場合がある

無回答

4.0%

4.6%

4.8%

4.3%

2.2%

24.4%

26.2%

27.5%

26.6%

29.0%

33.8%

34.9%

38.8%

38.8%

39.3%

32.4%

29.1%

23.3%

25.5%

22.1%

5.4%

5.0%

5.5%

4.7%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000人～6000人未満

6000人～9000人未満

9000～12000人未満

12000人以上

(n
=2

99
)

(n
=7

76
)

(n
=6

73
)

(n
=2

78
)

(n
=2

72
)

よくある ときどきある あまりない まったくない 事業所によって
相談がある場合と
ない場合がある
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iii. 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に一部委託することに対する考え

総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に一部委託することに対する考えについては、「有益だと思う」

の割合が 41.0%、「有益だと思わない」の割合が 32.1%、「わからない」の割合が27.0%であった。 

「有益だと思う」を選択した市町村に、有益と考える理由について尋ねたところ、「主任介護支援専門員が

在籍している」の割合が 78.1％と最も高く、次いで、「在宅介護支援センターを併設している（15.7%）」で

あった。 

「有益だとは思わない」を選択した市町村に、有益でないと考える理由について尋ねたところ、「人員に余

裕がなく、現在の業務で一杯」の割合が78.5％と最も高く、次いで、「公正・中立性を保てるか懸念がある

（62.6%）」であった。 

図表 1-42 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することに対する考え（単数回答）

図表 1-43 センター圏域の 65歳以上人口規模別 

総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に一部委託することに対する考え（単数回答）

41.0% 32.1% 27.0% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2352)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない 無回答

36.5%

40.3%

42.9%

43.2%

41.2%

30.4%

33.2%

32.8%

30.2%

30.9%

33.1%

26.4%

24.2%

26.6%

27.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000人～6000人未満

6000人～9000人未満

9000～12000人未満

12000人以上

(n
=2

99
)

(n
=7

76
)

(n
=6

73
)

(n
=2

78
)

(n
=2

72
)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない

52



図表 1-44 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することが有益と考える理由（複数回答）

図表 1-45 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答）

15.7%

78.1%

30.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅介護支援センターを併設している

主任介護支援専門員が在籍している

その他

無回答

(n=964)

54.2%

22.1%

78.5%

62.6%

23.1%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者以外の地域住民とのつながりが希薄

24時間365日の体制にはなっていない

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他

無回答

(n=754)
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iv. 登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所

登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無については、「ある」

の割合が 36.9%、「ない」の割合が 37.3％、「わからない」の割合が 24.８％であった。 

図表 1-46 登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む 

地域密着型サービス事業所の有無（単数回答） 

図表 1-47 センター圏域の 65歳以上人口規模別 

登録者・入居者以外の方々の相談支援に取り組む 

地域密着型サービス事業所の有無（単数回答） 

36.9% 37.3% 24.8% 1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2352)

ある ない わからない 無回答

28.4%

32.6%

36.8%

45.0%

51.5%

53.8%

40.6%

35.1%

29.1%

22.1%

16.4%

26.2%

26.4%

25.9%

26.1%

1.3%

0.6%

1.6%

0.0%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000人～6000人未満

6000人～9000人未満

9000～12000人未満

12000人以上

(n
=2

99
)

(n
=7

76
)

(n
=6

73
)

(n
=2

78
)

(n
=2

72
)

ある ない わからない 無回答

54



v. 総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に一部委託することに対する考え

総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に一部委託することに対する考えについては、「有益だ

と思う」の割合が 29.9%、「有益だと思わない」の割合が 36.2%、「わからない」の割合が 33．８%であっ

た。 

「有益だと思う」を選択した市町村に、有益と考える理由について尋ねたところ、「介護支援専門員や看護

職員、介護福祉士等の専門職がいる」の割合が 52．8％と最も高く、次いで、「運営推進会議により地域との

つながりがある（47.8%）」であった。 

「有益だとは思わない」を選択した市町村に、有益でないと考える理由について尋ねたところ、「人員に余

裕がなく、現在の業務で一杯」の割合が77.4％と最も高く、次いで、「公正・中立性を保てるか懸念がある

（61.6%）」であった。 

図表 1-48 総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することに対する考え（単数回答）

29.9% 36.2% 33.8% 0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2352)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない 無回答
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図表 1-49 センター圏域の 65歳以上人口規模別 

総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に一部委託することに対する考え（単数回答）

図表 1-50 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に一部委託することに対する考え（単数回答） 

28.4%

29.4%

30.3%

31.7%

29.0%

36.8%

37.6%

36.4%

35.6%

31.6%

34.4%

33.0%

32.8%

32.7%

39.3%

0.3%

0.0%

0.4%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3000人未満

3000人～6000人未満

6000人～9000人未満

9000～12000人未満

12000人以上

(n
=2

99
)

(n
=7

76
)

(n
=6

73
)

(n
=2

78
)

(n
=2

72
)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない 無回答

38.4%

19.7%

27.0%

49.7%

34.6%

30.6%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある

ない

(n
=8

68
)

(n
=8

77
)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない 無回答
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図表 1-51 総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することが有益と考える理由（複数回答）

32.4%

44.2%

52.8%

47.8%

22.5%

33.9%

9.8%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターより地域に密着していて、

地域のことがわかっている

夜勤者もいて24時間 365 日の相談支援が可能

介護支援専門員や看護職員、

介護福祉士等の専門職がいる

運営推進会議等により地域とのつながりがある

地域に出向いての活動を行っている

地域密着型サービスなので

市町村が指定•監督できる

その他

無回答

(n=703)
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図表 1-52 センター圏域の 65歳以上人口規模別 

地域密着型サービス事業所に一部委託することが有益と考える理由（複数回答）

27.1%

34.1%

58.8%

45.9%

24.7%

21.2%

12.9%

0.0%

30.7%

43.4%

52.6%

50.0%

23.2%

38.6%

7.0%

0.4%

31.4%

46.1%

49.0%

44.1%

22.1%

33.8%

11.8%

0.5%

34.1%

51.1%

51.1%

46.6%

21.6%

33.0%

9.1%

3.4%

40.5%

50.6%

57.0%

51.9%

21.5%

36.7%

11.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターより地域に

密着していて、地域のことがわかっている

夜勤者もいて

24 時間 365 日の相談支援が可能

介護支援専門員や看護職員、

介護福祉士等の専門職がいる

運営推進会議等により

地域とのつながりがある

地域に出向いての活動を行っている

地域密着型サービスなので

市町村が指定•監督できる

その他

無回答

(n=85) 3000人未満

(n=228) 3000人～6000人未満

(n=204) 6000人～9000人未満

(n=88) 9000～12000人未満

(n=79) 12000人以上
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図表 1-53 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

地域密着型サービス事業所に一部委託することが有益と考える理由（複数回答）

図表 1-54 地域密着型サービス事業所に 

一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答）

34.8%

45.0%

56.2%

52.3%

29.4%

34.5%

9.3%

0.3%

26.0%

45.7%

49.7%

41.6%

14.5%

34.7%

11.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターより地域に

密着していて、地域のことがわかっている

夜勤者もいて

24 時間 365 日の相談支援が可能

介護支援専門員や看護職員、

介護福祉士等の専門職がいる

運営推進会議等により

地域とのつながりがある

地域に出向いての活動を行っている

地域密着型サービスなので

市町村が指定•監督できる

その他

無回答

(n=333) ある

(n=173) ない

32.4%

77.4%

30.2%

61.6%

18.6%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設施設へのサービスが大半

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

運営推進会議が機能しておらず、

地域とのつながりが希薄

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他

無回答

(n=851)
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図表 1-55 センター圏域の 65歳以上人口規模別 

地域密着型サービス事業所に一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答）

22.7%

75.5%

20.0%

54.5%

15.5%

0.0%

32.2%

78.4%

31.8%

67.8%

16.8%

0.7%

32.2%

76.7%

26.1%

58.8%

19.6%

2.9%

43.4%

79.8%

40.4%

59.6%

24.2%

1.0%

32.6%

75.6%

37.2%

67.4%

18.6%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設施設へのサービスが大半

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

運営推進会議が機能しておらず、

地域とのつながりが希薄

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他

無回答

(n=110) 3000人未満

(n=292) 3000人～6000人未満

(n=245) 6000人～9000人未満

(n=99) 9000～12000人未満

(n=86) 12000人以上
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図表 1-56 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

地域密着型サービス事業所に一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答）

32.1%

77.8%

24.4%

61.1%

20.5%

0.4%

31.4%

79.1%

34.4%

64.7%

18.6%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設施設へのサービスが大半

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

運営推進会議が機能しておらず、

地域とのつながりが希薄

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他

無回答

(n=234) ある

(n=436) ない
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vi. 一部委託を活用する場合の解決すべき課題

一部委託を活用する場合の解決すべき課題については、「委託元のセンターと部分委託先の事業所の役

割分担の調整」の割合が最も高く 73.2%であった。次いで、「一部委託先の事業所の質のバラツキ

（62.9%）」であった。 

図表 1-57 一部委託を活用する場合の解決すべき課題（複数回答） 

図表 1-58 相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別 

一部委託を活用する場合の解決すべき課題（複数回答） 

73.2%

33.6%

22.6%

62.9%

9.8%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

委託元のセンターと一部委託先の事業所の

役割分担の調整

委託元のセンターと一部委託先の事業所の

担当エリアの調整

基幹型センターなど

統括するセンターの設置が前提

一部委託先の事業所の質のバラツキ

その他

無回答

(n=2352)

74.9%

35.0%

22.2%

63.9%

10.6%

3.8%

74.1%

33.2%

24.9%

64.4%

11.1%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

委託元のセンターと一部委託先の事業所の

役割分担の調整

委託元のセンターと一部委託先の事業所の

担当エリアの調整

基幹型センターなど統括する

センターの設置が前提

一部委託先の事業所の質のバラツキ

その他

無回答

(n=868) ある

(n=877) ない
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vii. 総合相談支援業務の一部委託についての意見

総合相談支援業務の一部委託についての意見については、以下のとおりである。 

図表 1-59 総合相談支援業務の一部委託についての意見（自由回答） 

＜居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所への一部委託について「有益だと思う」と回答した包括＞ 

【肯定的な意見】 

 配置されている職員数に対して、包括支援センターが担っている業務量が多く対応に苦慮している。包括

だけではなく、他の事業所と連携して対応することができれば、丁寧に支援することができ、地域住民にと

って有益であると思う。

 より介護の重度化予防に貢献出来ていいと思う。

 相談できる場所が増えることで、地域住民の方がより身近に相談しやすくなると思う。また、身近になれば

早期発見でき問題が大きくなる前に支援につなげることができると思う。

 包括支援センターが対応する問題は多岐に渡り、困難さも年を重ねるごとに重くなってきていると思う。そ

んな中で地域での相談について比較的ハードルの低いもの（介護保険の申請から、サービス導入まで）に

ついて、分散し対応してもらう事ができれば、今抱えている包括支援センターの困難事例について、もう少

し手厚く支援することができるのではないかと考える。地域差もあり、人口規模にもよるので一概には言え

ないが、軌道に乗れば良い方向へ向かうと思う。

 相談窓口が増えることは、住民や利用者にとって有益であると考える。そのためには、横のつながり、連携

がより重要。

 増え続ける総合相談に対応するには、地域包括だけでは困難。相談しても多様化しているため、色々な機

関が対応するほうが良い。

 包括に集中している総合相談業務を各機関の強みを生かし、分担出来るのでよいと思う。

 地域包括ケアシステム構築の推進になりうると考える。その理由として、地域包括支援センターが必要な支

援に注力出来るようになることや、地域で支える意識が高まる。

 予防支援のプラン料が介護のプラン料と比べて低額なためケアマネ事業所から断られることが増えてい

る。そのため包括の担当する件数が増えており、業務負担が増大している。居宅事業者や地密サービスが

業務を委託できる仕組みを作ってほしい

 包括業務が増えてきているので、総合相談が丁寧に行われるためには、一部委託できればよりよい地域と

なるのではないか。

 近年、包括に求められる相談内容が多岐にわたっている。解決までに時間がかかるケースも多いため、地

域の中にいくつか相談拠点があると心強い。

 当町において在宅介護支援センターもなくなり包括のみの対応となっているので、他に分散できるともっと

広い範囲での相談も可能になると思う。

【中立性公平性の担保・質の担保の必要性】 

 委託先の見極め・質の確保が問題。ブランチを設置（旧在宅介護支援センターに委託）していた時も、自法

人のサービス利用相談を実績として計上していたこともあった。そもそも市民が中立性・公平性・質に不安

を抱いている状況で先に委託費を渡しても機能しないし、社会貢献・地域貢献として行うところから始める
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のが適当ではないか。 

 初期相談からサービスまでを一体化させることで迅速な支援は可能だが、利用者の囲い込みは必ず起こる

と思う。

 複雑多様化している相談が増えており、包括職員だけで対応するのは限界があるため、一部委託は有効と

思うが、個人情報の管理や公平性が保てるか（委託事業所が営利目的にならないか）など懸念がある。

 利益優先になる可能性がある。中立公正が担保されないことが課題であり、保険者が指導・管理できるとは

思えない。保険者の質により自治体で格差が生じるのではないか。

 総合相談支援は公正中立であることが大前提であると思われるので、一般の地域密着型サービスが窓口

となる場合には、との点に十分配慮していただきたい。

 担当圏域が広くきめ細やかな支援ができない。行政からの支援指導は公正中立な立場から必要。

 ケアマネのレベル差が大き過ぎる。

 サービス利用の無い相談は包括に回してくる。

 個人情報の取扱い。相談技術バラツキや社会資源の情報が不足する。

 有益か有益ではないかの 2 択のためどちらかと言えば有益を選択したが有益ではないの回答の理由の質

問にある人手不足や、中立公正の問題については課題を残すと感じる所がある。

【明確な基準・方針の設定が必要】 

 委託することで逆に地域包括支援センターの業務が増えるということにならないようなルールが必要。

 現段階で保険者である行政がどのように考えているか、殆ど話し合われていない。R6 年度よりスタートで

きるのか懸念される。

 「連携を図りながら実施することができる」とあるが、その「連携」が具体的に示されておらず、バラツキが出

る可能性があると思われる。

 委託をどのようにしていくか等具体的に示してほしい。

 「できる」では委託はすすまないと考えるため、強制力をもたせた方がいいと思う。

 センター毎の対応ではなく、行政がきちんと指針を示し、センター、事業所、地域に周知してすることが必

須。行政がきちんと統括する様な行政指導を国、県が徹底してほしい。

【包括の負担軽減につながらない】 

 一部委託することが、委託元のセンターの負担軽減にはつながると考えないでほしい。より地域と身近にな

り、相談件数が増える可能性もある。また、委託先の事業所に対して、質の担保を図るための研修などの業

務も増えることが予想される。地域包括支援センターの充実強化を図るのであればセンターの機能（業務）

を増やすだけではなく、ちゃんとした予算の確保をお願いしたい。

 一部委託にかかる事務負担の増加だけは避けてほしい。

 報酬が伴わない限り、地域密着も居宅介護支援事業者も一部委託に手を挙げるとは全く思わない。かえっ

て形骸化した一部委託に伴う余計な連携や情報共有などの作業が包括業務の更なる負担になる可能性を

危惧する。

 総合相談支援業務を一部委託しても、どの程度まで地域包括支援センターの業務負担軽減につながるか

が不確か。逆に委託する事で業務負担にならないかが心配。
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 一部委託自体は概ね有益だと思うが、受託事業所のとりまとめ事務や研修、連絡会などの負担が発生する

と予測され、地域包括支援センターの業務量軽減にはつながらない。住民に受託事業所が総合相談に応じ

る機関であるという認識を浸透させるための効果的な工法も必要。

 委託を受けた事業所が、受けた相談を包括で対応することになると、包括支援センター業務が逆にひっ迫

するのではないかという懸念がある。

 住民への周知が大切。住民が居宅介護支援事業所が一般企業という事で、怪しい業者のような認識を持

ち相談をためらうような事になると結局窓口が包括支援センターになってしまい負担軽減につながらない

不安がある。

 各事業所によって職員の資質等にばらつきがあるため、そのような指導も包括がしないといけないのか。

問い合わせが増えてかえって仕事が増えると府安が多い。

 一部委託になっても包括業務が多少なりともスリム化できるか不安。手続や書類等をより 1 層手間がかか

ることのないようになると良い。

【事業所の人員不足の問題】 

 現在、包括センターで担う事業が増えているが、総合相談対応が優先され他事業への身動きが取れにくい

状況がある。どこの事業所においても人材不足が言われているが、包括センターにおいてもそのような状

況があり、総合相談支援業務の一部が委託される事で他の事業への余力が生まれると考える。

 有益と考えているが、どこの事業所も人員不足で、受け入れが難しい状況がある。

 令和 5 年度に町内の居宅介護支援事業所に対し、アンケート調査を実施したが、いずれの事業所もマンパ

ワー不足を理由に消極的な意見が多かった。総合相談業務のイメージがわかりにくいことや、委託費も不

明確なところも理由にあるように思う。 

 居宅支援事業所や地域密着型サービス事業所の中にも経験豊富な有能な人もいるので、一部委託は良い

ことだと思うが、人員不足の所もあり、全ての事業所が出来る事ではないと思う。

 居宅介護支援事業所における相談員の不足（認定者のケアマネ探しにも苦労する実態）の解消が前提。

 介護支援専門員の本来の職務ではない通院同行や金融機関への同行等、サービス体制の整っていない業

務を受けざるを得ない業務実態、賃金を含む処遇改善が必要。

 地域包括をもう増やせないのであれば、一部委託は可能性として良い点もあるが、事業所の人員不足や業

務との兼ね合いをしっかりサポートできる仕組みを作っておかないと混乱が起きることが心配。

 委託型センターでは常にマンパワーが不足しており、委託費が収益も限られているため増員もままならな

い。地密事業者へ総合相談の一部委託できることは有益と考えるが事業者側もマンパワーが潤沢とは思え

ない。高齢化や包括に求められることと、現実のマンパワーが伴っていない。根本的な改革が必要。

 現実、地域密着型サービス事業所で人員不足があり相談員も現場に出ていることが多い。一部業務委託

を引き受ける事業所がどれくらいあるのか。

 

【適切な役割分担・調整が必要】 

 相談支援業務によっては、利用者の囲い込み、公平性について、受託する事業所によってはばらつきがみ

られるのではないか。

 一般的な相談内容については委託先で対応するのは良いと思うが、困難ケースについては包括支援セン
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ターが対応するのが良いと思う。 

 役割分担をしっかり行わないと包括が委託先の相談も抱えることになり、業務分担が増える気がする。でき

るだけ業務委託先で完結できるような仕組みも作れると良い。

【連携の重要性】 

 総合相談支援の研修、包括との連携の在り方など、体制整備は必要だと思う。

 地域に根差している居宅や地域密着型サービスが一部を担うことは市民にとって利点があると思う。実際

に機能するためには見合った委託費を支給することと、包括とより一層の連携を深めていくことが必要にな

ってくるのではないかと思う。

 今まで総合相談支援がセンターにあったため、地域全体の実情が把握できた。総合相談支援窓口が拡大

することはいいことであると思うが、担当圏域の全体把握ができなくなる。連携が重要であると思われる。

 相談を受けるのはどの事業所や機内であっても問題なし。大切なのは機内連携できることと、相談員として

の質の担保と考える。それより・・・要支援認定者のプランニングを包括の業務から外してほしい！

 同一法人で併設の施設なら連携がとりやすいのではないか。離れた距離の別法人だと、うまく連携がとれ

ないのではないか。

 相談によっては内容が複雑。包括とも連携が必要。

 地域の他の事業所との連携、病院等医療との連携、施設との連携等、視野の広さを求められると思う。誰で

もできるものでは無いと思っている。

【相談者が混乱等しないか懸念】 

 地域密着型事業所とそれ以外の事業所を見分ける事が難しいと感じる。居宅介護支援事業所であれば、

介護保険申請や、サービス利用について等も説明頂けるので、近隣の方からは相談しやすくなると思う。

 窓口が広がることは大切。一番問題なのは、窓口として住民に示したのに、その窓口では対応する力がな

く、結局たらい回しになる、ということがないようにすることだと思う。

 電話等で相談を受ける際に相談者が連絡先を混乱しないような方法が望ましいが、どのように行えばいい

かよく検討する必要がある。

 窓口が増えることは良い事だと思う。一方で相談者が混乱しないのか心配もある。

 総合相談支援事業の一部委託に対して有益か否かというより、包括支援センターの業務が多忙で適切な

支援を十分にできない場合がある。地域密着事業所の役割分担が必要になるかと思うが、相談者側にとっ

てわかりにくいようにも思う。

【委託費・予算確保等について】 

 有益と考えるが、対応できる或いは経験ある職員が限定され、本来業務に上乗せされるであろう負担に耐

えられないのではと懸念します。介護予防支援給付と同様、報酬額によっては受託したがらない事業所も

多いのではと思われる。

 十分な予算確保が必要と考える。

 委託先の地域密着型サービス事業所のスタッフのスキルアップが必要である。委託費がどれくらいになる

のか。委託費の額によっては手を上げる事業所があるのかどうか心配である。
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 課題となるのは居宅介護支援事業所の業務負担増加とそれに伴う加算などの収益になる事だと思われる。

 総合相談支援業務の実績と委託費の兼ね合い。

 委託費の問題があると思われる。現状の包括の委託費が減ることになると運営が厳しい。

 余裕のない中で包括から予防支援の委託を受けてくれている状況である。委託料も介護プラン作成に比

べて極端に低いと感じる。包括も少数で町内全域をカバーしきれていないのは事実として受け止めてはい

るが、居宅へのこれ以上の委託は難しいのではないかと思う。

 一部委託の範囲のバラつきや対応評価の基準、予算はどこから、、また委託であり最終的な責任を負い切

れる状況か慎重に開始したいところ。

 相談内容によっては対応が難しい場合も出てくると思う。役割分担を明確にする必要があると思う。24 時

間365 日対応する為には 220 万円では難しく、夜間の相談は想定しづらい。土、日、祭日などに特化して

委託するなどの工夫が必要。

【その他】 

 介護予防、総合事業は包括業務から切り離していただきたい。

 当市においては、包括支援センターの担当圏域の 65 歳以上の人口にばらつきがある（担当圏域の 65 歳

以上の人口が多い地区と少ない地区とでは、3 倍以上の差がある）。すぐに包括支援センターの担当圏域

の見直しをすることは難しいようなので、担当地域の 65 歳以上の人口を考慮して、業務負担の大きい包

括支援センターほど一部委託先の事業所へ多く委託できるような配慮（圏域外にある事業所にも一部委託

できるなど）が必要だと考える。

 相談事業所間の情報共有システムが必要。

 評価するが、すべての総合相談に対応できるかは疑問。

 相談内容について情報開示を求めた方が良い。

 身近な場所に相談できる場所があると良い。

 (相談よりも) 予防給付の委託を受けてくれる事業所が増えると助かる。・相談支援業務の中の介護申請

→サービス利用の流れは居宅支援事業所が担当して頂けると助かる。

 委託先について、とりたてて地域密着サービスを想定せずとも他のサービスでも足りると思う。

 市の考え方、方針をうけての委託業務を受託しているので当センターから1部委託をするのは考えにくい。

 居宅介護支援事業所の「利用者以外は包括へ」という傾向が強くなっていると感じる。 ／等

＜居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所への一部委託について「有益だと思わない」と回答した包括＞ 

【中立性公平性の担保・質の担保の必要性】 

 利用者がその相談先を、利用したいと選んでいる場合には話がスムーズにいって良いが、単に近くの場所

への囲い込みのようなことにならないかは丁寧なアナウンスが必要だと思う。

 相談を受けた人の対応でその後の展開が左右される場合がある。公正・中立を保つことができるセンター

内で、３職種がすぐにケース検討をできる体制があるからこそ対応できる複雑な相談が増えているため、

片手間でできる業務ではないと考える。

 地域包括支援センターの業務負担軽減については有益だと考えるが、中立公正を保つことができるかにつ
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いては自事業者利用につなぐ支援内容になることが想定され個人的には難しいように思う。 

 相談支援に関する専門性を国が考えていなさすぎる。総合相談は公平中立に、相談援助技術を基にした専

門職が行うべきだと考える。地域包括支援センターと地域密着型の事業所のもつ目的が違うので、所属す

る相談員の質も担保できないかと。

 サービス提供を前提とする事業所に一部とはいえ、総合相談を委託し、公正中立を守りながら支援できる

のか疑問に感じる。ワンストップサービスを旨とする総合相談で相談者がたらい回しにさらないかも心配。

 経験年数などにばらつきがあり、現状の業務に加えて一部委託する場合は、研修など質の確保が必要と思

われる。各事業所が地域にそこまで密着しているようには感じない。

 総合相談支援業務こそ専門性が高く幅広い内容の対応が必要であるため、委託先の事業所の質の担保が

難しい。地域包括職員同様の研修体制確保など自治体として体制をつくる必要がある。

 総合相談支援業務を数多くの場所で受けられてしまうと、中立公正で、同一の相談支援サービスが受けら

れなくなり、「こちらではこうしてもらった」等の住民間での不満が出てくる可能性がある。

 確かに地域包括支援センターの業務量自体が多いだけでなく、その内容が多岐に渡っているため、現場の

職員がアップアップしている現状やら、一部の力量のある相談支援事業所の成功事例を持ってして、業務

の委託を全国的に展開することで、逆に関連機関にも負担が増えると思われるので、総合相談支援業務に

ついては今まで通りとし、地域包括支援センターの職員数を増やす等で対応するべきだと思う。

 運営推進会議が、地域包括支援センターレベルの総合相談内容に達しておらず、内容(会議)も平易であ

り、困難な事例に対応できるとは考えづらい。

 同じ主任ケアマネという立場でも、業務内容は大半が違った。例えば、包括勤務経験ある職員が勤務する

事業所に委託を限定するなど工夫することで、質の担保はいくらか可能かもしれない。

 現在有益と思えないのは、職員は現業務に追われ難しい。法人によって公平中立は可能なのか心配。一定

の質を担保できるのか？質の向上に向けた取り組みができるのか？やってみないとわからないこともある

ので、色々な取り組みには賛成。

 基幹型センターのない場合の一部委託だと公正、中立正の担保が出来ない。また複数相談窓口を作っても

機能しなければ意味はないし、住民を混乱させるだけだと感じる。今回の介護予防支援の居宅の参入も総

合相談支援業務の一部委託についても反対。

 事業所ごとに質が異なり、公正中立が保てない。特定事業所加算算定居宅すら指導がいき届かない中、問

題を包括に丸投げしてくることが目に見えている。認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーターの事

業を介入させるなど、何でも包括に押し込んでいることが誤り。必須業務の縮小が先決と感じる。

 元々相談機能を有する老人介護支援センターにおいては、一般的な介護相談や介護申請の受付等は十分

に対応できると思われるが、サービス利用の段階では公平・中立の担保が心配。また、専門性・迅速性・継

続性が求められる困難事例対応は、専門職の確保や関係機関への連携に発生するタイムラグ等の課題か

ら、委託内容としては不向きと考える。

 対応する職員の質を上げるために研修が必要。ケアマネも介護職も不足しており、多忙であるので総合相

談業務まで手が回らない。相談を受けても包括を紹介するだけになりそう。一部委託に関して、委託金がそ

れなりにないと職員も雇えないので対応できないのでは？包括の職員を増やして欲しい。

 委託先の職員の質の向上を図るため、研修や連絡会議等の開催が必要。

 地域との連携など窓口をひとつにしていかなければ職員や法人などにありバラバラな視点になり介護保険
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の介護予防、重症化予防の視点がきちんと理解されない限り重度化になってしまうことは予測できる。その

視点を持った職員の育成などがあってからの運営にしていかなければ介護にバラツキが出てくると思う。 

 センター業務の理解が不足している現状でまず研修スキルアップが必要。

 地域密着＝地域との信頼関係ができているあるいは地域資源等を知っているか(コミュニティソーシャルワ

ークができるか)ではない。包括として業務分担できるのはありがたいが質の担保が課題。また相談職と介

護職が兼務となると職員の負担が増えるので市町村の監督が重要。

 総合相談は昨今複雑多岐化している。委託するなら委託先の質の担保を具体的に考えないと結局しわよ

せが包括のみならず住民らにやってくる。でもそれを行おうとすると新たな研修や評価体制が必要だが現

状周囲の状況をみるとどこもいっぱいいっぱいに思える。

【明確な基準・方針の設定が必要】 

 居宅介護支援事業所、地域密着型サービスとも今は現在の業務で一杯。似ているようで内容が違う業務な

のでどのように委託の態勢を整えればいいか具体的に示すことや指導が必要だと思う。

 国が目指す一部委託のイメージ象が分からないため、現状の業務を切り替えてまで行うことが有益なのか

判断に苦慮している

 一部委託について具体的な内容が示されていないため、どのような準備が必要なのか見えてこないため困

っている。総合相談については様々な内容があり、当初は簡単な対応で済むと思っていても、介入していく

うちに根深い課題が見えてくることも多々あり、その場合、包括と居宅との役割分担や引き継ぎなどをどの

ように行うのが望ましいか具体的に示してほしい。

【包括の負担軽減につながらない】 

 介護職、介護支援専門員など介護関係の担い手不足は深刻で、募集しても全く応募がなく、地域包括支援

センターでも欠員が出ているところもある中で、地域密着型サービス事業所に専門性の高い職員の配置な

どできるわけがない。都市部ほど人員不足は顕著で、地方都市の活用事例を出されても参考にならない。

 「総合相談業務」は地域包括ケアシステムの運用上重要な業務と考える。例えば、一番業務負担感が大きい

「介護予防支援事業所」の居宅支援事業所への移譲などを行ったうえでの対応が適切ではないかと考え

る。ブランチとの連携体制などの環境が整っていないと、かえってセンター業務の負担が増す恐れがあるの

で、法制化されたとはいえ、運用には市町村単位での事前整備が必要だと考える。

 地域包括のブランチ機能ですら機能していないし、そもそも地域密着デイやグループホームなどの職員

が、総合相談を行えるようなスキルを持っていないように思う。相談が入ってもブランチのようにそれを地

域包括に繋ぐだけなら、今よりも余計に業務量が増える可能性が高いと思う。役割の決め事をしっかりした

上で、市がスキルアップの研修会を年に数回開催したり、定期的に集まって問題点の修正を行ってくれるの

であればいいが、何もしないのであれば、委託料の無駄だと思う。勤務表上であれば、どうとでも組むこと

ができ、実働と異なることになる。

 地域包括支援センターの総合相談を委託する事で個別支援と地域支援を効率的に考える事が出来ず、業

務の軽減には繋がらないと思う。

 確かに包括の業務は過多になっているが、新たに委託で連携を取っていこうとすると、その業務がまた増え

ることになる。結果的には業務が減ることはないと思っている。
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 ブランチとして旧在介に総合相談窓口を委託しているが、ブランチの相談件数は伸びず、包括の負担軽減

になってない。また、ブランチは現在の業務でいっぱいな状態。専任でなければ、負担軽減にならない。

 包括支援センターの業務量が多く日頃から疲弊していますが、総合相談内では介護保険のみではなく、内

容が複雑で多岐であるため居宅介護支援事業所や地域密着の施設等で担えるのか、却って複雑にならな

いか、複雑になって包括支援センターへの相談となることの負担感が出るのではないか等、仕組みのイメ

ージができていないだけに不安がある。

 現状でも CM 不足から委託でプランをお願いすることが難しい中、居宅へ新たな業務を依頼するのは難し

いと思う。また委託となった場合に業務分担や連携など新たな業務や課題が発生し返って負担が増えるこ

とが懸念される。

 今後一部を委託するとなると、後方支援のあり方も考えなくてはならない。プランチェックが漏れたり、包括

の監督業務がなくなるのか、どこまで包括が担うのか決めていかなくてはならない。包括の業務負担はほ

とんど変わらない。

 委託するとしても、役割分担が明確になっていないと、結果的に全て包括に相談がくることになる。動きが

多面的になり業務量が増える可能性が心配。

 包括の業務が増え職員確保が出来づらく本当に苦し小分けでなく本当の意味で大きく整理していただきた

い。このままでは包括を委託で受ける事業所は減る一方だ。現状と改正内容が合っていないと思う。

 それぞれの役割分担や、担当エリアの整理、業務整理ができると有益と思われる。その整理が不十分だと

むしろ包括の業務が増えてしまわないか心配。

 そもそもの設置主旨が異なる。相談を聞くだけならできるかもしれないが、それでは包括の負担減になら

ないが対応にマンパワーを要する。

 改正の趣旨ではセンターへの業務増大。改正により総合相談支援業務の一部委託。もう一方では地域包

括ケアシステムによる各市町村の取り組み。記載した内容は会計検査院からの意見。縦割りになっていな

いか、現場の声が反映されてのことか。

 委託した業務の管理やトラブル時の対応等かえって負担が増えるおそれがある。

【事業所の人員不足の問題】 

 人員不足の状況が解決できない状況で受託する事業所はないと考える。現状では非現実的と思える。

 地域の現状として、ケアマネの退職や事業所の閉鎖により、居宅のケアマネの人員不足を感じている。複合

的な課題を抱えた事例も増えケアマネの負担も大きく、要支援者の委託のケアプランも受けてもらえない

状況。コロナ禍の影響で地域密着事業所の運営推進会議の再開も進んでおらず、各事業所が総合相談支

援業務をどの程度抱えられるのかが気になるところ。総合相談という幅広い対応をおこなうなかで それぞ

れの事業所の役割分担や連携の在り方、方法の検討が必要と思われる。

 圏域の居宅介護支援事業所等に総合相談支援業務の一部委託を受託するのか確認するが、通常の業務

をこなすのに精一杯、職員の応募もなく、新たな業務まで手が回らないとの意見が多く一部委託受託予定

事業所は現状では皆無。国の半端な改正が続く中、包括は介護予防ケアプランセンターとして、ケアプラン

作成が主業務となっている。

 総合相談支援業務で受けた相談の中で、介護サービスが必要となった場合のケアマネジャーの確保ができ

ず非常に困っている。総合相談支援業務の一部を委託する財政的な費用をケアマネ確保に充てていただ
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きたい。委託したとしてもこの問題が解決されないと、委託先も同様に困ると思う。 

 複合的な課題や実態把握に訪問を要する相談が多いので、委託先の質や人員の確保がされないと包括の

仲介という形で終わってしまい、二度手間になる。対象者にも「たらい回し感」を持たせてしまうと感じる。

 捻出できる財源がないことで言い始めた事かと思う。何でもケアマネや包括にさせようとすることは破綻し

ている。介護職員の確保と言うが、相談支援の現場も仕事内容や経済的な面など人員確保が難しくなって

いることも考慮してほしい。

 地域密着型サービスにおける人員に余裕がない現状と運営推進会議の開催頻度、地域とのつながりなどを

考慮すると総合相談支援を遂行できるとは感じない状況。

 委託するのであれば障害者関係やひきこもり等に関する知識を有する事業者、関係者がほしい。多様化す

る問題に対して現人数、資格では対応が難しくなっている。

 包括ほどではないが人員に余裕がない。現在の業務で一杯であり、実情を把握しているとは思えない。

 一部委託に出すくらいなら、現在の地域包括の人員を増やす方にお金を使って欲しい。全国的にケアマネ

不足が叫ばれている中で、総合相談もやってもらおうという考えが理解できない。

 包括も居宅も地域密着型も、全て人手不足、多忙、離職率が高い、との共通の問題を持っているので包括

の業務を居宅や地域密着型に委託するというのは、調整にかかる手間が増えるだけで介護業界としての負

担は減らず、むしろ居宅と地域密着型をひっ迫させるデメリットが大きいように感る。

 

【専門性の担保が必要】 

 総合相談では、複雑・多岐な内容の相談がある。相談内容によっては、多職種での対応が求められる場合

も多く、委託先事業所でのマンパワーの不足が懸念される。

 効率の悪い虐待ケースなどが放置される可能性が大きいと思う。

 相談は受けるだけでなく対応に何倍もの時間がかかる。できるだけワンストップを心がけているが、多岐に

わたる相談に対しサービス事業所で同じ対応をするにはかなりの事業所努力と手間暇が必要になると思

う。相談に対してサービスありきの対応になる可能性も出てくる。また、相談は住民だけではないので、圏

域が細分化されわかりにくいことや圏域内の利用者情報が一本化できないと警察や病院、行政、民生委員

や他機関などへの対応が難しくなるのではないか。

 包括での総合相談の件数や長期化、マンパワーが必要なケースが増大しており、包括職員は疲弊している

ため、一部委託できること自体には賛成。しかし、相談援助の経験がほとんどなく、社会福祉士などが配置

されているわけではないため、適切な対応は非常に難しいと思われる。日々相談対応している包括でさえ、

対応に苦慮するケースが増えている。せめて、サービス利用につながった場合にすぐに再委託などで対応

してくれる居宅があるだけでも助かる。

 総合相談は内容は多岐にわたり、心理面についても配慮が必要である。その為には共感に基づいて関係

性を構築できるコミュニケーション等のスキルから始まり、例えばバイアスに囚われない個別化の視点、パ

ターナリズムを排した意思決定支援、倫理的判断力等の基本的なスキルが必要であり。制度につなげるよ

うな表面的な支援を総合相談支援と捉えているとしたら、地域に「援助困難事例」「問題事例」を多発される

ことになりかねない。 

 総合相談は包括業務の中でスキルを必要とする。単にサービス紹介をするだけではないので、地域密着で

対応できるとは思わない。研修等を要件にすることも予想されるが、研修でできるようになるとも思えない。
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 多職種で支援チームを作るということが難しく、多角的な視点に欠ける。

 本市において現状、在介センターがブランチ的な役割を果たしており、見守りや介護相談等の簡易な相談

については対応しているが、世帯の複合的な課題や地域課題、資源開発等においてはそのほとんどが専門

職の揃う地域包括が相談、対応を行っている。そのため、外部委託を行ったところで従来と大差は無いと考

える。居宅介護支援事業所等に外部委託を行うのであれば主任ケアマネ以外の専門職の配置も行わなけ

れば意味が無いと思う。但し、外部委託先との積極的な連携が図かれるのであれば、委託の意味も出てく

るかもしれない。

 地域密着型サービスの総合相談業務については、相談対応能力のある人が配置され、現包括と同程度の

対応が可能となれば有効と思われるが、あまりイメージがわかない。今後高齢者が増加し、複雑多問題とな

るので対応能力は必要と思う。

 虐待・認知症・困難ケースが増えている現状より、一部委託は現実的ではないと思う。

【委託費について】 

 事例にある様な委託金では他業務と兼任せざるを得ず、求められるだけの機能を果たせるのか疑問だと

考える。

 介護予防ケアマネジメントは収益が低く、介護のマネジメントと大きく実務面において違いがない為、居宅

介護支援事業所でも委託を受けない傾向がある。部分委託を可能にするのであれば、受けるメリットを付

加しなければ現実的には難しいと思う。

 一部委託の費用はどうなるのか。

 公正中立性を保ち総合相談を行うのは経験をかなり要するのでいきなりは難しいと思われる。また単価報

酬がかなり高くないと手上げする事務所は増えないと思う。

 報酬化しないと手上げする事業所が少ない可能性がある。対応件数の把握や分析がそれぞれの事業者に

なり、取りまとめの作業が必要になるため、包括支援センターが担う地域づくりに反映するまでに時間がか

かるようになる。

【相談者が混乱等しないか懸念】 

 総合相談支援業務が一部委託になったところで、相談する方が理解するか、理解するまでにどのくらいの

時間がかかるのか、たらいまわしになるのではないか。

 相談場所が増えることで、返ってどこに相談したら良いのか対象者からすると混乱する可能性がある。ま

た、包括も全く関与しないわけではないようなので、結局は業務増になるように思う。

 小規模の地域では、総合相談の窓口をバラバラ置くことで一本化されず、住民が混乱するのではと思う。入

り口の窓口は一本化し、各相談業務の担当エリアにつなぐとなると時間的ロスも生じる上、今後重層的相

談支援にあげるケースなども出てくると、ややこしくなるだけと感じる。

 介護予防、相談窓口の普及啓発、地域福祉コーディネートの支援は有益と考えられる。相談窓口について

は、状況によって相談機関が変わることで、相談者の混乱が想定される。

 総合相談支援事業は、緊急性の判断や他機関との連携等、知識や技術、時間を要するものであり、地域包

括支援センターでは、3職種の専門性を生かして対応している。そのため、他の事業所が現業務と併行して

実施することは難しいと思われる。窓口が増えることで町民の混乱を招く危険性もあると危惧する。生産年
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齢人口の減少により、職員の加配のために予算措置したとしても人員確保が困難である。 

 総合相談を居宅や地域密着型サービスが受けても対応しきれず包括に相談するというケースが出てきて

二度手間になる可能性がある。また、地域住民への周知も必要であり、混乱が生じることが想定される。

 民生委員や自治会関係者など地域の福祉関係者との連携が難しくなり、地域の方からもどこに相談すれば

いいか混乱する。

 総合相談にはそもそも包括支援センターで対応できない内容も多く、例えば家族用の確執や財産分割、遺

産分割、さらにセルフネグレクト問題など住民が取捨選択することなく相談されることが多い。日常業務で

相談援助を実践していない取種が多い事業所への委託は住民も混乱すると思う。

 相談支援業務の一部委託を行う事業所への十分な研修機会と連携のあり方を密にしないとどこに相談した

ら良いか迷い、困惑するのは住民の方だと思う。

 相談窓口が一本化していたのが複雑化することで住民が混乱、周知の必要性が感じられる。

【その他】 

 総合相談支援業務は地域包括支援センターの根幹の業務であり居宅するべきではない。

 委託するべきは予防ケアプラン作成等業務であり、当該業務は地域包括支援センターからはずすべき。

 市区町村が新たに委託費を予算として増やすのであれば委託先を増やすよりも既存の地域包括支援セン

ターに予算を増やし人員を増やすほうが効果的と思われる。

 もし一部委託をしたら、どうやって協力体制を築いていくのか疑問。また、事業所が閉鎖するということもあ

るかと思う。予防支援の部分を解決すればもっと既存の包括で総合相談支援業務に力を注げると思う。

 総合相談の様な多種多様な相談の対応は市民生活につながる重要な事であり行政(包括)が担当すべき。

予防プランをすべて居宅で行うことで、総合相談を包括が集中できる環境とすべき。

 総合相談に関しては、現体制で業務量に支障がなく委託の必要性を感じない。

 総合相談支援業務は明らかに、負担のかかる業務の一つではあるが、地域課題をみつけたり、地域の人材

と関われたりする大きな機会であるともいえるので、これを委託にだす必要性を感じない。

 行政にて、地域の相談体制の明確なビジョンがあれば有効に機能すると思うが、安易な委託は混乱を招く

と考える。

 総合相談支援業務より現在の包括支援センターは予防給付等への対応に追われておりプラン単価が低い

ので委託を受けてくれる事業所も減っている状況。 ／等
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地域密着型事業所調査 

① サービス種別

サービス種別については、「グループホーム」の割合が 43.6％、「小規模多機能型居宅介護」の割合が

45.1％、地域密着型特別養護老人ホームが 11.3％であった。 

図表 1-60 サービス種別 

②利用者以外の相談支援への取組状況

i. 利用者以外の地域住民や家族等からの身近な地域の相談対応の状況

利用者以外の地域住民や家族等からの身近な地域の相談対応の状況については、「時々対応している」

の割合が最も高く53.9％、次いで、「日常的にしている（27.9％）」であった。 

図表 1-61 利用者以外の地域住民や家族等からの身近な地域の相談対応の状況（単数回答） 

43.6% 45.1% 11.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=204)

グループホーム 小規模多機能型居宅介護 地域密着型特別養護老人ホーム

27.9% 53.9% 18.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=204)

日常的に対応している ときどき対応している していない
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図表 1-62 サービス種類別 

利用者以外の地域住民や家族等からの身近な地域の相談対応の状況（単数回答） 

28.1%

30.4%

17.4%

49.4%

59.8%

47.8%

22.5%

9.8%

34.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グループホーム

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特別養護老人ホーム

(n
=8

9)
(n

=9
2)

(n
=2

3)

日常的に対応している ときどき対応している していない

75



ii. 相談対応の対象エリア

利用者以外の地域住民や家族等からの身近な地域の相談対応を「日常的に対応している」または「時々

対応している」と回答した事業所に、対象エリアについて尋ねたところ、「エリアは特にない」の割合が

45.5％と最も高く、次いで、「事業所のある町内、集落（40.1％）」であった。 

図表 1-63 相談対応の対象エリア 

図表 1-64 サービス種類別 相談対応の対象エリア

40.1% 5.4% 9.0% 45.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=167)

事業所のある町内・集落 小学校区 中学校区 エリアは特にない

44.9%

31.3%

66.7%

0.0%

9.6%

6.7%

5.8%

12.0%

6.7%

49.3%

47.0%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グループホーム

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特別養護老人ホーム

(n
=6

9)
(n

=8
3)

(n
=1

5)

事業所のある町内・集落 小学校区 中学校区 エリアは特にない
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図表 1-65 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 相談対応の対象エリア 

iii. 相談対応をしている職員

相談対応している職員については、「管理者」の割合が 91.0％と最も高く、次いで、「介護支援専門員

（62.3％）」であった。 

図表 1-66 相談対応をしている職員

35.1%

42.7%

7.0%

4.5%

7.0%

10.0%

50.9%

42.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常的に対応している

ときどき対応している

(n
=5

7)
(n

=1
10

)

事業所のある町内・集落 小学校区 中学校区 エリアは特にない

91.0%

62.3%

29.3%

15.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者

介護支援専門員

介護・看護職員

事務など

(n=167)
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図表 1-67 サービス種類別 相談対応をしている職員

図表 1-68 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

相談対応をしている職員

91.3%

49.3%

30.4%

17.4%

94.0%

73.5%

30.1%

7.2%

73.3%

60.0%

20.0%

46.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者

介護支援専門員

介護・看護職員

事務など

(n=69) グループホーム

(n=83) 小規模多機能型居宅介護

(n=15) 地域密着型特別養護老人ホーム

93.0%

64.9%

43.9%

10.5%

90.0%

60.9%

21.8%

17.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者

介護支援専門員

介護・看護職員

事務など (n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している
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iv. 相談対応をしている職員

相談対応のための職員の余分な配置の実施状況については、「配置している」の割合が 13.2％、「配置し

ていない」が86.8％であった。 

図表 1-69 相談対応のための職員の余分な配置の実施状況（単数回答）

図表 1-70 サービス種類別 相談対応のための職員の余分な配置の実施状況（単数回答）

13.2% 86.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=167)

配置している 配置していない

15.9%

13.3%

0.0%

84.1%

86.7%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グループホーム

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特別養護老人ホーム

(n
=6

9)
(n

=8
3)

(n
=1

5)

配置している 配置していない
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図表 1-71 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

相談対応のための職員の余分な配置の実施状況（単数回答）

22.8%

8.2%

77.2%

91.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常的に対応している

ときどき対応している

(n
=5

7)
(n

=1
10

)

配置している 配置していない
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v. 相談対応にかかる助成・補助、委託の有無

相談対応にかかる助成・補助、委託の有無については、「受けていない」の割合が 81.4％と最も高く、次

いで、「わからない（18.0％）」であった。 

また、「市町村からの助成・補助金、委託あり」と回答した事業所に、市町村から受けている助成・補助、委

託の種類について尋ねたところ、「地域包括支援センターのブランチ、サブセンター」と「生活支援コーディネ

ーター」の割合が３７．５％であった。 

図表 1-72 相談対応にかかる助成・補助、委託の有無（複数回答） 

図表 1-73 市町村から受けている助成・補助、委託の種類（複数回答） 

4.8%

81.4%

18.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村からの助成・補助金、委託あり

受けていない

わからない

市町村以外からの助成・補助金 、委託

(n=167)

37.5%

0.0%

12.5%

37.5%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターのブランチ、サブセンター

在宅介護支援センター

認知症地域支援推進員

生活支援コーディネーター

その他

(n=8)
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vi. 相談者

相談者については、「地域住民」の割合が75.4％と最も高く、次いで、「利用者家族（利用者に関する相談

は除く）（59.3％）」であった。 

図表 1-74 相談者（複数回答） 

75.4%

59.3%

39.5%

23.4%

54.5%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域住民

利用者家族（利用者に関する相談は除く）

民生委員

自治会・町内会

福祉関係者

その他

(n=167)
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図表 1-75 サービス種類別 相談者（複数回答） 

図表 1-76 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 相談者（複数回答） 

66.7%

55.1%

26.1%

15.9%

53.6%

8.7%

80.7%

62.7%

51.8%

26.5%

54.2%

6.0%

86.7%

60.0%

33.3%

40.0%

60.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域住民

利用者家族

（利用者に関する相談は除く）

民生委員

自治会・町内会

福祉関係者

その他
(n=69) グループホーム

(n=83) 小規模多機能型居宅介護

(n=15) 地域密着型特別養護老人ホーム

84.2%

66.7%

47.4%

38.6%

64.9%

3.5%

70.9%

55.5%

35.5%

15.5%

49.1%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域住民

利用者家族（利用者に関する相談は除く）

民生委員

自治会・町内会

福祉関係者

その他
(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している
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vii. 相談内容

相談内容については、「認知症について」の割合が７４．３％と最も高く、次いで、「介護保険申請（５３．３％）」

であった。 

図表 1-77 相談内容（複数回答） 

53.3%

74.3%

12.6%

25.7%

8.4%

24.6%

19.2%

13.2%

19.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護保険申請

認知症について

介護技術について

保険外サービス(生活支援サービス:配食、

掃除、ごみ捨て、買い物等)

障害に関すること

医療に関すること

介護予防

ゴミ屋敷等地域の困りごとへの対応

その他

(n=167)
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図表 1-78 サービス種類別 相談内容（複数回答） 

39.1%

78.3%

10.1%

8.7%

5.8%

21.7%

14.5%

2.9%

24.6%

67.5%

75.9%

16.9%

37.3%

12.0%

27.7%

24.1%

21.7%

12.0%

40.0%

46.7%

0.0%

40.0%

0.0%

20.0%

13.3%

13.3%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護保険申請

認知症について

介護技術について

保険外サービス(生活支援サービス:配食、

掃除、ごみ捨て、買い物等)

障害に関すること

医療に関すること

介護予防

ゴミ屋敷等地域の困りごとへの対応

その他

(n=69) グループホーム

(n=83) 小規模多機能型居宅介護

(n=15) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-79 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 相談内容（複数回答） 

66.7%

84.2%

24.6%

40.4%

17.5%

36.8%

33.3%

28.1%

14.0%

46.4%

69.1%

6.4%

18.2%

3.6%

18.2%

11.8%

5.5%

21.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護保険申請

認知症について

介護技術について

保険外サービス(生活支援サービス:配食、

掃除、ごみ捨て、買い物等)

障害に関すること

医療に関すること

介護予防

ゴミ屋敷等地域の困りごとへの対応

その他

(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している
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viii. 相談対応時間

相談対応時間については、「平日の日中のみ」の割合が９６．４％と最も高く、次いで、「土日祝日（５０．

３％）」であった。 

図表 1-80 相談対応時間（複数回答） 

図表 1-81 サービス種類別 相談対応時間（複数回答） 

96.4%

18.6%

50.3%

20.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平日の日中のみ

早朝・夜間

土日祝日

年末年始

(n=167)

98.6%

14.5%

53.6%

20.3%

95.2%

24.1%

53.0%

22.9%

93.3%

6.7%

20.0%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平日の日中のみ

早朝・夜間

土日祝日

年末年始
(n=69) グループホーム

(n=83) 小規模多機能型居宅介護

(n=15) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-82 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

相談対応時間（複数回答） 

100.0%

35.1%

63.2%

31.6%

94.5%

10.0%

43.6%

14.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平日の日中のみ

早朝・夜間

土日祝日

年末年始 (n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している

88



ix. 相談対応している理由

相談対応している理由については、「地域からの相談だから」の割合が８５．０％と最も高く、次いで、「長期

的にみれば利用者確保になるから（５４．５％）」であった。 

図表 1-83 相談対応している理由（複数回答） 

85.0%

2.4%

9.0%

15.6%

19.8%

54.5%

15.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域からの相談だから

地域包括支援センターが、近くにない

地域包括支援センターは土日対応できないのから

相談対応だけでなく継続的な見守り等の支援が必要

だから

24時間365日の相談受付ができるから

長期的にみれば利用者確保になるから

その他

(n=167)
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図表 1-84 サービス種類別 相談対応している理由（複数回答） 

76.8%

1.4%

5.8%

8.7%

17.4%

52.2%

21.7%

91.6%

3.6%

12.0%

20.5%

24.1%

59.0%

9.6%

86.7%

0.0%

6.7%

20.0%

6.7%

40.0%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域からの相談だから

地域包括支援センターが、近くにない

地域包括支援センターは

土日対応できないのから

相談対応だけでなく継続的な

見守り等の支援が必要だから

24時間365日の相談受付ができるから

長期的にみれば利用者確保になるから

その他

(n=69) グループホーム

(n=83) 小規模多機能型居宅介護

(n=15) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-85 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

相談対応している理由（複数回答） 

93.0%

3.5%

12.3%

26.3%

31.6%

43.9%

14.0%

80.9%

1.8%

7.3%

10.0%

13.6%

60.0%

16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域からの相談だから

地域包括支援センターが、近くにない

地域包括支援センターは

土日対応できないのから

相談対応だけでなく継続的な

見守り等の支援が必要だから

24時間365日の相談受付ができるから

長期的にみれば利用者確保になるから

その他

(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している
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③運営推進会議の実施状況

i. 運営推進会議に参加しているメンバー

運営推進会議の参加者については、「利用者の家族」の割合が 83.8%と最も高く、次いで、「地域包括支

援センター（79.4%）」であった。 

図表 1-86 運営推進会議の参加者（複数回答） 

47.1%

83.8%

65.2%

79.4%

5.4%

4.4%

58.3%

70.6%

51.5%

4.9%

8.3%

18.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者

利用者の家族

行政（福祉担当）

地域包括支援センター

生活支援コーディネーター

認知症地域支援推進員

自治会

民生委員

地域住民（自治会、民生委員以外 ）

消防

警察

その他

(n=204)
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図表 1-87 サービス種類別 運営推進会議の参加者（複数回答） 

40.4%

84.3%

70.8%

78.7%

4.5%

4.5%

53.9%

61.8%

48.3%

5.6%

10.1%

19.1%

54.3%

81.5%

59.8%

81.5%

7.6%

5.4%

65.2%

80.4%

51.1%

4.3%

7.6%

18.5%

43.5%

91.3%

65.2%

73.9%

0.0%

0.0%

47.8%

65.2%

65.2%

4.3%

4.3%

17.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者

利用者の家族

行政（福祉担当）

地域包括支援センター

生活支援コーディネーター

認知症地域支援推進員

自治会

民生委員

地域住民（自治会、民生委員以外 ）

消防

警察

その他

(n=89) グループホーム

(n=92) 小規模多機能型居宅介護

(n=23) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-88 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

運営推進会議の参加者（複数回答） 

43.9%

80.7%

71.9%

84.2%

7.0%

3.5%

68.4%

73.7%

57.9%

0.0%

7.0%

19.3%

43.6%

84.5%

59.1%

82.7%

5.5%

6.4%

54.5%

71.8%

50.9%

6.4%

9.1%

15.5%

62.2%

86.5%

73.0%

62.2%

2.7%

0.0%

54.1%

62.2%

43.2%

8.1%

8.1%

27.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者

利用者の家族

行政（福祉担当）

地域包括支援センター

生活支援コーディネーター

認知症地域支援推進員

自治会

民生委員

地域住民（自治会、民生委員以外 ）

消防

警察

その他

(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している

(n=37) していない
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ii. 運営推進会議で利用状況の報告や行事以外で話し合われている内容

運営推進会議で利用状況の報告や行事以外で話し合われている内容については、「地域住民と関係機

関職員の意見交換、情報交換」の割合が 70.6%と最も高く、次いで、「地域の防災、防犯、交通安全等

（54.4%）」であった。 

図表 1-89 運営推進会議で利用状況の報告や行事以外で話し合われている内容（複数回答） 

48.0%

32.8%

9.8%

54.4%

70.6%

27.5%

14.7%

7.8%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者の支援で地域住民への

協力依頼に関すること(見守り、声かけなど)

登録利用者以外(同居の家族、地域の方)

からの相談内容や支援について

動物の多頭飼いやゴミ屋敷など、

地域の困り事に関すること

地域の防災、防犯、交通安全等について

地域住民と関係機関職員の意見交換、情報交換

介護予防サロン、認知症カフェ、

地域食堂等の立ち上げや運営支援について

買い物難民や空き家対策など、

地域課題に関すること

なし

その他

(n=204)

95



図表 1-90 サービス種類別  

運営推進会議で利用状況の報告や行事以外で話し合われている内容（複数回答） 

39.3%

16.9%

4.5%

50.6%

74.2%

19.1%

4.5%

13.5%

6.7%

57.6%

47.8%

17.4%

59.8%

68.5%

37.0%

22.8%

3.3%

7.6%

43.5%

34.8%

0.0%

47.8%

65.2%

21.7%

21.7%

4.3%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者の支援で地域住民への協力依頼に

関すること(見守り、声かけなど)

登録利用者以外(同居の家族、地域の方)から

の相談内容や支援について

動物の多頭飼いやゴミ屋敷など、

地域の困り事に関すること

地域の防災、防犯、交通安全等について

地域住民と関係機関職員の

意見交換、情報交換

介護予防サロン、認知症カフェ、

地域食堂等の立ち上げや運営支援について

買い物難民や空き家対策など、

地域課題に関すること

なし

その他

(n=89) グループホーム

(n=92) 小規模多機能型居宅介護

(n=23) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-91 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別  

運営推進会議で利用状況の報告や行事以外で話し合われている内容（複数回答） 

61.4%

52.6%

15.8%

66.7%

82.5%

42.1%

28.1%

5.3%

7.0%

46.4%

29.1%

8.2%

55.5%

70.0%

25.5%

11.8%

5.5%

9.1%

32.4%

13.5%

5.4%

32.4%

54.1%

10.8%

2.7%

18.9%

2.7%

0% 50% 100%

利用者の支援で地域住民への協力依頼に

関すること(見守り、声かけなど)

登録利用者以外(同居の家族、地域の方)

からの相談内容や支援について

動物の多頭飼いやゴミ屋敷など、

地域の困り事に関すること

地域の防災、防犯、交通安全等について

地域住民と関係機関職員の

意見交換、情報交換

介護予防サロン、認知症カフェ、

地域食堂等の立ち上げや運営支援について

買い物難民や空き家対策など、

地域課題に関すること

なし

その他

(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している

(n=37) していない
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④総合相談支援業務の一部委託について

i. 総合相談支援業務を一部委託することによるメリットに感じること

総合相談支援業務を地域密着型サービスや老人介護支援センターなどへ一部委託することによる住民に

とってメリットに感じることについては、「介護福祉士、介護支援専門員、看護職等の専門職がいるので安心」

の割合 58.8%と最も高く、次いで、「地域包括支援センターより地域に密着しているので相談しやすい」は

（47.5%）」であった。 

地域密着型サービス事業所に感じることについては、「住民の困りごとをキャッチすることで、事業所が頼

れる存在であることを知ってもらえる」の割合69.1%と最も高く、次いで、「市町村や地域包括支援センター

との関係強化につながる」は（63.2%）」であった。 

図表 1-92 住民にとってメリットに感じること（複数回答） 

47.5%

36.8%

58.8%

33.3%

22.5%

27.9%

7.4%

0.5%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターより

地域に密着しているので相談がしやすい

夜勤者もいて24時間365日の

相談受付をしてもらえる

介護福祉士、介護支援専門員、看護職等の

専門職がいるので安心

地域に直接出向いて相談支援を行ってもらえる

地域密着型サービスなので市町村が

指定・監督しており、安心感がある

継続的な伴走支援がしてもらえる

その他

メリットはない

わからない

(n=204)
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図表 1-93 サービス種類別 住民にとってメリットに感じること（複数回答） 

46.1%

27.0%

56.2%

23.6%

22.5%

22.5%

11.2%

1.1%

19.1%

53.3%

48.9%

62.0%

44.6%

21.7%

34.8%

5.4%

0.0%

13.0%

30.4%

26.1%

56.5%

26.1%

26.1%

21.7%

0.0%

0.0%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターより地域に

密着しているので相談がしやすい

夜勤者もいて24時間365日の

相談受付をしてもらえる

介護福祉士、介護支援専門員、

看護職等の専門職がいるので安心

地域に直接出向いて

相談支援を行ってもらえる

地域密着型サービスなので市町村が

指定・監督しており、安心感がある

継続的な伴走支援がしてもらえる

その他

メリットはない

わからない

(n=89) グループホーム

(n=92) 小規模多機能型居宅介護

(n=23) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-94 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

住民にとってメリットに感じること（複数回答） 

54.4%

45.6%

63.2%

38.6%

21.1%

43.9%

7.0%

0.0%

8.8%

48.2%

40.0%

61.8%

31.8%

23.6%

27.3%

9.1%

0.0%

16.4%

35.1%

13.5%

43.2%

29.7%

21.6%

5.4%

2.7%

2.7%

21.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターより

地域に密着しているので相談がしやすい

夜勤者もいて24時間365日の

相談受付をしてもらえる

介護福祉士、介護支援専門員、

看護職等の専門職がいるので安心

地域に直接出向いて

相談支援を行ってもらえる

地域密着型サービスなので市町村が

指定・監督しており、安心感がある

継続的な伴走支援がしてもらえる

その他

メリットはない

わからない

(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している

(n=37) していない
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図表 1-95 地域密着型サービス事業所にとってメリットに感じること（複数回答） 

69.1%

39.7%

51.0%

53.4%

63.2%

60.3%

0.0%

1.5%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民の困りごとをキャッチすることで、

事業所が頼れる存在であることを知ってもらえる

24時間365日対応の介護サービス拠点

であることを知ってもらえる

登録している利用者以外の相談支援にも

関わることで、職員の意識や質の向上につながる

地域に出向いて活動を行なう

きっかけを得ることができる

市町村や地域包括支援センター

との関係強化につながる

長期的、継続的に伴走することで

将来の利用者確保につながる

その他

メリットはない

わからない

(n=204)
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図表 1-96 サービス種類別 

地域密着型サービス事業所にとってメリットに感じること（複数回答） 

69.7%

31.5%

48.3%

52.8%

62.9%

60.7%

0.0%

2.2%

6.7%

69.6%

51.1%

57.6%

56.5%

63.0%

63.0%

0.0%

1.1%

7.6%

65.2%

26.1%

34.8%

43.5%

65.2%

47.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民の困りごとをキャッチすることで、事業所が

頼れる存在であることを知ってもらえる

24時間365日対応の介護サービス拠点

であることを知ってもらえる

登録している利用者以外の相談支援にも関わ

る

ことで、職員の意識や質の向上につながる

地域に出向いて活動を

行なうきっかけを得ることができる

市町村や地域包括支援センター

との関係強化につながる

長期的、継続的に伴走することで

将来の利用者確保につながる

その他

メリットはない

わからない

(n=89) グループホーム

(n=92) 小規模多機能型居宅介護

(n=23) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-97 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

地域密着型サービス事業所にとってメリットに感じること（複数回答）

73.7%

45.6%

57.9%

64.9%

73.7%

64.9%

0.0%

0.0%

3.5%

69.1%

41.8%

52.7%

49.1%

59.1%

60.0%

0.0%

1.8%

6.4%

62.2%

24.3%

35.1%

48.6%

59.5%

54.1%

0.0%

2.7%

10.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民の困りごとをキャッチすることで、事業所

が頼れる存在であることを知ってもらえる

24時間365日対応の介護サービス拠点である

ことを知ってもらえる

登録している利用者以外の相談支援にも関わ

ることで、職員の意識や質の向上につながる

地域に出向いて活動を行なうきっかけを

得ることができる

市町村や地域包括支援センターとの

関係強化につながる

長期的、継続的に伴走することで

将来の利用者確保につながる

その他

メリットはない

わからない

(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している

(n=37) していない
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ii. 受託する場合の条件

受託する場合の条件については、「一人の専門職ではなく、事業所がチームで関わることができるかどう

か」の割合が 62.３%と最も高く、次いで、「委託費が活動に見合うだけ出るかどうか（54.４%）」であった。 

図表 1-98 受託する場合の条件（複数回答） 

図表 1-99 サービス種類別 受託する場合の条件（複数回答） 

54.4%

62.3%

44.1%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

委託費が活動に見合う分だけ出るかどうか

一人の専門職ではなく、事業所がチームで

関わることができるかどうか

相談だけでなく地域づくりを担えるかどうか

その他

(n=204)

57.3%

60.7%

36.0%

13.5%

51.1%

64.1%

51.1%

7.6%

56.5%

60.9%

47.8%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

委託費が活動に見合う分だけ出るかどうか

一人の専門職ではなく、事業所がチームで

関わることができるかどうか

相談だけでなく地域づくりを担えるかどうか

その他 (n=89) グループホーム

(n=92) 小規模多機能型居宅介護

(n=23) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-100 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

受託する場合の条件（複数回答） 

50.9%

59.6%

45.6%

10.5%

51.8%

60.9%

46.4%

11.8%

67.6%

70.3%

35.1%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

委託費が活動に見合う分だけ出るかどうか

一人の専門職ではなく、事業所がチームで

関わることができるかどうか

相談だけでなく地域づくりを担えるかどうか

その他 (n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している

(n=37) していない
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iii. 受託する場合に心配なこと

受託する場合に心配なことについては、「相談支援業務が多すぎて多忙すぎることにならないか」の割合

が 75.５%と最も高く、次いで、「難しいケースばかりが回ってこないか（53.9%）」であった。 

図表 1-101 受託する場合に心配なこと（複数回答） 

33.3%

53.9%

75.5%

7.4%

9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターの下請けにならないか

難しいケースばかりが回ってこないか

相談支援業務が多すぎて多忙すぎることにならないか

その他

特にない

(n=204)
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図表 1-102 サービス種類別 受託する場合に心配なこと（複数回答） 

28.1%

49.4%

78.7%

10.1%

7.9%

34.8%

59.8%

69.6%

5.4%

12.0%

47.8%

47.8%

87.0%

4.3%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターの下請けにならないか

難しいケースばかりが回ってこないか

相談支援業務が多すぎて

多忙すぎることにならないか

その他

特にない

(n=89) グループホーム

(n=92) 小規模多機能型居宅介護

(n=23) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-103 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

受託する場合に心配なこと（複数回答） 

31.6%

43.9%

64.9%

8.8%

17.5%

32.7%

56.4%

80.9%

8.2%

7.3%

37.8%

62.2%

75.7%

2.7%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターの下請けにならないか

難しいケースばかりが回ってこないか

相談支援業務が多すぎて

多忙すぎることにならないか

その他

特にない

(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している

(n=37) していない

108



iv. 受託について障害がある場合の理由

受託について障害がある場合の理由については、「人員の確保が困難」の割合が 81.９%と最も高く、次

いで、「指定を受けている事業で手一杯（4９.0%）」であった。 

図表 1-104 受託について障害がある場合の理由（複数回答） 

7.8%

19.6%

81.9%

49.0%

19.1%

12.7%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運営法人に理解がない

事業所の職員側に理解がない

人員の確保が困難

指定を受けている事業で手一杯

行政が地域密着型サービス事業所に

一部委託をすることを想定していない

運営基準の解釈が厳しい（ローカルルールがある）

その他

(n=204)
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図表 1-105 サービス種類別 受託について障害がある場合の理由（複数回答） 

4.5%

18.0%

86.5%

53.9%

18.0%

7.9%

4.5%

9.8%

19.6%

77.2%

40.2%

20.7%

15.2%

2.2%

13.0%

26.1%

82.6%

65.2%

17.4%

21.7%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運営法人に理解がない

事業所の職員側に理解がない

人員の確保が困難

指定を受けている事業で手一杯

行政が地域密着型サービス事業所に

一部委託をすることを想定していない

運営基準の解釈が厳しい

（ローカルルールがある）

その他

(n=89) グループホーム

(n=92) 小規模多機能型居宅介護

(n=23) 地域密着型特別養護老人ホーム
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図表 1-106 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

受託について障害がある場合の理由（複数回答） 

1.8%

12.3%

75.4%

35.1%

29.8%

12.3%

7.0%

11.8%

24.5%

82.7%

53.6%

11.8%

15.5%

2.7%

5.4%

16.2%

89.2%

56.8%

24.3%

5.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運営法人に理解がない

事業所の職員側に理解がない

人員の確保が困難

指定を受けている事業で手一杯

行政が地域密着型サービス事業所に

一部委託をすることを想定していない

運営基準の解釈が厳しい

（ローカルルールがある）

その他

(n=57) 日常的に対応している

(n=110) ときどき対応している

(n=37) していない

111



v. 市町村が委託をしたいとの意向がある場合の対応方針

市町村が委託をしたいとの意向がある場合の対応方針については、「前向きに検討したい」、「わからない」

の割合が 39.７％、「現時点での受託は困難」の割合が20.６％であった。 

図表 1-107 市町村が委託をしたいとの意向がある場合の対応方針（単数回答） 

図表 1-108 サービス種類別  

市町村が委託をしたいとの意向がある場合の対応方針（単数回答） 

39.7% 39.7% 20.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=204)

前向きに検討したい わからない 現時点での受託は困難

39.3%

41.3%

34.8%

37.1%

41.3%

43.5%

23.6%

17.4%

21.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グループホーム

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特別養護老人ホーム

(n
=8

9)
(n

=9
2)

(n
=2

3)

前向きに検討したい わからない 現時点での受託は困難
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図表 1-109 利用者以外の地域住民や家族等からの相談対応の状況別 

市町村が委託をしたいとの意向がある場合の対応方針（単数回答） 

 
 

図表 1-110 相談対応のための職員状況別 

市町村が委託をしたいとの意向がある場合の対応方針（単数回答） 

 
  

56.1%

35.5%

27.0%

31.6%

43.6%

40.5%

12.3%

20.9%

32.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常的に対応している

ときどき対応している

していない

(n
=5

7)
(n

=1
10

)
(n

=3
7)

前向きに検討したい わからない 現時点での受託は困難

63.6%

39.3%

31.8%

40.7%

4.5%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配置している

配置していない

(n
=2

2)
(n

=1
45

)

前向きに検討したい わからない 現時点での受託は困難
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３ アンケート調査結果の概要 

地域密着型サービス事業所による地域の相談対応の実施状況 

① 8 割以上の事業所で、利用者以外の相談支援を実施している

利用者以外の地域住民や家族等からの身近な地域の相談対応の状況については、「日常的にしている」

の割合が 27.9％、「時々対応している」の割合が 53.9％と対応している事業所が8 割を超えていた。 

また、サービス種類別にみると、「小規模多機能型居宅介護」では、9 割以上の事業所で相談対応を実施

していた。 

②相談対応を実施する事業所のうち、1割強が相談対応のための職員配置をしている

地域の相談対応を実施している 167 事業所のうち、相談対応のために職員を余分に「配置している」割

合は 13.2％と、ほとんどの事業所では既存の職員で対応していることが窺える。 

また、相談対応の実施頻度別にみると、「日常的に実施している」事業所の方が、「ときどき実施している」

事業所よりも、相談対応のために職員を余分に「配置している」割合がやや高くなっていた。 

③相談対応を実施する事業所のうち、8割強が相談対応にかかる助成・補助等を受けていない

相談対応にかかる助成・補助、委託の有無は、「受けていない」の割合が 81.4％と、相談対応している事

業所の大半が、無償や自主事業として実施していることが分かった。 

④受けている相談内容は、「認知症」が74.3％、「介護保険申請」が 53.3％

相談内容は、「認知症について」の割合が 74.3％と最も高く、次いで、「介護保険申請」（53.3％）であっ

た。 

また、サービス種類別にみると、「認知症について」は、地域密着型特別養護老人ホームで 5 割弱である

のに対し、グループホームや小規模多機能型居宅介護では 8 割弱となっていた。「介護保険申請」は、グル

ープホームや地域密着型特別養護老人ホームで 4 割前後であるのに対し、小規模多機能型居宅介護では

7 割弱となっていた。 

⑤相談対応を実施している事業所ほど、運営推進会議において地域に関する内容が話し合われ

ている 

運営推進会議で利用状況の報告や行事以外で話し合われている内容については、「地域住民と関係機関

職員の意見交換、情報交換」の割合が 70.6%と最も高く、次いで、「地域の防災、防犯、交通安全等

（54.4%）」であった。 
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地域密着型事業所の総合相談支援業務の一部委託に対する考え 

①地域の相談対応を実施している事業所ほど多くのメリットを感じている

総合相談支援業務を地域密着型サービスや老人介護支援センターなどへ一部委託することによる住民に

とってメリットに感じることについては、「介護福祉士、介護支援専門員、看護職等の専門職がいるので安心」

の割合 58.8%と最も高く、次いで、「地域包括支援センターより地域に密着しているので相談しやすい」は

（47.5%）」であった。 

また、地域の相談対応の実施頻度別にみると、「地域密着型サービスなので市町村が指定・監督しており、

安心感がある」を除くすべての項目について、「日常的に対応している」、「ときどき対応している」、「していな

い」の順に割合が高くなる傾向がみられた。 

地域密着型サービス事業所にとってメリットに感じることについては、「住民の困りごとをキャッチすること

で、事業所が頼れる存在であることを知ってもらえる」の割合が 69.1%と最も高く、次いで、「市町村や地域

包括支援センターとの関係強化につながる」は 63.2%であった。 

また、地域の相談対応の実施頻度別にみると、すべての項目について、「日常的に対応している」、「ときど

き対応している」、「していない」の順に割合が高くなる傾向がみられた。 

② 8 割以上の事業所で、受託の障害となる項目として「人員の確保が困難」を挙げている

受託について障害がある場合の理由については、「人員の確保が困難」の割合が 81.９%と最も高く、次

いで、「指定を受けている事業で手一杯（4９.0%）」であった。 

③地域の相談対応を実施している事業所ほど受託を前向きに検討している

市町村が委託をしたいとの意向がある場合の対応方針については、「前向きに検討したい」の割合が 39.

７％、「現時点での受託は困難」の割合が20.６％であった。 

また、地域の相談対応の実施頻度別に「前向きに検討したい」の割合みると、「日常的に対応している」、

「ときどき対応している」、「していない」の順に割合が高くなる傾向がみられた。 

さらに、地域の相談対応を実施している 167 事業所に限定して、相談対応のための職員配置の実施別に、

「前向きに検討したい」の割合みると、相談対応のための職員を「配置している」事業所の方が「配置してい

ない」事業所よりも割合が高くなっており、総合相談業務一部受託における人員確保の重要性が窺えた。 
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市町村等・包括の総合相談支援業務を「居宅介護支援事業所」に一部委託に対する考え 

①市区町村等よりも包括の方が「有益だと思う」割合が高い

総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に一部委託することに対する考えについて、市区町村等と地域

包括支援センターで比較してみると、「有益だと思う」の割合は市区町村等よりも、地域包括支援センターの

方が高くなっていた（市区町村等：25.6％、地域包括支援センター：41.0％）。 

図表 1-111 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することに対する考え（単数回答） 

②市区町村等・包括ともに、有益と考える理由として、「主任介護専門員が在籍している」の割合

が８割弱 

総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に一部委託することが有益と考える理由については、市区町

村等と地域包括支援センターともに、「主任介護支援専門員が在籍している」の割合が最も高くなっていた

（市区町村等：７９．６％、地域包括支援センター：７８．１％）。 

図表 1-112 総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することが有益と考える理由（複数回答） 

25.6%

41.0%

33.8%

32.1%

40.6%

27.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市区町村等

地域包括支援センター

(n
=8

45
)

(n
=2

35
2)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない

20.8%

79.6%

19.9%

15.7%

78.1%

30.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅介護支援センターを併設している

主任介護支援専門員が在籍している

その他

(n=216) 市区町村等

(n=964) 地域包括支援センター
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③市区町村等・包括ともに、有益でないと考える理由として、「人員に余裕がなく、現在の業務で

一杯」の割合が約８割 

総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に一部委託することが有益でないと考える理由については、市

区町村等と地域包括支援センターともに、「人員に余裕がなく、現在の業務で一杯」の割合が最も高くなって

いた（市区町村等：７９．０％、地域包括支援センター：７８．５％）。 

図表 1-113  総合相談支援業務を居宅介護支援事業所に 

一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答） 

43.7%

24.1%

79.0%

50.0%

19.2%

0.0%

54.2%

22.1%

78.5%

62.6%

23.1%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者以外の地域住民とのつながりが希薄

24時間365日の体制にはなっていない

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他

無回答
(n=286) 市区町村等

(n=754) 地域包括支援センター
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市町村等・包括の総合相談支援業務を「地域密着型サービス事業所」に一部委託に対する考え 

①市区町村等よりも包括の方が「有益だと思う」割合が高い

総合相談支援業務を地域密着型事業所に一部委託することに対する考えについて、市区町村等よりも、

地域包括支援センターの方が高くなっていた（市区町村等：２０．０％、地域包括支援センター：２９.9％）。 

また、相談支援に取り組む地域密着型サービス事業所の有無別にみると、市区町村等・地域包括支援セ

ンターともに、相談支援に取り組む事業所が「ある」方が、「ない」よりも「有益だと思う」の割合が高くなって

いた。 

図表 1-114 総合相談支援業務を地域密着型事業所に 

一部委託することに対する考え（単数回答） 

20.0%

29.9%

32.1%

36.2%

47.8%

33.8%

0.1%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=845)

(n=2352)

有益だと思う 有益だとは思わない わからない 無回答
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②市区町村等・包括ともに、有益と考える理由として、「介護支援専門員や看護職員、介護福祉士

等の専門職がいる」の割合が最も高い 

総合相談支援業務を地域密着型事業所に一部委託することが有益と考える理由については、市区町村

等と地域包括支援センターともに、「介護支援専門員や看護職員、介護福祉士等の専門職がいる」の割合が

最も高くなっていた（市区町村等：７１．０％、地域包括支援センター：５２．８％）。 

図表 1-115  総合相談支援業務を地域密着型事業所に 

一部委託することが有益と考える理由（複数回答） 

※地域包括支援センター票では、「地域包括支援センターよりも、地域に密着していて地域のことが分かって

いる」という選択肢であることに留意が必要。

60.9%

38.5%

71.0%

50.9%

15.4%

20.7%

5.3%

32.4%

44.2%

52.8%

47.8%

22.5%

33.9%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域に密着していて、

地域のことがわかっている

夜勤者もいて

24 時間 365 日の相談支援が可能

介護支援専門員や看護職員、

介護福祉士等の専門職がいる

運営推進会議等により

地域とのつながりがある

地域に出向いての活動を行っている

地域密着型サービスなので

市町村が指定•監督できる

その他

(n=169) 市区町村等

(n=703) 地域包括支援センター

（※） 
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③市区町村等・包括ともに、有益でないと考える理由として、「人員に余裕がなく、現在の業務で

一杯」の割合が約８割 

総合相談支援業務を地域密着型事業所に一部委託することが有益でないと考える理由については、市区

町村等と地域包括支援センターともに、「人員に余裕がなく、現在の業務で一杯」の割合が最も高くなってい

た（市区町村等：８０．８％、地域包括支援センター：７７．４％）。 

図表 1-116  総合相談支援業務を地域密着型サービス事業所に 

一部委託することが有益でないと考える理由（複数回答） 

24.7%

80.8%

12.5%

55.7%

12.9%

0.0%

32.4%

77.4%

30.2%

61.6%

18.6%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設施設へのサービスが大半

人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

運営推進会議が機能しておらず、

地域とのつながりが希薄

公正・中立性を保てるか懸念がある

その他

無回答
(n=271) 市区町村等

(n=851) 地域包括支援センター
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Ⅳ ハンドブックの作成と配布 

ハンドブックを作成し、全国の都道府県、市町村へ配布した。

1. ハンドブックの構成
はじめに 
第１章 
地域包括支援センターの効果的な運営のための基本的視点 
第２章 
地域密着型サービス事業所への総合相談支援事業一部委託を効果的に行うには 
➀ ステップ(例)
② 各ステップにおけるQ&A
第 3章
先行事例から、取り組むためのヒント
石川県加賀市
神奈川県川崎市
第 4章
資料編

ヒアリング・アンケートより
人材育成の取組み例

   加賀市 
   京都市 
   大牟田市 
   霧島市 
   熊本県  
  加賀市地域包括支援センター（高齢者こころまちセンター）ブランチ及び地域福祉 

コーディネート業務委託法人公募要項

2. 趣旨
人口減少が本格化する中、地域住民の複雑化・複合化したニーズへの対応、認知症高齢者
の家族を含めた家族介護者支援の充実など、地域包括ケアシステムの拠点である地域包括
支援センター（以下、「包括」）への期待や業務は増大しています。

しかしながら、本調査研究でのアンケート結果によれば、77.3%の自治体が包括の人員が
不足していると回答しています。また、その対策として、54％の自治体が事務の軽減・効
率化を検討しており、45.2％の自治体が増員を検討しています。しかし、介護人材の不足
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は非常に厳しい状況にあり、増員も困難になっています。 

こうした背景を踏まえ、令和 5 年介護保険法改正では、包括の業務負担を軽減し機能を最
大限に発揮するため、総合相談支援業務について、居宅介護支援事業所や小規模多機能型
居宅介護事業所など地域密着型の拠点に一部委託することを可能とし、より効果的に地域
住民への支援を行う体制の整備を図ることになりました。 

本ハンドブックは、地域包括支援センターの効果的な運営のために地域密着型サービス事
業所の拠点機能を活用することを想定し、そのための手順を明らかにするものとして作成
しました。 

地域包括支援センターの相談体制に課題を抱えている市町村の地域支援事業、包括的支援
事業の担当者や、地域密着型サービスの整備等の担当者、さらには重層的支援体制整備事
業も含む包括的支援体制の整備の担当者に本ハンドブックが活用され、地域包括ケアシス
テムの深化・推進、地域共生社会の構築の一助となれば幸いです。

3. 骨子
住民、行政、包括、事業所 にとってのメリット

包括の相談支援業務一部委託のメリットを地域住民、行政、地域包括支援センター、事業
所の立場から整理すると以下の表のとおりです。 

地域住民にとって 

○ 身近な地域での相談が可能
○ 24 時間 365 日、相談が可能
○ 小規模多機能への地域交流施設の併設
○ 馴染みの事業所やスタッフなので、安心感を持って相談が可能

行政にとって 

○ 地域住民に対する、長期的な伴走支援の提供
○ 24 時間 365 日の柔軟性をもった相談対応の提供
○ 緊急時も含めた即時的対応の提供
○ 限られた財源・人材の活用

地域包括支援センターにと
って 

○ 相談窓口としての業務負担の軽減
○ 地域づくりや人材育成等の専門性の発揮

地域密着型サービス事業所
にとって 

○ 自主的に受けてきた地域からの多様な相談について、公的な立
場で介入が可能

○ 地域づくりへの公的な立場での参画が可能
○ 多様な相談対応によるスタッフのスキルアップ
○ 財政面でのバックアップによる、事業所運営に係る持続性・安
定性の確保
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地域デザインを描く 
地域をデザインする保険者機能の強化 

社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和 4 年 12 月
20 日）において、「介護保険の保険者である市町村が、限られたマンパワーの中で事務を
効率化し、保険制度を運営する保険者としての機能をより一層発揮しながら、地域の自主
性や主体性に基づき、地域包括ケアシステムを推進する主体として、介護保険サービス基
盤の確保に加え、介護予防の取り組みや地域づくりなど、地域の実情に応じて仕組みや取
組をデザインする、いわば「地域デザイン」に係る業務を展開することが欠かせない。」
とされたことを受け、第 9 期介護保険事業計画策定の基本指針に「地域をデザインする」
という文言が追加されました。 
これは、平成 30 年度の地域包括ケア研究会  における行政・保険者の役割の再定義の議

論に基づいています。 
地域包括ケア研究会では、保険者機能のうち、保険制度の運営に関わる業務として、保険
料徴収、要介護認定、保険給付の管理にかかる事務といった制度運営に不可欠かつ定常的
な事務（いわゆるルーティン業務）を抽出し、これらを「制度運用機能」としました。一
方で、地域におけるサービスの提供体制の構築や、専門職の連携、地域づくりなど、それ
ぞれの地域の実情に応じて仕組みや取組をデザインする業務を包括的に「地域デザイン機
能」として整理しました。 

123



総合相談支援事業一部委託のステップ 

ステップ１

地域住民や地域包括支援センター担当者の声を聴き、地域全体の総合相談支援体

制に係る現状・課題の把握、分析を行いましょう。 

ステップ２

地域密着型サービス事業所に係る現状・課題の把握、分析を行いましょう。

ステップ３

現状・課題を踏まえた地域全体の総合相談支援体制をデザインしましょう。

ステップ５

地域包括支援センターや地域密着型サービス事業所の人材育成のあり方について

検討しましょう。 

ステップ４

地域密着型サービス事業所への委託費や、活用できる財源を検討しましょう。
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このステップに応じたポイントとQ&Aを参考例として示した。 

ステップ６

一部委託を受ける地域密着型サービス事業所（以下、「委託事業所」という）に

求められる役割・機能を検討しましょう。 

ステップ７

委託事業所の人員体制を検討しましょう。

ステップ８

行政や地域包括支援センター、委託事業所同士の情報共有等の方法を検討しまし

ょう。 

地域密着型サービス事業所への一部

委託が効果的 

一部委託以外の方法で

具現化可能 
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Ⅴ. 報告会 

2 月 15 日東京にて報告会をオンライン併用の計画で実施。 
※厚生労働省から各都道府県へ E-mail で案内し、さらに都道府県の協力を得て、全国の市
町村等へ E-mail で案内した。
また、アンケートに協力頂いた事業者にも E-mail にて案内した。
参加申し込み 317 件
内訳 市町村および包括 248

 事業者(居宅含む)    69 
オンライン不備のため対面のみにて実施し、収録した動画を参加者へ配布した。
また、厚労省から各都道府県を通じ、動画配信の案内を行った。

作成した動画は、下記からダウンロードできます。 
https://youtu.be/si1WRLPK814 
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令和５年度老人保健健康増進等事業 

「地域密着型サービス事業所の拠点機能を活用した地域包

括支援センターの効果的な運営に関する調査研究」事業 

報告会 

○開催日時：令和 6年 2月 15 日(木) 13時 30 分〜15 時 30 分

○会  場：TKP 新橋カンファレンスセンターホール 12E (東京都千代田区内幸町 1-3-1) 

プログラム 

13:30 開会 本事業について 特定非営利活動法人コレクティブ    川原秀夫 

ご挨拶と 

厚労省の取組み 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課長 

和田幸典様 

13:45 ハンドブックの紹介 事務局 

14:00 「地域デ
ザインを
描く～地
域密着型
サービス
事業所の
拠点機能
を活かし
た地域包
括支援セ
ンターの
効果的な
運営～」

加賀市事例紹介 

京都市事例紹介 

座長 

埼玉県立大学理事長   田中滋氏 

加賀市 市民福祉部 相談支援課課長      西ミキ氏 

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋理事長  山田尋志氏 

14:30 地域デザインを 
描く※

紹介 

社会福祉法人地域でくらす会いくのさん家代表 竹本匡吾氏 

出演者(事前収録) 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング東京本部経済社会ユニ

ット. 共生・社会政策部長主席研究員     岩名礼介氏 

医療経済研究機構 政策推進部副部長 研究部主席研究員  

服部真治氏 

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室      中村肇氏 

15:00 事業所の立場から 
住民・家族の立場
から  
学識の立場から  

社会福祉法人共友会理事長  岩尾貢氏 

社会福祉法人典人会理事長  内出幸美氏 

日本社会事業大学専門職大学院客員教授 

(元厚生労働事務次官)   蒲原基道氏 

15:20 まとめ 埼玉県立大学理事長  田中滋氏 

15:30 閉会 事務局 

※「地域デザインを描く」(収録)の全体は、https://youtu.be/pqagOzwktns で視聴できます。
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④総合相談支援事業の一部委託包括的支援事業の一括委託

総合相談支援事業の一部委託（介護保険法施行規則の改正）

「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和４年12月20日社会保障審議会介護保険部会）
○ また、総合相談支援業務について、センターの専門性を活かした効果的な実施等の観点から、居宅介護支援事業所などの地域の拠点のブランチやサブセンタ
ーとしての活用を推進することが適当である。総合相談支援業務はセンターが行う根幹の業務であることを踏まえ、質の確保に留意しつつ、センターの業務と
の一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を可能とすることが適当である。

地域包括支援
センター市町村

指定居宅介護支援事業者 等
包括的支援事業の実施方針

運 営
協議 会

一部委託を受けることのできる者
（介護保険法施行規則の改正案❶）

•指定居宅介護支援事業者
•老人介護支援センターの設置者
•一部事務組合又は広域連合を組織する市町村
•医療法人・ 社会福祉法人・ 特定非営利活動法人
• その他市町村が適当と認めるもの
（地域包括支援センターの設置者を除く。）

一部委託する事業に関する
• 事業所の名称及び所在地
• 事業の内容、期間、担当区
域、営業日・時間

• 担当職員の職種及び員数

① あらかじめ意見を聴く

② 意見

③ あらかじめ届出

パターン１．地域包括支援センター（委託型）の設置者が一部委託をする場合

一部委託の際の所要の手続
（介護保険法施行規則の改正案❷）

包括的支援事業の実施方針
（一体性の確保）

市町村

パターン２．地域包括支援センター（市町村直営型）が一部委託をする場合

地域包括支援センター

運 営
協議 会

意見

指定居宅介護支援事業者 等

（一体性の確保）

総合相談支援事業の一部委託

① 地域包括ケアシステムの構築方針 ④ 市町村との連携方針
② 重点的に行うべき業務の方針 ⑤ 公正性及び中立性確保のための方針
③ 関係者とのネットワーク構築の方針 ⑥ 運営協議会が必要であると判断した方針

一部委託する総合相談支援事業の実施方針

実施方針に示すべき内容（介護保険法施行規則改正案 ❸）

❶ 一部委託を受けることのできる者について、指定居宅介護支援事業者のほか老人介護支援センターの設置者などを定める。
❷ 委託型センターが一部委託を行う際は、あらかじめ運営協議会の意見を聴いた上で所定の事項を届け出ることとする。
❸ 一部委託を受けた者は市町村が定める包括的支援事業の実施方針に従い事業を実施することとなるが、市町村直営型センタ
ーが一部委託を行う際の実施方針として示すべき内容を定める。

介護保険法
施行規則の改正
（案）

（参考）介護サービス施設・事業所が総合相談支援事業の一部を受託する場合の取扱い

包括的支援事業の委託

総合相談支援事業の一部委託
(委託費:地域支援事業交付金)

地域包括支援
センター

市町村
居宅介護支援事業所の指定

（介護報酬）
専任の相談員
を配置する場合

管理者・従事者
介護サービス
施設・事業所 総合相談支援

業務担当者

総合相談支援事業の一部委託
(委託費:地域支援事業交付金)

市町村
居宅介護支援事業所の指定

（介護報酬）介護 サービス 施
設・事業所の職員
が兼務する場合

介護サービス
施設・事業所

包括的支援事業の委託

地域包括支援
センター

管理上支障がない場合は同一事業所の他の職務として兼務可居宅介護支援事業所等の管理者
専従規定はないため兼務可（兼務時間を含めて介護支援専門員の勤務時間としてカウント可）居宅介護支援事業所等の介護支援専門員
当該業務に従事する時間帯以外は総合相談支援事業に従事可小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員

○ 介護サービス施設・事業所の人員配置基準の範囲内で兼務可能
• 専従が求められている職種に従事する者は原則として兼務はできないが、利用者の処遇に支障がない場合等に同一敷地内にある他の事業所の職
務に従事することが可能とされている場合は、支障がない範囲で兼務可能

• 専従が求められている職種に従事していない勤務時間帯は当該従事者が総合相談支援事業に従事可能
• 通所介護等の生活相談員については「利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間」として本来業務の一環として行うことが可能

（例）（※通知事項）

人員配置基準
の範囲内 で兼
務可能

○ 介護サービス施設・事業所が総合相談支援事業の一部の委託を受ける場合、当該施設・事業所の介護サービス従事者が総合相談支
援事業の業務を兼務する場合は、人員配置基準の範囲内で兼務可能とし、具体的な取扱いは以下のとおり整理される。

管理者・従事者

報告会資料
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報告会のコメント 

学識者の立場からのコメント 
日本社会事業大学専門職大学院客員教授 
(元厚生労働事務次官)  蒲原基道氏 

ただいま紹介いただきました蒲原と申します。 
今日はいろんな方が話をしてくれまして一時間半程度経っていろんな観点の話がありまし
た。 
私は以前行政にいましたけど、現在はある社会福祉法人の理事長をやっていまして、23 区
の中の地域包括支援センターも受託しているので興味深く調査研究に参加させていただき
ました。 
いくつか考えたことを申し上げます 

1点目は、相談事業のあり方です。先ほどの話がありましたが、地域包括の負担感が多い
からということではなくて、やはり住民にとってどうなのかと言う観点を大事にすること
が重要だと思います。住民からするとすごく身近なところに、つまり、地域包括よりもち
ょっと手前のところに密着型の事業、とりわけ小規模多機能の事業があるとなると、そこ
に通常の生活圏の中でアクセスするということができます。そうした中でいくつかキーワ
ードがありますけども、早めに出会うとか、問題としては曖昧だけどもその段階で繋がる
とか、そういう効果が出てきます。それは本人にとって早めのいろんなサポートにつなが
るといった意味ではすごく意味があるので、そこのところを大事にしてこの問題を考える
ことが必要だと思います。 
また地域づくりっていう観点でも、先ほどの事例ではSCを小規模のところに託すと話があ
りましたし、加賀市でも同じような形があるということを聞きましたけれども、やはり地
域を作るといった場合もあまりちょっと広いとこだと、なかなか地域住民に合った地域と
いうのはできないこともあろうかと思います。やはり身近な地域の顔の見える関係を築き
ながらかつ顔の見える社会資源をつないでいくといった意味で、やはり生活に近いところ
で地域づくりするということが非常に重要だということだと思います。キーワードとして
「身近なところ」あるいは「生活圏」というところを考えていくことが大事だと思います。 

2点目は、事業所側のことです。やはり事業所側は、例えば小規模多機能にしても、事実
上はいろいろ地域に接していると思いますけれども、やはりその時に一定の形で行政との
関わりができてくると、地域側からの信頼度も増すし、いろんな活動をやりやすくなるこ
とがあります。また、もともとそうしたモチベーションでやっている職員にとっても、一
つ半被を着ているというか、地域包括とつながった役割があることで、これまでやりたい
ことがよりやりやすくなると思います。こうしたことが事業所にとってすごく大きなメリ
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ットです。あわせて、加賀市から人材の研修体制を丁寧にやっているという話がありまし
た。その意味でいうと、いろんな事業を委託された事業所の人材育成を公の広い意味の地
域支援事業などを使って、やっていくということによって、事業所の人材もより育つと思
います。先ほど話がありましたけれども、事業所の特定の一人が事業を受けるのではなく、
事業所として受けることで全員のパワーがアップするということになればいいと思います。 

3点目は地域共生の視点についてです。加賀市の資料でもありましたけれど、今日は高齢
分野の事業所ということで議論していますが、実際身近な地域にいけばいくほど高齢以外
の問題が自然に耳に入ってくるのだと思うのです。例えば障がいの問題や困窮の問題、あ
るいは子育ての親子の問題などが耳に入ってきます。この問題はだんだん身近身近といけ
ばいくほど、対象分野は高齢に止まらずに幅広くなってきます。将来的には地域共生の観
点に立った政策に広がってくるといいかなと考えます。 
以上三点を感想として申し上げました。是非行政の方に、これらを頭に置きながら今後、
地域の住民中心で考えていただきたいと考えます。 
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【報告会のまとめ】 

田中座長 

今蒲原先生が素晴らしいまとめをしてくださいました。この事業の名前は「地域密着型サ 
ービス事業所の拠点機能を活用した地域包括支援センターの効果的な運営に関する調査研
究」一息で言うのは大変長い名前の研究ですが、一言でまとめると地域デザインを作る試み
と理解できました。 
日本にはいろいろなサイズの都市があります。本当はもっとたくさん事例が聞けるとい

いのでしょうが、少なくとも大都市である京都市と川崎市は人口 150 万前後の大都市、そ
して小都市代表が加賀市 6 万人。いずれもきちんとこうして地域包括支援センターの機能
を地域の密着地域密着事業所に委託して行くことができる。おそらくこれはもっと人口の
少ないところでも可能だと思うし、20 万人、30 万の中都市でもできます。つまり都市のサ
イズによらず、人々の日常生活圏はそんなに変わりません。生活圏域は、幼児、小学生それ
から勤め人で無くなった高齢者にとってみると、小学校区か中学校区ぐらいです。たまには
生活圏域外にでかけるかもしれないけれど、毎日暮らしているのは、日常生活圏域です。散
歩も買い物も。そうすると生活圏域の規模は自治体が百万都市であろうと人口 1 万人だろ
うと変わらない。
その中にある事業所が地域を見ていく発想にとっては、一部委託は大変良い手段です。逆

に言うと、自治体サイズにとらわれずにできる話であります。大きいところでないとできな
いとか小さいところじゃないと上手くいかないなどということはありません。それが一つ
目です。 

2 つ目は、どうやって作っていくかにかかわるプロセスはそれぞれ違っていいという点で
す。今我々が伺った加賀市と川崎市、京都市でも、それぞれ出来上がってくるプロセスは違 
っていました。どこからスタートしたか、どういう時間経過でだんだん目的としている今度
法律改正になったことに近づいて行ったかの過程は違います。つまり形が最終的に地域に
本当に降りた形で住民のためになるものができるのであれば、プロセスは誰が主導しよう
と、どういう順番でしようと構わない。それぞれの地域の持っている資源を上手に使ってく
ださい。自治体の主導であっても良いし、社会福祉法人主導であっても良いし、あるいはも
しかしたら医療法人主導もあるかもしれません。最初に何をすべきかなどと順番にはこだ
わらず、ただし抑えるべきポイントは、さっき加賀市からも言われていましたが、きちんと
していけばよろしい。順番を全国同じにしなくてはいけないなどということはありません。
そもそもこういうプログラムを主導して行く人材が所属している法人も自治体ごとに違い
ます。だからそこは柔軟に行きましょう。これが二点目です。 

3 つ目は蒲原先生も触れられた人材育成です。どこにしても、自治体の中であれ、地域包
括支援センターの中であれ、ブランチであれ、そして委託される小規模地域密着型事業所で

158



あれ、人材を育てなくてはなりません。人材育成は加賀市の例にあったように多段階で必要
です。初任の方々、中級の方々そして管理者になる方々の研修を続けなくてはいけません。
研修もそれぞれ一つのプログラムではなく自分が考える形がいいですね。私も長い間教職
についておりましたけれども、本当にいい教育は、受講者が自分で考えるようにいかに仕向
けるかと考えています。教える側が持っている知識を伝達するのは教育ではない。それは本
を読めば良いし、ビデオ教材を見ればいい。そうではなく、せっかく研修の場があったら、
そこでは加わった方々が自分で考えるように指導する側が上手に惹きつけて行く、質問を
して考えてもらう。こういう研修をすると受講者は伸びていきます。研修指導者を作るのが
大変かもしれませんが、研修過程はとても大切です。なぜならば日本で初めてのこと、もし
かすると世界で初めてのようなことをしようとしているのですから、ここはしっかりプロ
グラムを創り頑張っていきましょう。厚労省にはぜひお金をつけていただくように我々希
望しましょうね。以上でございますありがとうございました 
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人材育成の取組み例【熊本県】　

熊本県地域⽀援⼈材育成事業
10⽉ 講義・演習 ① 地域づくりや地域住⺠への⽀援の必要性と制度の理解

11⽉ 講義・演習 ② 連携と地域を⽀援する専⾨職⼈材の育成

講義・演習 ③ 相談援助の基本のき

12⽉ 講義・演習 ④ ⽣活⽀援における医療・リハビリテーション・認知症に関する専⾨知識

講義・演習 ⑤ 地域づくりや地域住⺠への⽀援 その留意点=当事者からの視点

 1⽉ 講義・演習 ⑥ 地域⽣活継続のための地域資源とその活⽤

2⽉ 実践① ⑦モデル市町村での住⺠の⽅々とのワークショップ開催

実践② ⑧モデル市町村での住⺠の⽅々とのワークショップ開催

3⽉ 総括 報告会

熊本県  委託事業 (実施団体:熊本県地域密着型サービス連絡会)

【参考】　人材育成の取組み

地域を支えることを目指した人材育成が、行政と事業者が一緒になり取り組まれている。
加賀市の事例は、報告会での西委員や岩尾委員の資料に記載されている。
下記の取り組み例のように、プログラムは異なるが目指すところは地域(で暮らす方々)を支える
人材の育成である。
・熊本県
・京都市
・大牟田市
・霧島市
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人材育成の取組み例【京都市】　

令令和和５５年年度度ココミミュュニニテティィケケアアワワーーカカーー養養成成研研修修ププロロググララムム

日日程程 科科目目名名，，内内容容 時時間間数数

日目

月 日

（水）

ココミミュュニニテティィケケアアワワーーカカーー導導入入研研修修（（認認定定介介護護福福祉祉士士概概論論））

講義
（公開講座）

コミュニティケアワーカーとは 京都市版地域包括ケアシステム
地域で求められるコミュニティケアワーカーの役割・実践力

社会的動向と介護福祉士の役割の変化、求められる実践力など
（地域における機関間連携、多様な資源の協働、チームマネジ

メント、介護力向上）

講義
演習

事例に基づく演習
①在宅生活の支援と家族支援・地域との関係形成
②多職種・他機関との連携
③チーム運営・メンバーの成長支援

日目

月 日

（水）

地地域域生生活活継継続続支支援援概概論論

講義
演習

日目の事後課題を使用して学習
自職場の課題・チームの課題・地域とのつながり

講義
演習

実践事例をもとに講義と演習
地域包括支援センターブランチとしての小規模多機能の役割
地域生活継続のための地域資源ネットワーク

認認知知症症ののああるる人人へへのの生生活活支支援援・・連連携携

講義
演習

認知症の病態生理・疾患と治療
認知症の生活機能に焦点をあてたアセスメントとケア
生活継続のための地域資源の活用、連携の視点

日目

月 日

（木）

医医療療及及びびリリハハにに関関すするる知知識識のの必必要要性性

講義
演習

生活場面における医療リハ知識の活用の実際
生活支援における服薬管理・薬剤師との連携、急変時の対応など
生活支援に必要な運動生理の知識、リハ職との連携に必要な知識

日目

月 日

（火）

チチーームムママネネジジメメンントトⅠⅠ

講義
演習

ＣＣとしての事務所内チームにおける介護実践
（演習）映像教材を活用した場面の理解と応用

講義
演習

ＣＣとしての地域における介護実践の展開（家族含む）①
（演習）映像教材を活用した場面の理解と応用

チチーームムママネネジジメメンントトⅡⅡ

講義
演習

ＣＣとしての地域における介護実践の展開（家族含む）②
（演習）映像教材を活用した場面の理解と応用

講義
演習

生活継続のための地域課題の分析
地域に対するプログラムの企画

日目

月 日

（火）

応応用用的的生生活活支支援援のの展展開開とと指指導導

講義
演習

応用的生活支援の展開
利用者の状態を積極的に改善することを目指した一連のサー
ビス展開、根拠となる知識（人の解剖生理等）、生活支援全
体のプランニング、チームケアの展開における指導の留意点

チチーームムママネネジジメメンントトⅢⅢ

講義
演習

ＣＣとしての地域における介護実践の展開③
各職場において、地域等の住み慣れた場、利用者にとって最
適の場においての、自立した生活を送るためのアクションプ
ランの作成
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人材育成の取組み例【大牟田市】　

令和  5年度  ⼤牟⽥市認知症コーディネーター養成研修  研修カリキュラム 
⽇ 曜 回 カテゴリ 時間 研修内容 

7⽉ 

8 ⼟ 統括 

10：00−12：00 20期⽣ 実地研修報告会 
13：00−16：00 19期⽣ 最終課題実習報告会 
16：00−17：00 19期⽣ 修了式 

9 ⽇ 1 統括 

10：00−11：00 21期⽣開校式・オリエンテーション 
11：00−12：30 要綱説明 
13：30−15：00 認知症ケアコミュニティ推進事業説明 
15：00−17：00 部会オリエンテーション 

29 ⼟ 2 ライサポ 10：00−17：00 
「認知症の本⼈が伝えたいこと」〜講義＆本⼈対談から学び直す〜 
【認知症ケア実践塾①】 

8⽉ 
19 ⼟ 3 ライサポ 10：00−17：00 

「パーソンセンタードケアの理解と実践」〜ケアの原点を学ぶ〜 
【認知症ケア実践塾②】 

26 ⼟ 4 包括 10：00−17：00 
「⽣きる権利を擁護すること」 
【認知症ケア実践塾③】 

9⽉ 
9 ⼟ 5 企画 10：00−17：00 「対話から作るチームづくり」〜学びを実践に繋げるサーバントリーダー〜 

16 ⼟ 6 医療 10：00−17：00 
「認知症とは何か・疾患の理解」「初期⽀援・診断後の⽀援を考える」 
【認知症ケア実践塾④】 

10⽉ 
14 ⼟ 7 ライサポ 10：00−17：00 「認知症の⼈とのよりよいコミュニケーション」〜バリーテーション〜 

【認知症ケア実践塾⑤】 
21 ⼟ 8 医療 10：00−17：00 「認知症の疾病観」 

11⽉ 
4 ⼟ 9 包括 10：00−17：00 「認知症の⼈と家族の⼀体的ケア」〜なぜミーティングセンターなのか〜 

12 ⽇ 10 包括 8：30−12：30 フィールドワーク「ほっと安⼼ネットワーク」

12⽉ 
2 ⼟ 11 医療 10：00−17：00 「ACP・看取り・在宅ケアを学ぶ」or「医療現場におけるPCC」 

16 ⼟ 12 企画 10：00−17：00 「本⼈から始まるライフサポート」 
 

1⽉ 13 ⼟ 13 企画 10：00−17：00 「認知症フレンドリーコミュニティ」 
【認知症ケア実践塾⑥】 

20 ⼟ 14 統括 10：00−17：00 「⼤牟⽥市が⽬指すステージアプローチ」 

2⽉ 10 ⼟ 15 統括 10：00−17：00 総括研修・21期⽣中間ミーティング 20期⽣最終課題実習説明 

実
践
研
修 

研修期間中に2回参加 随時 ⼦供たちと学ぶ絵本教室 

研修期間中に1回参加 
市内12カ所で⽉に
1回開催 認知症カフェ 

研修期間中に2回参加 
市内3か所で⽉に
3回開催 

本⼈と家族の⼀体的⽀援プログラムミーテイングセンター

（２０期⽣のみ）
研修期間中に1回参
加 

随時 脳の健康チェック/もの忘れ相談会 
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人材育成の取組み例【霧島市】　

!!!!!霧島市!!!!!第 8 期 ライフサポートワーカー養成研修カリキュラム表
!

日程 時間 タイトル

【1日目】 
10 月 3日(火)  

13 時 開 講 式 

13 時 30分 
～14時 

霧島市が目指す地域包括ケアシステムの構築に向けて 

14 時 
～14時 50分 

霧島市地域包括支援センターの役割と連携について 

15 時～17時 地域包括ケアにおけるライフサポートワーカーの役割 

【2日目】 
10 月 17日(火)  

13 時 30分 
～14時 45分 

高齢者・子ども・地域とのコラボレーション 

15 時～17時 認知症の人とのコミュニケーション『バリデーション』 

【3日目】 
11 月 7日(火)  

13 時 30分 
～15時 

地域の人と共に地域を支える～地域おこし協力隊の実践 

15 時 
～15時 30分 

現在の公民館活動から見える将来の地域課題 

16 時～17時 それぞれの実践からライフサポートワーカーの役割を考える 

【4日目】 
11 月 27日(月)  

13 時 30分 
～14時 50分 

認知症フレンドリーシティ・プロジェクト 

15 時 
～16時 20分 

認知症の人を支えるネットワークづくり はじめの一歩 

16 時 30～17時 それぞれの実践からライフサポートワーカーの役割を考える 

【5日目】 
12 月 14日(木)  

13 時 30 分～17
時 

ライフサポートワーク

【6日目】 
1 月 9日(火)  

13 時 30分 
～17時 

災害を経験し、地域はどのように変化したのか 

【7日目】 
1 月 26日(金)  

13 時 30分 
～17時 

大牟田市での実践 「ひと」と「ひと」、「ひと」と「場」を繋
ぐ認知症コーディネーター 

【8日目】 
2 月 9日(金)  

13 時 30分 
～17時 

誰もが地域でその人らしく普通に暮らせる地域社会を目指し
て 

研修終了後 修了証・認定証授与式 !

!
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Ⅵ. まとめ 

本事業では、市町村・地域包括支援センターと地域密着型サービス事業所が連携しなが
ら総合相談支援業務を行うことの各主体にとっての効果や具体的手法を検討し、地域密着
型サービス事業所の拠点機能を活用し地域の高齢者が身近な場所で相談を受けられる体制
整備に向けて、全国の市町村・包括支援センター・地域密着型サービスの事業者へのヒア
リングおよびアンケートを行い、調査研究を行ってきた。
この事業で明らかになったことは、次のことである。
① 相談支援事業の一部委託は、「地域包括支援センターの負担が多いので、その肩代わ

り先を増やす」ということではなく、地域住民にとってより身近なところで、24 時
間 365 日、しかも馴染みの事業所やスタッフなので、早めにあいまいな状態でも安心
感を持って相談が可能になることである。

② 相談支援だけでなく、SC を委託することなどで、身近な地域で顔の見える関係の中
で、顔の見える社会資源をつないでいくことが可能になることで地域づくりにつなが
る。

③ 事業所側は、多様な地域への取組みを行っているが、そのことが市町村に公認される
ことで、更に取り組みができるようになる。地域のための取り組みを市町村が後押し
することになる。

④ そのことができるようにする大事なポイントは、研修・人材育成である。
⑤ 「身近なところ」あるいは「生活圏」というところを考えていくことが重要である。

これらのことは「地域デザイン」を創ることの第一歩のひとつである。

先進事例として加賀市の包括のブランチを先ず取り上げたが、この取り組みは法律改正
によらず可能となっている事例である。市町村が自らの地域の在り方を検討し、モデル事
業から構築し、ほぼ全地域にブランチを整備していった。ブランチは市民の皆様に理解さ
れ、民生委員等からの相談はブランチとなっている。このきめ細やかなシステムこそ「地
域デザイン」を創っていく基礎になっている。 
また、川崎市の SC の小多機(看多機)への委託は、包括が抱える地域課題に伴に取り組

み、地域づくりを行うパートナーを生み出す取り組みである。この取り組みも法律改正に
よらず可能となっている事例である。この場合も担い手を創りだしての「地域デザイン」
の構築が目指されている。 
京都市コミュニティーケアワーカーの育成は、「地域デザイン」を創るに先立ち人材の

育成を行っている事例となる。ヒアリングの中でも、各市町村から人材育成の必要が述べ
られた。 
総合相談支援事業の一部委託は、地域デザインづくりを担える人材育成から始まるとも

いえる。形式的な丸投げでの委託では失敗が見えている。 
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総合マネジメント体制強化加算と一部委託の差 
地域密着型サービスとりわけ小規模多機能では、令和 5 年度報酬改定で総合マネジメン

ト体制強化加算が見直された。「地域包括ケアシステムの担い手として、より地域に開か
れた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体
とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加
算について、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区
分を設ける。」とされている。
利用者を支えるために、地域への働きかけを行っている事業所の取組みを評価するもの

である。地域密着型サービス本来の取組みを推進する必要がある。 

 本事業の総合相談支援事業の一部委託は、市町村(あるいは委託包括)からの委託を受け、
地域全体の相談と地域づくりを行うものである。一方で総合マネジメント体制強化加算は
利用者の地域の中での暮らしを支えるためのものであると区別される。 

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い手と
して、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体とと
もに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケアの推
進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。 なお、現行の加算区分については、新たな
加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。

地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組
総合マネジメント体制強化加算の見直し 告示改正

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護

加算（Ⅱ）：800単位
（現行の1,000単位から見直し）

加算（Ⅰ）：1,200単位
（新設）

算定要件（(４)～(10)は新設） 定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護

看護小規模多機
能型居宅介護

小規模多機能
型居宅介護

定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護

看護小規模多機
能型居宅介護

小規模多機能
型居宅介護

○○○○○○（１）個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職
員（計画作成責任者）や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること

○○○○（２）利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交
流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること

○○○○（３）地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできる
サービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること

○○○（４）日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。

○○（５）必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービ
スを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

○

事業所の特
性に応じて
１つ以上
実施

事業所の特
性に応じて
１つ以上
実施

（６）地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支
援を行っていること

事業所の特
性に応じて
１つ以上
実施

（７）障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の
場の拠点となっていること（※）

（８）地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

（９）市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参
加していること

（10）地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること
（※）定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件
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地域デザイン 
「地域をどのようにしていくかということを考えないと自治体も事業者も生きていけな

くなります。そのための地域デザインです。」(田中座長の報告会挨拶) 
＜地域包括ケア研究会＞の平成 30 年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進

等事業「2040 年：多元的社会における地域包括ケアシステム―「参加」と「協働」でつく
る包摂的な社会―」で生活全体を支えるためのサービスと地域デザインが示されている。 

「包括報酬型」在宅サービスを地域づくりの拠点と考えるとされ、下記の様に記されてい
る。 
○小規模多機能型居宅介護が、専門職サービスと地域住民をつなぐ役割を果たせるのであれば、

事業所がその地域の支援拠点として機能しているといえる。特に小規模多機能型居宅介護は、

地域包括支援センターよりも小地域に計画的に整備されている場合もあり、地域づくりの拠点

として機能するのであれば、現在の地域包括支援センターには難しいより小地域の地域社会と

連続性を持つこともできるだろう。 

○とりわけ人口減少が進む中で、行政の職員確保も困難になっており、直接的なケアを提供す

る事業所が地域づくり機能を兼ね備えることも今後は想定していくべきだろう。また、地域包

括支援センターのブランチとして小規模多機能居宅介護の事業所が機能すれば、事業所職員は、

介護サービスだけでなく、地域づくりや高齢者以外の地域課題に向き合う機会を得ることにな

り、人材育成の観点からも効果的な OJT が期待される。特に、これからは生活全体を支えるケ

アが求められる時代となる中で、地域の様々な資源とのコミュニケーションを活かせる人材は、

地域共生社会を支える人材として期待されるだろう。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

生活全体を支えるためのサービスと地域デザイン
「包括報酬型」
在宅サービス

柔軟な対応ができ、
多様な心身状態に対応できるサービス群＝

「包括報酬型 」
在宅サービスの拡充

「包括報酬型」在宅サービスの
さらなる包括化

新たな複合型サービスの開発

３つの「包括報酬型」在宅サービスの垣根を取り払い、事業者が多様なメ
ニューを適宜使い分ける地域担当方式も検討してはどうか

看護小規模多機能型居宅介護以来、新しい類型が開発されていない複
合型サービスを新規に開発してはどうか︖

「包括報酬型 」
在宅サービスと
地域社会の融合

生活支援と人とのつながりを
「包括報酬型」在宅サービスに

どのように組み込むか

地域との親和性が高い

心身を支えるだけでなく、社会的・文化的な生活を支える支援
を混合介護も含め組み込むことが一層重要に。

元気だった頃の生活を「在宅から引き連れてサービス事業者にやってくる」
小規模多機能型居宅介護 地域との継続性の高いサービス。

小規模多機能型居宅介護を
地域づくりの拠点と考える

地域包括支援センターよりも、より小地域との連続性を保ちつつ、地域づく
りの拠点として機能する可能性も。

事業者の参入を
促進するための方策

安定的な経営は、参入の重要要件 地域の一定のサービス基盤を維持していることに対する包括報酬の支払い
（地域包括報酬）も検討できないか︖

大都市部での参入促進策 設備基準の緩和や多機能化による経営の安定策、または中心市街地で
の小多機を中心とした地域拠点のモデル事業の検討を推進すべき。

保険者による
独自施策の可能性

現在の規制においても、「公募制」や「市町村協議制」、「市町村独自報酬」など、「包括報酬型」在宅サービスの普及
を促進するための諸施策が用意されている。保険者はこれらを積極的に活用すべきではないか。
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人材の生かし方
 本事業の取り組みは、これですべて解決するわけではありませんが、これまでの地域包
括支援センターのあり方を少し変えて、地域の力を使い地域全体が力を持って行くための
取組を支援するものと位置づけられる。人材確保は地域包括だけでなく、介護サービス全
体の課題である。極力人材確保に努めても、地域の人材は限られていますし、ますます不
足することになると見込まれている。 
地域密着型サービスでも人材確保は、最大の課題になっているが、運営推進会議や日々

の支援の中から地域の力を生かし、ネットワークをつくっている。この力を生かしていく
ことが必要である。 
先進事例の加賀市や川崎市では 0.5 人分の配置で委託を行っている。新たにではなく、

既に事業所として指定基準より 0.5 人分上回っていれば委託可能となっている。これは、
これからの地域の資源の生かし方にもなる。 

生活支援体制整備事業だけでなく、医療・介護連携、認知症などの包括的支援事業（社
会保障充実分）は、元々地域包括支援センター事業と組み合わせながら実施・展開するこ
とが想定されていて、地域密着型サービスは、そのどれとも相性がよいので、取組の担い
手として力を発揮します。総合相談事業を合わせて地域密着型サービスを活用することが
問われる。 
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これからの方向性 

地域包括ケアシステムを深化させていくためには、地域との関係が密である「地域密着
型サービス事業所」をいかに活用するかがひとつの鍵になる。 
介護保険事業所が介護保険法に規定されている機能だけでなく、「相談・支援機能」や

「地域コーディネート機能」を持ち、地域ニーズに応じて多機能化させていくことは、何
より住民にとって普段から関わりのある身近な事業所に、気軽に相談できかつ支援を受け
ることができることが最大のメリットである。地域全体にとっても、事業所にとってもメ
リットがある。

一つの事業所で複数の事業を複合的・包括的に実施する事業所が増えることは、費用対
効果の観点からも有効である。一方で事業所運営の持続性の観点からも、複数事業の複合
的・包括的実施は運営上の様々なリスクを分散することにつながる。 
運営上の安定は、事業所の地域支援へのチャレンジを後押しし、個別（ミクロレベル）の
支援から地域（メゾレベル）への支援まで行う、地域の拠点になることが期待できる。 

必要なのは人材育成 
 しかし、こうした支援はこれまで位置づいていない。介護サービスの個別給付に当たる
部分の支援は行えているが、地域支援に関わるところはこれまで介護事業者の範疇ではな
かった。多様な相談に応え、地域づくりを行える人材の育成は残念ながらできていない。 
「地域包括ケアシステムは、地域での一人ひとりにとってのあたりまえの生活の継続を目標

としている。「地域における人の生活」は、血縁・地縁・関心縁など人と人の様々なつながり

（関係性）の中で営まれており、したがって、本人と本人を取り巻く環境との関係性を理解し、

尊厳ある一人の人間として関わることができる「当人理解」の能力を基礎として、本人と家族、

地域等の関係性（エコシステム）を意識した働きかけができる専門職人材が不可欠である。」
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(地域包括ケア研究会)とされているところである。

人材育成についても全国で取り組みが始まっていることが本調査研究でも明らかになっ
た。この地域包括ケアに関わる専門職の人材育成こそが、相談支援の一部委託、ひいては
地域デザインを描く基礎となるものである。地域を支える人材育成については単発的にす
すめるのではなく、人材育成のプログラムを作成し計画的に実施し、評価していくことが
必要と考える。人材育成は多段階で必要である。その中で地域を支えることは未開拓であ
る。そこでは受講者が自分で考えるようなプログラムが問われる。 

終わりに 実施団体として 
「地域密着型サービス事業所の拠点機能を活用した地域包括支援センターの効果的な運

営に関する調査研究事業」を地域密着型サービスの実践者である法人(特定非営利活動法人
コレクティブ)が受託し、一年間調査研究を関係者の皆様の多大なるご協力のもと行ってき
た。この事業で明らかにしたかったことのひとつは、これからの地域密着型サービスのあ
るべき姿である。地域に支えられ地域を創る事業者の取組みの更なる発展である。行政、
地域住民の方々とともに、そこで生活を支える者として共に地域を創っている実践を行政
にも理解いただき地域を支える拠点として確立させたいとの思いである。
必ずしも全ての事業者がそのような取り組みを行ってはいない。しかし全国には地域に

密着して地域を支えている事業者が多くいる。その皆様の取組みを、これからの地域デザ
インを描くために生かしていただきたいと思う。その第一歩が本事業の総合相談支援事業
の一部委託であると考える。
そして、このことは働き手が少なくなり、しかし要援助者が増加するこれからの時代の

介護サービスの在り方でもあると確信している。 
これからは、介護事業所が更に「地域」「生活圏域」でミクロ(個)とメゾ(地域)をつなぎ支
える地域拠点となることを願っている。 

これからの地域密着型サービス
ミクロ(個)とメゾ(地域)をつなぐサービス拠点

地域のコーディネートを行う機能(相談支援の機能と合わせて)を持つ、地域の拠点を創る

圏域は小学校
区～中学校区

地域を支える
地域の拠点 地域の相談・支援 / 地域コーディネート機能を必須とする

「地域支援事業」 「介護サービス」(個別支援)
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資料

アンケート調査票

〇市町村

〇地域包括支援センター

〇地域密着型サービス事業所
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※本アンケート調査について、特に指定がない限り、2023（令和５）年 10 月末日時点の状況に

ついてご回答ください。

１． 回答者の基本情報

問1 市区町村名 

問2 担当部署名 

問3 電話番号 

問4 メールアドレス 

2. 地域包括支援センター等の設置状況と課題

地域包括支援センターの設置状況、サブセンター・ブランチの設置目的や地域包括支援センター

との連携状況等についてうかがいます。

問 5地域包括支援センター（以下、

センターとします。）設置数

（数字記入）

※0 か所の場合 0と記入ください

設置数 

①直営型
     か所 

②委託型
     か所 

問6  サブセンター の設置状況。（当てはまるもの１つ） 

【サブセンター】 

本所による統括の下、４機能（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント

支援業務、介護予防ケアマネジメント業務）を適切に果たす「支所」 

1. 設置していない

2. 小規模多機能・看護小規模多機能・定期巡回事業所に設置している

3. 上記以外の介護サービス事業所に設置している

4. 医療機関に設置している

5. その他の機関に設置している

（具体的に：    ） 

「市町村アンケート調査」調査票
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問7  ブランチの設置状況。（当てはまるもの１つ） 

【ブランチ】 地域住民の身近な所で相談を受付け、センターにつなぐための窓口 

1. 設置している （→設置数 か所） 

2. 設置していない

設置している場合 どこに設置していますか (複数回答可) 

ｱ. 在宅介護支援センター

ｲ. 居宅介護支援事業所

ｳ. 地域密着型サービス事業所

ｴ. その他(具体的に:   ) 

問 8貴市町村では、重層的支援体制整備事業を実施していますか。（当てはまるもの１つ）

1. 実施中

2. 実施していない(モデル事業のみ実施済、準備事業実施中を含む)

問 9 以下の各職種の人員体制について  （当てはまるもの１つ）

充足してい

る 

やや充足し

ている 

やや不足

している 

不足してい

る 

1. センター職員 １ ２ ３ ４ 

2. 認知症地域支援推進員 １ ２ ３ ４ 

3. 生活支援コーディネーター １ ２ ３ ４ 

問 10 包括的支援事業の各事業における標準額に対してどの程度執行していますか

（当てはまるもの１つ）

全額執行 

している 

ほぼ執行し

ている 

やや余裕

がある 

十分余裕 

がある 

1. センターの運営費 １ ２ ３ ４ 

2. 地域ケア会議の開催 １ ２ ３ ４ 

3. 在宅医療・介護連携推進事業 １ ２ ３ ４ 

4. 認知症総合支援事業 １ ２ ３ ４ 

5. 生活支援体制整備事業 １ ２ ３ ４
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問 11  貴市町村は、センターの業務負担軽減についてどのような対策を実施または検討中ですか。
（複数回答可） 

1. 職員の増員

2. 事務の軽減・効率化

3. 負担を平準化するためセンターの圏域を再設定

4. 委託先を増やす

5. 委託費の引き上げ

6. 基幹型を整備

7. 機能強化型を整備

8. サブセンターを設置する

9. ブランチを設置する

10. その他（具体的に：  ） 

11. 特に対策を考えていない

3．センターの総合相談支援業務の一部委託について 
総合相談支援業務については、「センターの業務との一体性を確保した上で市町村からの部分

委託等を可能にすることが適当である」と介護保険部会にて提言され、下記のように一部委

託が予定されています。

一部委託の対象については、「指定地域密着型サービス事業者や老人介護支援センターなど、

地域に根ざした相談機能を有する機関をお示しすることを想定している。」とされています。 

全国介護保険担当課長会議資料(令和５年７月 31日)【認知症施策・地域介護推進課】 

※添付資料 1 を参照ください

※老人介護支援センターは在宅介護支援センターのこと

問 12 総合相談支援業務について、居宅介護支援事業所に一部委託することについて、有益だ

と思いますか。（当てはまるもの１つ） 

1. 有益だと思う     問 13へ 

2. 有益だとは思わない  問 14へ 

3. わからない  問 15へ 

問 13 問 12で「１．有益だと思う」と回答した方に伺います。居宅介護支援事業所に一部委託

することについて、有益と思われる理由をお願いします。(複数回答可) 

1. 在宅介護支援センターを併設している

2. 主任介護支援専門員が在籍している

3. その他（具体的に： ） 
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問 14  問 12で「２．有益だと思わない」と回答した方に伺います。居宅介護支援事業所に一部委

託することについて、有益だとは思われない理由をお願いします。(複数回答可) 

1. 利用者以外の地域住民とのつながりが希薄

2. 24時間 365 日の体制にはなっていない

3. 人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

4. 公正・中立性を保てるか懸念がある

5. その他  (具体的に  ) 

問 15 貴市町村内に所在する地域密着型サービス事業所の中で、登録者・入居者以外の方々の相

談支援に取り組んでいる事業所はありますか。（当てはまるもの１つ） 

1. ある ⇒ 問 16へ

2. ない ⇒ 問 17へ

3. わからない ⇒ 問 17へ

問 16  問 15で「１．ある」と回答した方に伺います。相談支援の具体的な方法・場についてお答

えください。（複数回答可） 

1. 自主的に相談窓口を開設

2. 認知症地域支援推進員を受託

3. 生活支援コーディネーターを受託

4. サロンを開催

5. 認知症カフェを開催

6. 地域食堂、こども食堂を開催

7. その他（具体的に:  ） 

問 17 総合相談支援業務について、地域密着型サービス事業所への一部委託は有益だと思いま

すか。（当てはまるもの１つ） 

1. 有益だと思う ⇒ 問 18へ

2. 有益だとは思わない ⇒ 問 19へ

3. わからない ⇒ 問 20へ

問 18 問 17 で「１．有益だと思う」と回答した方に伺います。有益だと思う理由は何ですか。 

（複数回答可） 

1. 地域に密着していて、地域のことがわかっている

2. 夜勤者もいて 24 時間 365 日の相談支援が可能

3. 介護支援専門員や看護職員、介護福祉士等の専門職がいる

4. 運営推進会議等により地域とのつながりがある
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5. 地域に出向いての活動を行っている

6. 地域密着型サービスなので市町村が指定•監督できる

7. その他（具体的に：  ） 

問 19 問 17で「２．有益だと思わない」と回答した方に伺います。有益だと思わない理由は何

ですか。（複数回答可） 

1. 併設施設へのサービスが大半

2. 人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

3. 運営推進会議が機能しておらず、地域とのつながりが希薄

4. 公正・中立性を保てるか懸念がある

5. その他  (具体的に:  ) 

問 20 地域密着型サービス事業所を活用するとした場合、どのような条件を設定したいと思い

ますか。（複数回答可） 

1. 事業所の体制に余裕がある

(例えば加賀市の場合は人的配置で 0.5 人分最低基準より上回ること※)

2. 事業所の質が確保されている (例えば加賀市の場合は市の研修の受講が必須※)

3. 運営推進会議が定期的に開催され、地域との交流が図られている

4. 事業所が地域に開かれていて、地域とのつながりがある

5. その他（具体的に：  ） 

※添付資料 2 参照

問 21 一部委託を活用するとした場合、解決すべき課題はありますか。 

（複数回答可） 

1. 委託元のセンターと部分委託先の事業所の役割分担の調整

2. 委託元のセンターと部分委託先の事業所の担当エリアの調整

3. 基幹型センターなど統括するセンターの設置が前提

4. 一部委託先の事業所の質のバラツキ

5. その他（具体的に：  ） 

問 22  その他 総合相談支援業務の一部委託についてのご意見。（自由記載） 

ご協力誠にありがとうございました。以上で、質問は終わりです。
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※本アンケート調査について、特に指定がない限り、2023（令和５）年 10月末日時点の状況についてご回答

ください。

１． 回答者の基本情報

問1 貴地域包括支援センター 

（以下、センターとします。）の名称 

問2 電話番号 

問3 メールアドレス 

２． 貴センターの概要

貴地域包括支援センターの概要についてうかがいます。 

問4 貴センター圏域の人口（数字記入） 
 人 

問5 貴センター圏域の 65 歳以上人口
（数字記入） 

 人 

問6 貴センターの 
類型（複数回答可） 1.通常のセンター 

2.基幹型センター 

3.機能強化型センター 

※市区町村内にセンターが１箇所のみの場合は、「１．通常のセンター」を選択してください。

※「通常のセンター」を選んだ場合は「基幹型センター」、「機能強化型センター」は選択でき

ません。基幹型センターや機能強化型センターで独自の圏域を持っている場合は、通常のセンターを

選択せず、基幹型センターや機能強化型センターを選択してください。

※「基幹型センター」、「機能強化型センター」は同時に選択することが可能です。

問7 貴センターの設置主体（当てはま
るもの１つ） 

1. 市区町村

2. 広域連合等

3. 社会福祉法人（4.を除く）

4. 社会福祉協議会

5. 医療法人

6. 社団法人

7. 財団法人

8. 営利法人

9. NPO 法人

10.その他（   ） 

「地域包括支援センターアンケート調査」調査票
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３． 貴センターの組織運営体制等

貴センターの組織運営体制等についてうかがいます。 

設 問 回答欄 

セ ン ター  （再掲） （再掲） 

配置職員 認知症地 生活支援 

数 域支援推 コーディネ 

進員 ーター 

問8 貴センターに勤務（従事） 

する配置職員数（数字記入） 

※調査時点である、令和 5年 10月

末日時点の職員を対象とし、0人

の時は 0とご記入ください。

実人数を把握するため、一人で複

数の資格を有している場合等は、

主たる業務に着目し１を入力して

ください。実人数は整数で、小数

点のついた数字は入力しないよう

にしてください。

①保健師 人 人 人 

保健師に準ずる者 人 人 人 

②社会福祉士 人 人 人 

社会福祉士に準ずる者 人 人 人 

③主任介護支援専門員 人 人 人 

主任介護支援専門員に準ずる者 人 人 人 

④その他の職員 人 人 人 

合計 人 人 人 

4. 貴センターと地域密着型サービスとの連携状況について

問9 貴センター圏域内の地域密着型サービス事業所の数と現在参加している運営推進会議数をお聞き

します。（数字記入）  ※0か所の場合 0と記入ください 

1. 貴センター圏域内の地域密着型サービス事業所数  か所 

内、GH     か所、小多機   か所、地域密着特養   か所 

2. 参加している運営推進会議数  か所 

内、GH     か所、小多機  か所 

問10 地域密着型サービス事業者から相談はありますか。（当てはまるもの１つ） 

1. よくある

2. ときどきある

3. あまりない

4. まったくない

5. 事業所によって相談がある場合とない場合がある

問11 同行訪問等連携されていますか。（当てはまるもの１つ） 

1. よくある

2. ときどきある

3. あまりない

4. まったくない

5. 事業所によってある場合とない場合がある
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5. 総合相談支援業務の一部委託について

総合相談支援業務については、「センターの業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を

可能にすることが適当である」と介護保険部会にて提言され、下記のように一部委託が予定されていま

す。

一部委託の対象については、「指定地域密着型サービス事業者や老人介護支援センターなど、地域に根

ざした相談機能を有する機関をお示しすることを想定している。」とされています。

全国介護保険担当課長会議資料(令和５年７月 31 日)【認知症施策・地域介護推進課】 
※添付資料 1 を参照ください

※老人介護支援センターは在宅介護支援センターのこと

問 12 居宅介護支援事業所に一部委託することについて、有益だと思いますか。（当てはまるもの１つ） 

1. 有益だと思う  問 13へ 

2. 有益だとは思わない   問 14へ 

3. わからない  問 15へ 

問 13  問 12で「１．有益だと思う」と回答した方に伺います。居宅介護支援事業所に一部委託することに

ついて、有益と思われる理由をお願いします。（複数回答可） 

1. 在宅介護支援センターを併設している

2. 主任介護支援専門員が在籍している

3. その他（具体的に：  ） 

問 14  問 12で「２．有益だと思わない」と回答した方に伺います。居宅介護支援事業所に一部委託するこ

とについて、有益だとは思われない理由をお願いします。(複数回答可) 

1. 利用者以外の地域住民とのつながりが希薄

2. 24時間 365日の体制にはなっていない

3. 人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

4. 公正・中立性を保てるか懸念がある

5. その他  (具体的に：    ) 

問 15  貴センター圏域内での地域密着型サービス事業所で、地域の相談支援に取り組んでいる事業所はあり
ますか。（当てはまるもの１つ） 

※登録者・入居者・入所者以外の方々への相談支援です。認知症カフェ、サロン等での支援活動も含
みます。

1. ある

2. ない

3. わからない
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問16  国ではセンターの総合相談支援業務の一部委託を地域密着型サービスに予定していますが地域包括支
援センターにとって有益だと思いますか。（当てはまるもの１つ） 

1. 有益だと思う ⇒ 問 17へ

2. 有益だとは思わない ⇒ 問 18へ

3. わからない ⇒ 問 19へ

問 17  問 16で「１．有益だと思う」と回答した方に伺います。有益だと思う理由は何ですか。（複数回答可） 

1. 地域包括支援センターより地域に密着していて、地域のことがわかっている

2. 夜勤者もいて 24 時間 365 日の相談支援が可能

3. 介護支援専門員や看護職員、介護福祉士等の専門職がいる

4. 運営推進会議等により地域とのつながりがある

5. 地域に出向いての活動を行っている

6. 地域密着型サービスなので市町村が指定•監督できる

7. その他（具体的に：    ） 

問 18 問 16 で「２．有益だと思わない」と回答した方に伺います。 有益だと思わない理由は何ですか。
（複数回答可） 

1. 併設施設へのサービスが大半

2. 人員に余裕がなく、現在の業務で一杯

3. 運営推進会議が機能しておらず、地域とのつながりが希薄

4. 公正・中立性を保てるか懸念がある

5. その他  (具体的に:  ) 

問 19  一部委託を活用するとした場合、解決すべき課題はありますか。 

（複数回答可） 

1. 委託元のセンターと一部委託先の事業所の役割分担の調整

2. 委託元のセンターと一部委託先の事業所の担当エリアの調整

3. 基幹型センターなど統括するセンターの設置が前提

4. 一部委託先の事業所の質のバラツキ

5. その他（具体的に：   ） 

問 20 その他 総合相談支援業務の一部委託についてのご意見。（自由記載） 

ご協力誠にありがとうございました。以上で、質問は終わりです。 
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※本アンケート調査について、特に指定がない限り、2023（令和５）年 10月末日時点の状況についてご回答

ください。

１． 回答者の基本情報

問1 貴事業所の名称 

問2 サービス種別 (いずれか選択) GH, 小多機,  地域特養

問3 電話番号 

問4 メールアドレス 

問5 市区町村名 
都・道・府・県  市・区・町・村

２． 利用者以外の相談支援への取り組みについて

問6 利用者以外の地域住民や家族等からの身近な地域の相談に日常的に対応していますか。（当てはまる
もの１つ） 

1. 日常的に対応している → 問 7へ

2. ときどき対応している → 問 7へ

3. していない → 問 14以降へ

問7 対応している場合、下記にお答えください  

【主に対応しているエリア】（当てはまるもの１つ） 

1. 事業所のある町内・集落

2. 小学校区

3. 中学校区

4. エリアは特にない

【対応している職員】（複数回答可） 

1. 管理者

2. 介護支援専門員

3. 介護・看護職員

4. 事務など

「地域密着型サービス事業所アンケート調査」調査票
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問8 対応している場合、相談対応のために職員を余分に配置していますか。（当てはまるもの１つ） 
(参考 加賀市の場合 0.5人分最低基準より上回っている ※加賀市資料を参照 ) 

1. 配置している

2. 配置していない

問9 相談対応について、現在助成・補助、委託を受けていますか。（複数回答可） 

1. 市町村からの助成・補助金、委託あり

2. 受けていない

3. わからない

4. 市町村以外からの助成・補助金、委託(具体的に： ） 

問10 問９で「１．市町村からの助成・補助金、委託あり」を選択した方に伺います。市町村からの助成・
補助、委託の種類をお答えください。（複数回答可） 

1. 地域包括支援センターのブランチ、サブセンター

2. 在宅介護支援センター

3. 認知症地域支援推進員

4. 生活支援コーディネーター

5. その他(具体的に：   ） 

問11 相談をしてこられる方について。（複数回答可） 

1. 地域住民

2. 利用者家族（利用者に関する相談は除く）

3. 民生委員

4. 自治会・町内会

5. 福祉関係者

6. その他（具体的に： ） 

問12 相談内容について。（複数回答可）  

1. 介護保険申請

2. 認知症について

3. 介護技術について

4. 保険外サービス(生活支援サービス:配食、掃除、ごみ捨て、買い物等)

5. 障害に関すること

6. 医療に関すること

7. 介護予防

8. ゴミ屋敷等地域の困りごとへの対応

9. その他（具体的に：   ） 
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問13 相談対応時間について。（複数回答可） 

1. 平日の日中のみ

2. 早朝・夜間

3. 土日祝日

4. 年末年始

問14 地域包括支援センターでは総合相談支援業務として、地域の高齢者等からの相談に対応していますが、
貴事業所でも相談に対応している理由は何ですか（複数回答可） 

1. 地域からの相談だから

2. 地域包括支援センターが、近くにない

3. 地域包括支援センターは土日対応できないのから

4. 相談対応だけでなく継続的な見守り等の支援が必要だから

5. 24時間 365日の相談受付ができるから

6. 長期的にみれば利用者確保になるから

7. その他（具体的に：   ） 

３． 運営推進会議について

問15 運営推進会議に参加しているメンバーについてお聞きします。（複数回答可） 

1. 利用者

2. 利用者の家族

3. 行政（福祉担当）

4. 地域包括支援センター

5. 生活支援コーディネーター

6. 認知症地域支援推進員

7. 自治会

8. 民生委員

9. 地域住民（上記の 7,8以外）

10. 消防

11. 警察

12. その他（具体的に： ） 

問16 運営推進会議で利用状況の報告や行事以外で話し合われている内容で該当するもの。（複数回答可） 

1. 利用者の支援で地域住民への協力依頼に関すること(見守り、声かけなど)

2. 登録利用者以外(同居の家族、地域の方)からの相談内容や支援について

3. 動物の多頭飼いやゴミ屋敷など、地域の困り事に関すること

4. 地域の防災、防犯、交通安全等について

5. 地域住民と関係機関職員の意見交換、情報交換

6. 介護予防サロン、認知症カフェ、地域食堂等の立ち上げや運営支援について

7. 買い物難民や空き家対策など、地域課題に関すること

8. なし

9. その他（具体的に： ） 
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４． 総合相談支援業務の一部委託について

総合相談支援業務については、「センターの業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を

可能にすることが適当である」と介護保険部会にて提言され、下記のように一部委託が予定されていま

す。

一部委託の対象については、「指定地域密着型サービス事業者や老人介護支援センターなど、地域に根

ざした相談機能を有する機関をお示しすることを想定している。」とされています。

全国介護保険担当課長会議資料(令和５年７月 31日)【認知症施策・地域介護推進課】 

※老人介護支援センターは在宅介護支援センターのこと

問17 国ではセンターの総合相談支援業務の一部委託を地域密着型サービスや老人介護支援センターなど地

域に根ざした相談機能を有する機関を想定していますが、住民にとってのメリットは何と考えます

か。 

（複数回答可） 

1. 地域包括支援センターより地域に密着しているので相談がしやすい

2. 夜勤者もいて 24時間 365日の相談受付をしてもらえる

3. 介護福祉士、介護支援専門員、看護職等の専門職がいるので安心

4. 地域に直接出向いて相談支援を行ってもらえる

5. 地域密着型サービスなので市町村が指定・監督しており、安心感がある

6. 継続的な伴走支援がしてもらえる

7. その他（具体的に：   ） 

8. メリットはない

9. わからない

問18 地域密着型サービス事業所にとってのメリットは何と思いますか。（複数回答可） 

1. 住民の困りごとをキャッチすることで、事業所が頼れる存在であることを知ってもらえる

2. 24時間 365日対応の介護サービス拠点であることを知ってもらえる

3. 登録している利用者以外の相談支援にも関わることで、職員の意識や質の向上につながる

4. 地域に出向いて活動を行なうきっかけを得ることができる

5. 市町村や地域包括支援センターとの関係強化につながる

6. 長期的、継続的に伴走することで将来の利用者確保につながる

7. その他（具体的に：   ） 

8. メリットはない

9. わからない

問19 受託する場合、なにか条件はありますか。（複数回答可） 
※加賀市資料を参照

1. 委託費が活動に見合う分だけ出るかどうか

2. 一人の専門職ではなく、事業所がチームで関わることができるかどうか

3. 相談だけでなく地域づくりを担えるかどうか

4. その他（具体的に：   ） 
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問20 受託する場合、心配なことはありますか。（複数回答可） 

1. 地域包括支援センターの下請けにならないか

2. 難しいケースばかりが回ってこないか

3. 相談支援業務が多すぎて多忙すぎることにならないか

4. その他（具体的に： ） 

5. 特にない

問21 受託について障害がある場合、その理由をお聞かせください。（複数回答可） 

1. 運営法人に理解がない

2. 事業所の職員側に理解がない

3. 人員の確保が困難

4. 指定を受けている事業で手一杯

5. 行政が地域密着型サービス事業所に一部委託をすることを想定していない

6. 運営基準の解釈が厳しい（ローカルルールがある）

7. その他（具体的に： ） 

問22 もし市町村が委託をしたいとの意向があった場合、貴事業所はどうしますか。（当てはまるもの１つ） 

1. 前向きに検討したい

2. わからない

3. 現時点での受託は困難

ご協力誠にありがとうございました。以上で、質問は終わりです。 
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